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＜論文：第 23 回年次研究大会シンポジウムをうけて＞ 

 

 

ポパーとハイエクの政治思想：民主政における

政治的統合の観点からの比較の試み1 

 

山中 優2 

はじめに 

ポパーとハイエクは全体主義批判において共

同戦線を張った仲であり、その全体主義批判の一

環として、プラトンを批判した点でも軌を一にし

ていた。プラトンはあまりにも多元的に分裂して

いた民主政を批判し、哲人王政治によってその多

元的分裂状態を一気に解消しようとしたが、そう

したプラトンの構想は、ポパーとハイエクにとっ

て、あまりにも一元性に片寄りすぎた危険なもの

であった3。 

しかしながら、他方でポパーとハイエクは、プ

ラトンほどではないにせよ、ともに民主政をかな

り警戒していたことも事実である。両者は共に、

民主主義を否定はしなかったとはいえ、民主主義

における「多数者の専制」が個人の自由を侵害す

るという事態を警戒していたのである。そこで両

                                                 
1 2012 年 7 月 7 日の慶應義塾大学におけるポパー研究会での

山中報告では、ポパーとハイエクの民主政治論を比較するに

あたって、本稿におけるよりも、もっと積極的にプラトンを

用いていた。ところが、その研究会では、ハイエクをプラト

ンに引きつけて解釈した山中報告に対して、嶋津格氏や渡辺

幹雄氏から異論が提出された。筆者は依然として自説を保持

しているが、それはもっぱらハイエク解釈にのみ関わる論点

であり、ポパー研究会の機関誌である本誌で議論すべき問題

ではないだろう。そこで、本論文のタイトルからはプラトン

を削除し、プラトンに引きつけた筆者のハイエク解釈を本稿

で展開するのは控えることにした次第である。なお、“高貴な

嘘”にも関わるプラトンとハイエクの類似性（と少なくとも筆

者には思われる点）については、山中（2007）第３章第３節

を参照。 

2 皇學館大学現代日本社会学部教授。E-mail: 

yamanaka@kogakkan-u.ac.jp 

3 とはいえ、ハイエクのプラトン批判は断片的なものにとど

まっており、まとまった形でのプラトン批判をハイエクは行

っていない。それに対して、ポパーが本格的なプラトン批判

を展開したことは周知のとおりである。ただし、プラトンを

全体主義者とするポパーのプラトン解釈については、その妥

当性をめぐって大きく意見が分かれている。その一例として、

小河原（1998）および佐々木（1998）を参照。 

者は、民主主義を前提としつつも、それが多数者

の専制に陥らないための方策を模索することに

なったが、その両者の提示した処方箋には、政府

による市場介入の是非をめぐって重大な相違が

あった一方で、一種のエリート主義的な特徴があ

ったという点で、興味深い一致も見られたのであ

る。後述するように、ハイエクにおけるエリート

主義は、その議会制改革論における立法院の構想

に見られるものであり、ポパーにおけるそれは、

漸次社会工学を政治へと適用するにあたって科

学的な専門家の果たすべき役割をポパーが強調

していたことに見られるものであった。 

この両者の間での異同は、結局のところ、「民

主政治において如何にして政治的統合を実現す

るか」という根本問題における異同であったと言

えるだろう。そもそも民主主義というのは、各々

の政治問題について、いわば「多数の人々が集ま

って一つの結論を出す」という性格を持つもので

ある。一方で、民主主義である以上、意見や利害

が多様化するのは当然である。しかしながら、他

方で、民主主義といえども、最終的には一つの結

論を出す必要がある。様々な政策課題を解決して

いこうとする以上、プラトン流の哲人王政治を批

判して、多様性を尊重するだけで事足れりとする

わけにはいかないのである。もちろん、ポパーと

ハイエクはそのことをよく分かっていた。その上

で、この両者は各々の政治思想を展開し、その過

程で興味深い相違点と共通点を示すことになっ

たのである。 

  そこで本稿では、まず民主政を警戒していた

という点で両者が共通していたことを確認した

後、両者の提示した処方箋がどのような点で異な

っており、またいかなる点で一致していたかにつ

いて、両者を比較しつつ論じていくことにしたい。 

 

一． ポパーとハイエクにおける民主政への警戒 
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ポパーの民主政治論においてまず目に付くの

は、彼が世論の危険性を警戒していたということ

である。「世論と自由主義原理」と題した論文の

中で、世論の正しさを盲信する“世論の神話”に

はいくつかのタイプがあることを指摘した後、次

のように述べ、世論に対する警戒の念をはっきり

と表明している。 

 

世論は（どんなものであれ）きわめて大きな力

をもっている。それは政府を――非民主的な政府

さえ――変えることができる。このように大きな

力に対してはすべて、自由主義者はある程度の疑

惑の念をもって臨まなければならない。匿名であ

るため、世論は無責任な権力形態
、、、、、、、、

であり、それゆ

え自由主義的見地からすれば特に危険である4。 

 

ポパーにとって、多数者支配という意味での民

主政は、積極的な擁護の対象とされるべきもので

はなかった。ポパーが自らを民主主義者だと言う

場合、それは多数者が常に正しいからではなく、

民主主義的伝統がわれわれの知っているうちで

最も悪の少ない伝統だからである。ポパーにとっ

て民主政は、専制政と違って、流血を伴うことな

く政府を免職できるシステムを意味する。すなわ

ち、民主政は誤りを平和的に除去できる唯一の手

続きだという消極的意味においてのみ、擁護され

ていたにすぎないのである5。 

このような消極的な意味での民主主義擁護の

姿勢は、ハイエクにおいても同様であった。ハイ

エクにとっても、民主主義はあくまでも手段であ

って、それ自体が目的ではない。「民主主義は究

極的あるいは絶対的価値ではなく、それが何を成

し遂げるかによって判断されるべきものである。

おそらくそれはある種の目的を達成するには最

                                                 
4 ポパー（1980）644 頁。強調は原文。 
5 ポパー（1980）646 頁。 

善の方法ではあろうが、目的それ自体ではない」

とハイエクは述べている6。 

そして、民主主義を手段として用いることで達

成される目的の一つとして、ハイエクが挙げてい

るのが「平和的な政権交代」であった。この点に

ついてハイエクは、次のように述べている。 

 

複数の対立する意見のうち、どれか一つを勝た

せなくてはならない場合、また必要ならば力によ

ってその一つを勝たせなくてはならないような場

合には、いつでも戦いよりも数を数えてどちらが

より強い支持を受けているかを決定するほうが無

駄が少ないということである。民主主義は人がい

ままで発見したうちでただ一つの平和的な政権交

代の方法である7。 

 

このようにポパーもハイエクも、民主主義を手

段としてのみ消極的に擁護しているにすぎなか

った。というのも、この両者は民主主義者である

以前に、何よりもまず自由主義者だったからであ

る。自由主義者として、彼らが何よりも警戒して

いたのは、権力の担い手が誰であろうと、その権

力が無制限のものとなってしまうことであった。

彼らにとって「誰が支配すべきか」はあくまでも

二義的な問題であって、最も重要なのは「権力は

どのようにして制限されるべきか」という問題だ

ったのである8。 

以上のように、民主政における多数者の専制を

警戒するという点では共通していたものの、それ

を踏まえて両者が展開した政治思想には、かなり

大きな相違が存在していた。その相違は、経済問

題に民主主義政府が積極的に関わるべきか否か

をめぐるものである。しかしながら、それと同時

に、民主政治の抱える問題を解決するために一種

のエリート主義的な構想を提示していたという

                                                 
6 ハイエク（2007a）149 頁。 

7 ハイエク（2007a）151～152 頁。 
8 両者のこのような議論については、例えばポパー（1973）

106～111 頁、およびハイエク（2007a）149～151 頁を参照。 
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点では、この両者は興味深い一致を示してもいた

のである。 

 

二．ハイエクの議会制改革論におけるエリート主

義：市場介入への不信 

 

ハイエクは市場を自生的秩序として描いた思

想家である。市場経済に政治がやみくもに介入す

ることは避けねばならず、社会における利益配分

については市場の自生的な作用に委ねるべきだ

というのが、ハイエクの基本的な立場であった。 

そのような立場に立つハイエクにとって、議会

制民主主義は、常に警戒の念を持ち続けなければ

いけない対象であった。というのも、民主的な政

府は往々にして、市場経済のもたらす利益配分結

果に対する民衆の不満を解消すべく、大々的な所

得再分配政策へと傾きがちだからである。それに

よって議会政治が派閥・党派間での物質的利益の

分捕り合戦に堕落してしまうことを、ハイエクは

恐れていたのであった。そのような分捕り合戦に

よって議会が機能不全状態に陥ったあげくに、そ

の機能不全状態を打開してくれる強力な独裁者

の出現を民衆が待望するようになることを、彼は

真剣に憂慮していたのである9。 

そのように、ハイエクは民主主義に対して常に

警戒を怠らなかったものの、他方で彼は民主主義

を完全に否定していたわけではない。むしろ、ハ

イエクは民主主義を守らねばならないと考えて

いた。そのために晩年の彼が提唱するに至ったの

が議会制改革案であった。その改革案によって、

彼は議会制民主主義を健全に機能させようとし

ていたのである。 

その議会制改革案の最大の特徴は、任期 15年

の立法院を上院として新たに設置することを提

案しているところにある。その立法院の任務は、

市場経済の円滑な作用を促すためのルールを発

見し、それを立法化することで、自生的な市場秩

序を恣意的な政府介入から守ることである。その

                                                 
9 ハイエク（2008a）参照。 

構成メンバーたる上院議員は 45歳から 60歳まで

の賢慮に優れた人物でなければならない。そうし

た人物は、地域ごとに形成された同一年齢クラブ

における互選によって選ぶのがよいとハイエク

は考えていた。 

それに対して、政府予算をどのように分配す

るかの審議は下院としての行政院が行う。その

構成メンバーたる下院議員は従来どおりの選

挙によって選ばれる。任期の短い下院議員は、

再選を果たすべく、もっぱら短期的な観点から、

支持者たちに対する目先の利益供与を競って

行おうとするだろう。 

しかし、上院の立法院がそうした従来型の利

益政治に厳しい制約を課し、所得再分配の行き

過ぎによって、市場の自生的な作用が阻害され

ることのないようにする。すなわち、行政院を

通過した法律は、すべて立法院による憲法裁判

所への異議申立対象となるのである。そうした

任務に従事する上院議員には、恣意的な利益誘

導政治に手を染める動機を持たせないよう再

選資格を与えないと同時に、任期を満了したあ

とは、陪席判事のような中立的で名誉ある公的

な仕事を保証する。このような一種の知的な名

望家からなる上院の働きに、ハイエクは議会制

民主主義を健全に機能させる道を見出したの

であった10。 

このようなハイエクの議論の根底には政党

への徹底的な不信感があった。ハイエクに言わ

せれば、政党は単なる党派・派閥にすぎず、部

分利益しか追求できない分裂的な存在である。

だからこそ、彼はそうした政党政治の展開され

る場を下院たる行政院に閉じ込め、知的な名望

家から成る上院たる立法院を政治的統合の担

い手としたのであった。一見非民主的に思える

ハイエクの議論の背後には、政党政治への根深

い不信感があったのである11。 

                                                 
10 以上の議会制改革論については、ハイエク（2008b）を参

照。 

11 このようなハイエクの政党への不信感については、ハイ

エク（2009）第Ⅳ部を参照。 
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三．ポパーの福祉国家擁護論におけるエリート主

義：市場介入への信頼 

 

それに対してポパーは、ハイエクとは違って、

経済問題をめぐって民主主義政府が袋小路に陥

ってしまうにちがいないとは考えていなかった。

むしろポパーは、戦後の西側世界で福祉国家が挙

げてきた成果を、「われわれの時代の歴史――楽

観主義者の見解」と題した論文で次のように述べ、

大いに讃えていたのである。 

 

われわれの自由世界は、これまで人間の社会生

活につきまとってきた最大の諸害悪をなくすのに、

完全にではないにせよ、ほぼ成功した。〔中略〕福

祉国家を通じて、ここイギリスにおいてのみなら

ず、あれこれの方法で自由世界のいたるところで、

なしとげられたことを考えてみよう。赤貧は事実

上なくなった。大量現象である代わりに、問題は

今なおぽつんぽつんと散在する個々のケースを発

見する問題にほとんどなってしまった。失業およ

びいくつかの同様なかたちの社会不安の問題は、

完全に変化した。今では、大量失業の問題が大幅

に解決されたという事実によって生み出された新

しい諸問題に、われわれは直面している12。 

 

なお、この引用文に続いて、ポパーは病苦の軽

減・刑罰改革・宗教的差別の解消などの成果もあ

げているが、ハイエクとの比較を行う上では、経

済問題に関する彼の見解を取り上げるだけで十

分だろう。また、この引用文末尾で述べている「新

しい諸問題」とは何かについて、この論文では明

らかにされていないが、ここでは失業問題の解決

に果たした福祉国家の役割をポパーがきわめて

高く評価していたことが確認できれば、ハイエク

との比較を行う上では十分だと思われる。 

いずれにせよ、こうしたポパーの見解から読み

取れることは、戦後西側世界の福祉国家が大量失

                                                 
12 ポパー（1980）683～684 頁。 

業の問題を解決したことについて、彼がきわめて

肯定的な姿勢をとっていたということである。言

うまでもなく、その大量失業の問題を解決したも

のとは、他ならぬケインズ主義的な政府介入であ

った。すなわち、ポパーには、ハイエクとは異な

って、政府による市場介入を肯定的に評価する姿

勢があったのである13。実際、ポパーは、マルク

スの描いた無拘束な資本制組織の不公正と非人

道性については疑問の余地がないと明言した上

で、次のように述べていた。 

 

たとえ国家は、（無拘束な資本制組織の下で原則

的には実際行っているように）その市民を物理的

暴力によっていじめられることから保護したとし

ても、かれらを経済力の誤用から保護することが

できなければ、われわれの目的を挫きかねないの

である。そのような国家では、経済上の強者は依

然として自由に経済上の弱者をいじめまたその自

由を強奪できるのである。〔中略〕もしわれわれが

自由がよく保護されることをのぞむならば、われ

われは無制限な経済上の自由という政策を国家の

計画的な経済上の干渉で置きかえることを要求し

なくてはならない。われわれは無拘束な資本制
、、、

が

経済干渉制
、、、、、

に道をゆずることを要求しなくてはな

らない14。 

                                                 
13 この点につき、渡辺幹雄氏は次のように述べ、デモクラシ

ーの社会におけるポパーの構想の有効性に対して、重大な疑

問を投げかけている。「ポパー流の漸次社会工学者は、具体

的に言えばケインズ主義の経済テクノクラートであって、彼

らはいわゆる｢ハーヴェイ・ロードの前提｣に立って行動する

ものと期待されている。彼らは禁欲的・批判的精神をもって

ひたすらその職務に専念し、微調整および試行錯誤を繰り返

すものとされる。この点で、彼らはポパーの想定する科学活

動に従事する科学者たちと同じである。しかるにハイエクに

よれば――そして J・ブキャナンをはじめとする公共選択学

派が明らかにしたように――、デモクラシーの社会では、経

済テクノクラートはけっしてハーヴェイ・ロードの前提にの

み基づいて行動するのではない。いな、けっしてそのように

は行動できない。デモクラシーにおいては、テクノクラート

はつねに政治家の指揮下にあり、また政治家はつねに選挙を

通じて市民の審判を仰がなければならない。〔中略〕かくし

てデモクラシーの社会における政策は、つねに強力な利害関

係の下に結束した利益集団の要求に対するバイアスを抱え込

むことになるのである」（渡辺、2006、106～107 頁）。 

14 ポパー（1973）280～281 頁。強調は原文。 
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こうしたポパーの議論は、いわば「職を得られ

ることへの自由」という意味での積極的自由を真

正面から擁護するものであることは明らかだろ

う。こうした積極的自由の擁護はハイエクには見

られないポパーの大きな特徴である15。嶋津格氏

が論じているように、このポパーの議論は、修正

資本主義・福祉国家論・社会民主主義を擁護する

ものと言ってよいと思われる16。 

こうしたポパーの議論の背後には、科学的エリ

ートの手による漸次社会工学の実行への信頼が

あった。言うまでもなく、漸次社会工学という概

念は、彼のプラトン批判の文脈において、危険な

ユートピア的社会工学にとって代わるべきもの

として唱えられた17。そして後年、彼は、究極の

理想を追求するユートピア的合理主義が結局は

異端を排除するための暴力に行き着くことを批

判しつつ、自らの唱える合理主義を、抽象的な善

の実現ではなく、具体的な悪すなわち諸々の具体

的な悲惨な状態を除去することを目指すものだ

と述べている。その具体的な悪を除去するために

公共政策を試行し、誤謬を排除していくプロセス

の中で、合理主義的態度を保持していくことがポ

パーにとって非常に重要なのである18。 

                                                 
15 ただしハイエクも、消極的自由たる私有財産権の行使が個

人の自由の侵害となりうる例外的な場合として、砂漠におけ

る水の独占の例を挙げていた（ハイエク、2007b、第９章）。

しかしながら、ハイエクは市場における雇用問題について、

「職を得られることへの自由」を肯定するまでには至ってい

ない。 

16 嶋津（1994）95 頁。ただし橋本努氏によると、後期のポパ

ーは積極的自由（政府による豊かさへの自由）の主張を放棄

し、消極的自由へと自らの自由概念を収斂させていった（橋

本、1994、228-232 頁）。だとすれば、後期ポパーの自由論

には重大な変更が加えられていたことになる。これは非常に

重要な論点だと思われるが、現在の筆者には、この点をめぐ

ってポパーの自由論体系を綿密に検証・評価する用意はない。

この論点についてはポパー研究者による論証を待つことにし

て、ここでは「政府による豊かさへの自由」を擁護していた

ポパーをハイエクと比較するにとどめることにしたい。ちな

みに、Shearmur (1996) はポパーを消極的自由論者として描

くものであり、それに異論を唱えてポパーの社会民主主義的

要素を重視するものとしては、Hayes (2009)がある。 

17 ポパー（1973）第９章。 

18 ポパー（1980）第 18 章。 

ここでポパーが「合理主義的態度」と呼んでい

るのは、討論によって何が誤っているかを明らか

にし、それを公平に判定しようとする態度のこと

であった。そしてポパーは、その漸次社会工学の

担い手を、卓越した専門家たる科学者たちに見出

していたのである19。こうしたポパーの議論には、

ハイエクと同様、「民主主義でありながら如何に

して政治的統合を達成するか」という問題意識が

働いていたことだろう。そしてポパーもハイエク

と同様に、一種のエリート主義的な処方箋をその

問題の答えとして提示していたのである。 

 

おわりに 

このように、ポパーとハイエクは、市場経済へ

の政府介入のあり方については意見を大きく異

にしていたが、暴走の危険性を孕む民主主義を機

能させるための方策として、ともに一種のエリー

ト主義的な処方箋を提示したという点では共通

していた。その際、ポパーもハイエクも合理主義

を前提としていた。ポパーの場合は「批判的合理

主義」であり、ハイエクの場合は「進化論的合理

主義」である20。もちろん、この両者の合理主義

の間には、言語化された議論をどこまで重視する

かをめぐって、重大な相違があった。しかし本稿

で確認しておきたいのは、この両者が共に、民主

主義を正常に機能させるための方策として、彼ら

の言う意味での正しい合理主義を心得たエリー

トの存在を要請していたという点である。 

                                                 
19 この点につき、嶋津氏は次のように述べてポパーのエリー

ト主義的傾向を指摘し、それをプラトン以来の発想を引き継

ぐものとして批判している。「ポパーは可謬主義・批判的合

理主義を知の平等主義と等置する傾向があるが、たとえそれ

が可謬主義を前提としていようと、科学が卓越した専門家で

ある一部の科学者たちの間のエリート主義的な営みであるこ

とには疑問の余地はないのである。科学のモデルを直接、集

合的＝政治的決定の場面に適用するというプラトン以来の発

想には、固有の困難と危険が伴うように思われる」（嶋津、

1994、94 頁）。 

20 ポパーの批判的合理主義については、本誌で改めて説明す

る必要はないだろう。他方、ハイエクの「進化論的合理主義」

およびその前提となる理性概念については、説明を要するか

もしれない。しかし、ここでは紙幅の制約上、詳しく説明す

ることはできないので、例えば山中（2007）第２章第１節お

よび第３章第１節を参照されたい。 
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このことは、政治的統合を欠如させてきたこと

が厳しく指摘されている日本政治21の行く末を占

う上でも、重要な示唆をわれわれに与えていると

筆者には思われる。はたして、民主主義が独裁政

という極端なやり方に訴えずとも政治的統合を

実現して正常に機能するためには、たとえプラト

ン的な哲人王政治を斥けたとしても、ポパーやハ

イエクのように、依然として一種のエリート主義

をとらなければならないのだろうか。それとも、

現代政治理論の世界で最近さかんに唱えられて

いる熟議民主主義の主張するように、むしろ一般

市民の政治能力の向上にこそわれわれは期待す

べきであり、また実際にそれを期待できるのだろ

うか22。いずれにせよ、現代日本の民主政治のあ

り方を考える上で、ポパーとハイエクの政治思想

は、重要な検討対象であり続けるだろうと思われ

るのである。 

 

【参考文献】 
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ハイエク（2007b）:『ハイエク全集第Ⅰ期第６巻 自由
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21 佐々木（2009）第１章を参照。 

22 熟議民主主義について筆者はまだ全く不勉強なので、こ

こではその代表的な研究書として、田村（2008）を挙げるに

とどめておくことにしたい。 

ハイエク（2008b）:『ハイエク全集第Ⅰ期第 10巻法と

立法と自由［Ⅲ］自由人の政治秩序』（渡部茂訳、

春秋社、新版 2008年／原著 1979年） 

ハイエク（2009）:『ハイエク全集第Ⅱ期第５巻政治学

論集』（山中優監訳、田総恵子訳、春秋社、2009

年／原著 1967年および 1978年） 
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ス・ハイエク』（創文社、1994年） 

Hayes (2009) : Hayes, C., Popper, Hayek and the Open 
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佐々木（1998）: 佐々木毅「｢プラトンの呪縛｣と｢ポパ

ーの呪縛｣のあいだ」『大航海 No. 24：特集 プ

ラトンと現代』新書館（1998 年 10月）46～51

頁。 

佐々木（2009）: 佐々木毅『政治の精神』（岩波書店、

2009年） 

Shearmur (1996) : Shearmur, J., The Political 

Thought of Karl Popper (Routledge, 1996) 

嶋津（1994）: 嶋津格（1994）「 ｢開かれた社会｣は開

いているか」長尾龍一・河上倫逸編『開かれた 

社会の哲学：カール・ポパーと現代』（未来社、1994 年）

90～98頁。 

田村（2008）: 田村哲樹『熟議の理由：民主主義の政

治理論』（勁草書房、2008年） 

渡辺（2006）: 渡辺幹雄『ハイエクと現代リベラリズ
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「ハイエクにポパー的着想はあるのか？−個人

的交流と学説への影響の考察から−」1 
 

吉野 祐介 

はじめに 

 

フリードリッヒ・ハイエク(Friedrich von Hayek, 

1899-1992)とカール・ポパー(Sir Karl Raimund 

Popper, 1902-1994)は共にウィーンに生まれ，ほぼ

同時代を生きた，二十世紀の知的世界における二

人の巨人である。かれらは互いに親交を持ちつつ

研究を進め，両者ともに分野横断的に業績を残し

ている。例えば，ポパーは『推論と論駁』（1963

年）をハイエクに捧げているし，ハイエクは論文

集『哲学・政治学・経済学の諸研究』(1967)をポパ

ーに捧げている。また，LSE でポパーの職を見つ

けるのを手伝ったのもハイエクである。 

かれらの学説を比較する研究として，国内では

かつて橋本(1995)が，ハイエクとポパーの方法論を

ミーゼスと比較した。そこで橋本は，経済学方法

論が持つ思想に与える不可避的な影響を「方法の

思想負荷性」として導入し，ミーゼスの先験主義

ともポパー的な経験主義とも違うハイエクの方法

論の独自性を前景化した。海外に目を向ければ，

グレイがやはりハイエクの方法論をポパーとの比

較において検討し，その類似性と差異について触

れている(Gray, 1984)。最近ではハイエスが，マッ

キンタイアなどを参照しつつ政治思想を伝統の重

要性の観点から比較した(Hayes, 2008)。ところで

                                                 

1京都大学大学院文学研究科グローバル COE 研究員。

yusuke-y@ijk.com 本稿は，平成 24 年 7 月に慶應義塾大学で開

かれた日本ポパー哲学研究会第 23 回年次研究大会での報告と

議論をもとにしている。その際同研究会の諸氏および報告者の

嶋津格先生（千葉大学），山中優先生（皇學館大学），渡辺幹雄

先生（山口大学）らに有益なコメントをいただいたことに深謝

を申し上げます。なお本研究は日本学術振興会科学研究費補助

金 24730184 および 08J00784（研究代表者：吉野裕介）の助

成を受けたものである。 

ハイエクのもっとも包括的な伝記的研究書『ハイ

エクの挑戦』(Caldwell, 2003)を書いたコールドウ

ェルは，ハイエクとポパーの方法論に影響関係は

あまりないと評している(Caldwell 2006)。一方で

バーナーによる研究はハイエクの文化的進化論と

ポパーのエコロジカル・ニッチ論に相互的な影響

を見る(Birner, 2009)。 

このように，ハイエクとポパーの比較研究はい

くつか見られるものの，基本的にはかれらの方法

論ないし哲学的基礎を比較した研究であり，個人

的な交流からかれらの学説への相互的な影響を指

摘した研究はあまり見られない。エーベンシュタ

インのハイエク伝に簡潔にまとめられているよう

に，かれらのあいだにかれらの学説に影響を及ぼ

しうるほどの知的影響はそれほど大きなものでは

なかった(Ebenstein, 2001 162邦訳220)。例えば，

ポパーのもとで八年間助手を務めた経験を持つジ

ェレミー・シャーマーは，「ポパーはニュージーラ

ンドにいた頃にハイエクの著作を読み，自分の著

作に参考文献として記した。また『開かれた社会』

執筆後に知ったハイエクの考えの中には，影響を

受けたものもあった。だが，二人の間に親密な知

的交流があったようには思えない」(Shearmur 

1996 22)と述べている。 

ところで，ハイエクの伝記的側面の研究が，か

れの主要著作以外の草稿の公開や調査を受け，近

年急速に進んでいる。また，ハイエクの死後二十

年が経過し，研究の蓄積も多方面で充実してきて

いるようである。さらに近年では，ハイエクの周

辺事情が明らかになるにつれて，資料の真贋を問

う論争が起こっている。かくして，ハイエクとポ

パーの関係についても，近年研究が進んだ新資料

の検討を通じて，新たな側面を描くことができる

のではないか。 

そこでこの小論の目的を，かれらの個人的な書

簡のやり取りから見たハイエクとポパーの影響関

係を学説史的なアプローチによって闡明すること
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に設定する。ここで重要となるのは，かれらの間

に立つバートリーの位置づけである。バートリー

はポパーのもとで学びながら，晩年にはハイエク

の資料の整理も手がけた，双方を個人的にも学説

上もよく知る重要な人物である。以下ではまず 1

節で，ハイエク研究の現況を特にバートリーの貢

献をめぐるアーカイブスの状況から明らかにする。

次に 2 節では，ハイエク晩年の進化論的主張に至

るまでの，ポパー的な着想について吟味したい。

最後に 3 節として，まとめと今後の展望を記す。 

 

１．ハイエク研究の現況—書簡の公開状況と「真

贋論争」 

ハイエクとポパーという二十世紀の西洋におけ

る自由主義や哲学を語るうえでもっとも重要な人

物のうちのふたりが個人的に交流を持っていたと

いう事実にも関わらず，双方への学説の影響を考

察する研究が少ない理由のひとつは，かれらのア

ーカイブスを管理する W.W.バートリー三世

(1934-1990)の早逝がもっとも大きいものと思われ

る。現在までハイエクとポパーの関連文書は，未

公開文書や個人の手稿などを含めてそのほとんど

がスタンフォード大学フーバー研究所に所蔵され

ているが，バートリーはここで研究員（リサーチ

フェロー）という立場にあり，書簡の管理を引き

受けていた2。 

このような立場にいられた理由は，バートリー

が両者の伝記を書く準備をしていたことによる。

ハイエクの秘書キュビットの手記によれば，バー

トリーは 80 年代前半から，伝記を書くためにしば

しばかれのオフィスに訪れて取材をし，原稿を書

きためていた(Cubitt 2006)。そのバートリーが亡

くなる前に，ハイエクの最後の著作『致命的な思

い上がり』の編纂を手がけたことは知られている3。 

                                                 
2 こうしたバートリーの功績やフーバー研究所での様子は，小

河原(1990)も参考のこと。 

3 『致命的な思い上がり』の成立過程におけるハイエクの主張

の是非については，拙稿(吉野 2008)も参照されたい。 

 

近年ハイエク研究者のあいだで，『致命的な思い

上がり』の内容の疑義を問う「真贋論争」が起こ

っている(Caldwell 2003; Ebenstein 2001; 吉野 

2008)。バートリーの述べた意味での方法論に近い

ことや，参考文献にハイエクが読んだとは思えな

いような文献が上がっていることなどを理由とし

ている。確かに，「進化論的認識論のすでに高度に

進んだ展開」(Hayek 1988, 9 邦訳 10 頁)という言

葉や，第 5 章「不特定の目的」という節における

「習慣や道徳を形成した選択の過程は，個々人が

把握しうるのよりも多くの事実的環境を思慮に収

めることができたのであり，結果的に，伝統はい

くつかの点で理性よりも優れている。…この決定

的な洞察は，まさに批判的合理主義者のみが認識

しうる」(Hayek 1988, 75 邦訳 111 頁)という文章

を読めば，コールドウェルによって（『致命的な思

い上がり』という書物におけるフレーズや単語は

「ハイエクよりもバートリーをしのばせる」

(Caldwell, 2003 316-319)と評されることも理解で

きる。 

2008 年，2009 年，2010 年にフーバー研究所に

新たに追加された文書は，一部『致命的な思い上

がり』の思い上がりのドラフトとなったカードの

複製を含むが，これだけでは依然としてハイエク

とバートリーの仕事に線引きするのは困難な状態

である。キュビットの手記によれば，バートリー

はポパーとハイエクの伝記を書くという願望を持

ち，それが実行できる立場にあったにも関わらず，

実際には本格的にそれを刊行したいという熱望は

感じられなかったそうで，『致命的な思い上がり』

はバートリーとキュビットが文章を全面的に修正

することでようやく刊行にこぎつけたが，その際

ハイエク夫人も，第一章の英語の修正に関わって

いるという。結果的に内容に繰り返しが多いのも，

このように複数の人間が関わっているから，とキ

ュビットは弁明している。(Cubitt, 2006)。 

こうした経過が示すのは『致命的な思いあがり』

が完成するまでの複雑な事情である。ハイエクは

七十年代後半から小さなカードにアイデアの断片
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を書き留め，『法と立法と自由』の次の著作の準備

をしていた。それをキュビットが集めてタイピン

グしなおし，バートリーが並び替え，注をつけて

文章に仕上げた。またキュビットが示すように，

最終的に許可を出したハイエクの健康状態も，80

年代はかなり悪化し，1985 年以降は公式の場にほ

とんど姿を現せる状態ではなかった。 

こうした状況から，『致命的な思い上がり』の刊

行に際して，果たしてハイエクがどれほどの判断

を下すことができたのか，もしくはハイエクの意

図をどの程度正確に反映した著作であるのかどう

かは，永遠に疑義がつきまとうと言ってよいだろ

う。つまり，ハイエクが批判的合理主義をどの程

度理解し，そして自分の学説に取り入れていたか

どうか，言い換えるとポパーやバートリーの学説

の影響をどの程度受けていたかどうかも，にわか

には明確にし難い状況にあるのである。 

かくして，『致命的な思いあがり』にまつわる「真

贋論争」は，今後も議論の余地があると思われる。

われわれに可能なことは，どの部分がハイエクの

主張で，どの部分は他者が介在しているのかを，

注意深く吟味することだろう。次節では，さらに

その課題について，ハイエクの後期の著作におけ

る心理学から進化論へと至る社会理論の形成を検

討することで接近しよう。 

 

2.『致命的な思い上がり』に至るまでのポパー的

発想 

前節で述べたように複雑な経緯を持つ『致命的

な思い上がり』であるが，そこで展開されている

主張の中に，ハイエクがそれ以前から保持してい

たものも見受けられる。そしてそのなかにはポパ

ーと応酬した箇所もある。このため，この最後の

著作に至るまでのハイエクの後半生の代表的な論

文と，それに対するポパーの言及を鑑みることで，

よりハイエクの主張の形成過程が明確になると思

われる。 

ハイエクは 1952 年に二つの重要な本を上梓す

る。ひとつは方法論の『科学による反革命』，もう

ひとつは心理学の『感覚秩序』である。ここでい

う心理学とはこんにちで言えば認知心理学，神経

生理学のような分野で，近年ハイエクのこの分野

の功績を評して行動経済学や経済心理学の元祖と

する向きもある。1920 年に書いた論文「意識の発

生論に寄せて」(Hayek, 1920)をもとにした『感覚

秩序』はしばしば指摘されるように，前半部分が

マッハによる影響，後半部分がポパーによる影響

が強い4。 

ハイエクが在籍したころの二〇世紀初頭，ウィ

ーン大学の知的な風土は，エルンスト・マッハが

大きな存在感を示していた。マッハは物体の速度

を表す単位である「マッハ」で有名な物理学者・

哲学者である。かれの主張は，すべての知識は要

素に還元でき，あらゆる現象はそれら要素の関係

性として表現できると考える「要素一元論」と呼

ばれるものである。このような考え方は哲学のみ

ならず物理学にも適応できると考えられたため，

マッハの思想に影響を受けた者たちは，世界を統

一的に把握する総合的な論理の構築へと向かった

ものもいた。1920 年代以降急速に発展した論理実

証主義の集団はその代表的な存在である。かれら

のように直接学説を受け継いだ関係でなくとも，

相対性理論を打ち立てた大物理学者アインシュタ

インや，近い時期に同じようにウィーン大学に学

んだシュンペーターら，かれの影響を受けた人物

は多い。ハイエクはウィーン大学時代の知的状況

を，以下のように回顧している。 

「哲学と呼ぶのはためらわれ，おそらく科学方

法論といった方がいいだろう分野に最初にであっ

たのは，マッハの方法論である。ウィーンでは，

それが最有力の学説だった。…ロンドンからハー

バラーと共にウィーンを訪れた時，かれにマッハ

の実証主義論は私たちの目指すものにはまったく

役に立たないという結論に達したことを説明した。

するとハーバラーは『科学研究の論理について，

カール・ポパーという男が最近書いたいい本があ

                                                 
4 『感覚秩序』における進化論的な主張については，吉野(2007)

で検討した。 
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る』と答えた。私が考えだした見方を裏付けるも

ので，非常に満足した5」(Hayek 1983 16-20) 

ウィーンに生まれ育ち，ウィーン大学に学んだ

ハイエクは，当初マッハ哲学の影響下にあったが，

『感覚秩序』執筆時のハイエクは，徐々にその認

識を改めていく過程にあった。先のハイエクの言

明は，かれの方向性とポパーのそれとが同様であ

ったことを示している。しかし，それをもってハ

イエクがポパーから影響を受けていると言い切る

ことはまだできない。 

『感覚秩序』におけるポパーと同様の言説とは，

具体的には認識の進化や，外的刺激の淘汰とマッ

ピングによる人間の認知システムの進化的形成の

論理であろう。同世代のかれらの関心のひとつは，

古来よりの伝統的な心身問題—mind-body problem

の克服にあった。ハイエクはポパーの進化論的認

識論を牽制しつつ，マッハの一元論を克服せんと

する試みを展開する6。 

『感覚秩序』の終盤における結論部分，「哲学的

帰結」について述べる章で，ハイエクは，「経験は

心もしくは意識の機能ではなく，心と意識は経験

の産物である」と述べている(Hayek 1952a 166 邦

訳 190)。また別の箇所では，ハイエクがこれ以降

頻繁に導入する概念である「進化」について，ア

イデアを活かそうとする兆しが見える。例えば，

「われわれの目的にとって重要なことは，心的秩

序の形成を決定する原理は，個体発生的な過程か，

系統発生的な過程かのいずれかで作用するという

ことであろう。種の進化のうちに起こる過程と，

個体の発達のうちに起こる過程が一般に似ている

という仮定は，もちろん，進化について論争を挑

むわけではない」(Hayek 1952a 103 邦訳 122)。マ

ッハへの離反を企てた『感覚秩序』におけるこう

した経験的知識や進化概念への言及は，同時にポ

                                                 
5 邦訳は Ebenstein(2001 151 邦訳 213)を参考にした。 

6 この試みが成功したかどうか，つまりハイエクの知識論が

『感覚秩序』以降二元論になったかどうかについては議論の余

地がある。しかし，この著作における動機がマッハの克服にあ

ったことは明らかであり，同時にそれはウィーンの知的世界に

おける論理実証主義からハイエクの方法論が大きく離反したこ

とを示していることは指摘しておきたい。 

パーへの接近をも示していると言えるかもしれな

い。しかし，その影響関係は，この時期において

は依然としてはっきりとしない。一方で，ポパー

はハイエクのこの著作をどのように受け止めたの

か。 

ポパーはハイエクから『感覚秩序』を送られた

のち，すぐにハイエクに返信をしたためた。その

中で，ポパーは自らの関心「心の因果理論」に対

する関心を表明し，特に言語に関する因果理論の

不可能性についての論文がもうすぐ完成する予定

だと記している7。それはおそらく，論文「言語と

心身問題」(1953)として翌年公開されたものであろ

う。ここでポパーの主張を概説することは省略す

るが，そのハイエク評価だけを述べれば，次のよ

うになる。ポパーは，「心の因果理論はおそらく真

実たりえないのです」と自分の立場を明確に記す

と同時に「『感覚秩序』の因果理論が心の因果理論

の素描にもなりうるでしょう」とハイエクの著作

に違和感を表明した。つまり，この時期において

は，ポパーはハイエクの『感覚秩序』における主

張を肯定しているのではなく，「真実たりえない」

側の理論であるとみなしているのである。 

ハイエクがこのポパーの書簡にどの返信したか

はさだかではないが，ハイエクのその後の議論に

よって，かれがどう対応したかが明らかになる。

ポパーとハイエクの二人はその後も論文が出来れ

ばすぐに送り，議論を交わしつつ，違ったルート

で個人から社会へとその分析の対象を広げていく。 

『感覚秩序』に端を発するハイエクによる心身

問題の探求，もしくは個人の認識の形成過程や進

化概念への関心はそれ以前も見られたものである。

ただし，同年に発表された『科学における反革命』

と合わせて，それ以降のハイエクの関心は本格的

に経済学から離れ，自由主義社会を擁護する基礎

理論の構築へと向かっていった。1950 年代以降，

60 年代も論文で本格的に展開され，以降のかれの

                                                 

7 Letter to Hayek, December 2, 1952, Hayek Archives, box 

44 folder 1, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 

Stanford, California. 
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著作では中心的なコンセプトとしていくども語ら

れる。とくに，「ルール，知覚，理解可能性」(1962)

および「行為のルール体系の進化に関する覚書」

(1967)は，かれの知識論，認識論，進化論のエッセ

ンスが凝縮されている。 

ポパーは，1962 年に「ルール…」論文を受け取

ったのちハイエクに返信し，これについて「私は

この論文に大きく感動させられました8」と述べ，

賛辞を送っている。特に最後の 9 節「超意識ルー

ルと心の説明」の箇所は「最高です。私の考えで

は，これはとてもエキサイティングなものです」

と記す。かれのこの賞賛の理由は，ハイエクがポ

パーの批判に答えていること，つまり心の因果理

論の不可能性についてここで回答を示しているこ

とに起因すると思われる。ハイエクはこの「ルー

ル…」論文の 9 節で，「…すべてのルールを記述し

たり伝達したりすることが基本的には不可能だと

いうことになるなら，このことは，われわれの明

示的知識がもつ内在的限界と，とりわけわれわれ

自身の心がもつ複雑さを備えたような心をどこま

でも完全に説明してゆくことの不可能性とを含意

することになろう」（Hayek 1962 60 邦訳 198)と

述べ，同時に意識的思考が，無意識的に働くルー

ルによって何らかの規制を受けるという超意識的

メカニズムがあることを説明する。心的過程には

意識のレベルで存在しないものもあるという洞察

は，かれの心身問題へのひとつの回答であり，同

時に『感覚秩序』に対して批判的なコメントを寄

せたポパーへの呼応でもある。そしてそれは，ハ

イエクの人間理性に対する反合理主義的なスタン

スの現れでもあった。 

知識論と融合したハイエクのルール論は，その

のち「行為のルール体系の進化に関する覚書」

(1967)によって進化論としてふたたび語られ，さら

に練り上げられる。ここではさらに複数の個体で

共有されるルール，つまり社会的ルールや一般的

                                                 

8 Letter to Hayek, November 11, 1962, Hayek Archives, box 

44 folder 2, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 

Stanford, California. 

ルールが（時に暗黙的に）模倣されて伝播し，淘

汰の過程を経ることを論じている。これは，後に

『法と立法と自由』(1973-79)と『致命的な思い上

がり』(1988)で展開されるような，同様にうまくい

くルールを共有するある集団が，他のルールを採

用している集団よりも生き残るという「文化的進

化」の議論につながっている。 

 

3.まとめと今後のハイエク研究の方向性 

最後にこれまでに得られた含意を概説して，本

稿の主意としたい。 

まず 1 節においては，ハイエクのアーカイブを

扱った研究が進展し，個人的な交流なども含めて

研究対象とされてきている昨今の事情を指摘した。

しかしその一方で，バートリーという人物の貢献

に疑義が生じ，かれが介在した部分の仕事につい

ては引き続き注意が必要であることを確認した。 

次に 2 節においては，このようなアーカイブス

事情の進展を受けて，ハイエクとポパーとの個人

的交流と，それが与えた学説への影響を明らかに

しようとした。ハイエクの書いたポパーへの手紙

は，献本や論文へのお礼がほとんどであり，上記

に紹介したやり取りの他に直接的に学説を議論し

た形跡はそれほど多くない。しかし，『感覚秩序』

と二つの論文を軸として，かれがのちに展開する

文化的進化論の基礎となる「ルールの進化論」9の

構築に至る 1950 年代以降のハイエクの考察は，ポ

パーがハイエクへの書簡を通じて提示してきた心

身問題や心の因果理論の不可能性についての示唆

がどこかに影響していると言うことも可能ではな

いか。 

かくして，ハイエクとポパーはその個人的交流

の多さにも関わらず，それが与えた学説上の影響

はやはり限定的・部分的なものと言わざるをえな

い関係である。本稿の関心に限って言えば，ハイ

エクにおけるポパー的着想は，さほど単純に指摘

できる事柄でもないように思える。しかしながら

両者の思想は，心身問題の克服と一元論からの離

                                                 
9 これに関しては吉野(2006)も参考にされたい。 
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反というモチベーション，経験的認識論や進化論

の導入といった論法，そして人間理性の限界を認

める立場において，共通する部分もまた多いので

ある。 

また上記においては，1950 年代の心身問題への

関心や，心の理論の問題に対する関心が，のちの

かれの進化論的主張につながっていくことは確認

できたが，そのこととハイエクの取るスタンスが

「批判的合理主義」の影響を強く受けていたこと

を示すまでには至らなかった。冒頭に指摘したよ

うな，『致命的な思い上がり』にしばしば見られる

批判的合理主義への肩入れも，奇妙なことにハイ

エクの他の文章には見られない。 

上に述べたように，ハイエクの最後の著作『致

命的な思い上がり』の真贋が引き続き明らかにさ

れていくとき，ハイエクの周辺人物の個人的な応

酬も含めて検討することで，より確かな峻別が可

能となろう。この意味で，ハイエクと同じように

大家であったポパーとの応酬から読み解く比較は

極めて位置づけが大きいと言える。その作業の中

には，両者の間に介在したバートリーという人物

の位置づけ，具体的に言えばかれの研究者として

の側面と編集者としての側面の両方に光を当てる

ことが必要となるが，それについては別稿に譲り

たい。 

 

参考文献： 

Birner, J. (2009). From Group Selection to Ecological 

Niches. In Z. Parusniková & R. S. Cohen 

(Eds.), Rethinking Popper (pp. 185-202). 

Springer Netherlands.  

Caldwell, B. (2003). Hayek’s Challenge: An 

Intellectual Biography of F.A. Hayek (p. 500). 

University Of Chicago Press.  

Cubitt, C. E. (2006). A Life of Friedrich August von 

Hayek. Authors OnLine Ltd.  

Ebenstein, A. (2001). Friedrich Hayek: A Biography. 

（田総恵子訳『フリードリヒ・ハイエク』

春秋社，2012 年） 

Ebenstein, A. (2003). Friedrich Hayek: A Biography. 

University Of Chicago Press.  

Gray, J. (1984). Hayek on liberty. New York: B. 

Blackwell.  

Hayek, F. A. (1920). Beiträge zur Theorie der 

Entwicklung des Bewusstseins. Unpublished, 

Hayek Archives, Hoover Institution on War, 

Revolution and Peace. Box 92 Folder 1. 

Hayek, F.A.1952a. The Sensory Order -An inquiry to the 

Foundation of Theoretical Psychology, University  

 Of Chicago Press. (穐山貞登訳 『ハイエク全集 1-4 

感覚秩序』 春秋社， 1989 年) 

 
Hayek, F.A.1952b. The Counter-Revolution of Science 

-Studies on the Abuse of Reason, 

Free Press. (渡辺幹雄訳『ハイエク全集 2-3 科学による反

革命』春秋社，2012 年) 

 
Hayek, F.A.1962. “Rules, Perception and Intelligibility", in: 

Hayek (1967), pp.43-65.（嶋津格監 

訳『ハイエク全集 2-4 哲学論集』春秋社，2010 年 , 

pp.177-214）. 

 

Hayek, F.A.1967. “Notes on the Evolution of Systems of 

Rules of Conduct", in: Hayek (1967),  

pp.66-88.（嶋津格監訳『ハイエク全集 2-4 哲学論集』春

秋社，2010 年, pp.215-238）. 

Hayek, F.A. 1967. Studies in Philosophy, Politics and 

Economics. Routledge Kegan Paul.  

Hayek, F.A. 1983 "Nobel Prize-Winning Economist Friedrich 

A. von Hayek," Oral History Program, University of 

California at Los Angeles. 

Hayek, F. A. 1988. The Fatal Conceit: The Errors of 

Socialism (The Collected Works of F. A. Hayek). 

University Of Chicago Press. （渡辺幹雄訳『ハイ

エク全集 2-1 致命的な思いあがり』春秋社，2009

年）。 



 

13 

Hayes, C. (2008). Popper, Hayek and the Open Society 

(Routledge Frontiers of Political Economy) (p. 304). 

Routledge.  

Shearmur, Jeremy. 1996. The Political Thought of Karl 

Popper. London: Routledge.  

Popper, K.R. Language and the Body–Mind Problem. In 

Conjectures and Refutations. The Growth of 

Scientific Knowledge, ed. K.R. Popper, 293-298. 

Routledge and Kegan Paul. （藤本 隆志・石垣壽

郎・森博訳『カール・R.ポパー, 推測と反駁-科

学的知識の発展-』法政大学出版局，2009 年）.  

橋本努. 1995. 自由の論法. 創文社. 

小河原誠. 1990. “世界の批判的合理主義者たち第二回
William Warren Bartley III,”  

雑誌『理想』平成元年冬号, 理想社，p. 107-111. 

吉野裕介. 2006. “「F.A.ハイエクにおけるルールの進化論

をめぐって」.” 經濟論叢 177 (3): 245-267.  

吉野裕介. 2007. “「社会理論の萌芽としてのハイエク心理

学 : 進化概念と E.マッハの影響を中心に」.” 広

島国際研究(Hiroshima Journal of International 

Studies) 13: 121-135.  

吉野裕介. 2008. “「ハイエク『致命的な思い上がり』の成

立過程に関する一試論 : 「進化と自生的秩序」

メモを中心に」.” 一橋大学社会科学古典資料セ
ンター年報 28: 26-38. 
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＜＜投稿論文＞＞ 

 

 

ポパーの法哲学 

 

金森 洋平 

 

Ⅰ はじめに― 法哲学者としてのポパー ― 

ポパーと言えば、科学哲学者（『科学的発見

の論理』、『客観的知識』など）ないし政治哲学

者（『開かれた社会とその敵』、『歴史法則主義

の貧困（歴史主義の貧困）』など）として、一

般に認知されている。しかしながら、『開かれ

た社会とその敵』第 17 章では自らの法哲学を

示している。ポパーは次のように言っている。 

 

我々は物理力と物理的搾取の統制が依然とし

て中心的な政治問題であることを自覚する必要

がある。この統制を確立するために、我々は「単

なる形式的自由」を確立せねばならない。一度、

これが達成され、政治権力の統制のためのその使

用方法が学ばれるのならば、一切が我々の下に属

するのである。もはや、我々は誰かある人を咎め

る必要もなければ、舞台裏の邪悪な経済的悪魔に

悲鳴を上げる必要もない。なぜなら、民主主義の

下では、我々は悪魔を統御する鍵を握っているか

らである。1 

 

この引用文において、ポパーは法的自由

（legal freedom）たる「形式的自由（formal 

freedom）」が、搾取に代表される自由のない
．．．．．

状態
．．

を改善することができると主張している。

                                                 

1 Popper, The Open Society and Its Enemies, volume2, 

pp.128-129.（ポパー『開かれた社会とその敵』、第二部、121

頁） 
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これはポパーの法哲学の一端であり、この意味

において考えるのならば、ポパーには法哲学者

としての一面があると捉えることができる。と

ころで、法哲学といっても、その具体的な方法

は何であるのかという点において、まだ一致を

見ていない。ロナルド・ドゥオーキンは法哲学

の方法論として、「実証主義モデル」と「解釈

学モデル」を区別した上で、後者を自らの方法

論として採用し、実証主義モデルに比べ、実り

良い結果をもたらすと説く。ドゥオーキンが言

うところの実り良い結果とは具体的には、実際

の裁判における裁判官の思考プロセスに上記

二つのモデルが取り入れられた場合を指す。ち

なみに、ドゥオーキンが念頭に置いている実証

主義モデルの論者は―ドゥオーキンは明言し

ていないが―、H･L･A･ハートである2。なぜな

らば、ドゥオーキンは論文集『権利論』所収の

論文「ルールのモデルⅠ」において、ハートを

次のように評価しているからである。 

 

私がハートの立場に焦点を当てるのは、彼の理

論が明晰でエレガントだという理由だけではな

い。法哲学の殆ど全ての問題領域と同様、当面の

問題についても、建設的な思考はハートの見解を

考察することから出発しなければならないから

である。3 

 

法実証主義は経験的に実証可能な社会的事実

として存在する実定法のみを法学の研究対象と

する。この意味での法実証主義者は、やはりドゥ

オーキンが批判対象として指名したハートであ

ろう。では、ポパーの法哲学モデルはどれであろ

                                                 
2 解釈学モデルと実証主義モデルの区別は、『権利論』邦訳

版に収められた「日本語版へのエピローグ」の中で示されて

いる。『権利論』邦訳版には「ルールのモデルⅠ」が収めら

れており、その意味においても、ドゥオーキンがハートの法

哲学を実証主義モデルとして認定しているのは明らかであ

る。 

3 Dworkin, “The Model of RulesⅠ” in Dworkin, Taking 

Rights Seriously, p.16.（ドゥオーキン「ルールのモデルⅠ」、

（ドゥオーキン『権利論』に所収）7 頁） 

うか。それとも、二つモデルのどれでもない第三

のモデルを採用しているのか。これこそが本稿の

問題であり、この問題について探求したい。 

 

Ⅱ ハートの法哲学―実証主義モデル― 

ハートの法哲学は実証主義モデルであり、そ

れは「法の記述社会学（descriptive sociology of 

law）」と呼ぶことができるものである4。『法の

概念』第二版追記の中でハートは次のように述

べている。 

 

私の解明は道徳的に中立で、何ら正当化目的を

持たないという点において記述的（descriptive）

である。すなわち、それは法についての私の一般

的な解明の中に登場する形式と構造を道徳か何

かの基礎に立って正当化したり奨励しようとし

たりするものではない。法に対する明白な理解が

効果的な法の道徳的批判
．．．．．．．

（moral criticism of 

law）に先だって重要な準備作業
．．．．．．．

（ important 

preliminary）であると私は考える。5 

 

この引用文でハートは自らの法哲学を記述的

なものであり、法を何らかの道徳的根拠に基づい

て基礎づけるものでは断じてないとしている。と

ころで、実証主義モデルは単に法を記述するもの

ではない。それは法と道徳の関係をも記述しよう

という企てである。そのために、『法の概念』第

9 章には「法と道徳」というタイトルがつけられ

ている。本節では、この第 9 章をテクストとして、

実証主義モデルを見てみたい。ハートは、法と道

徳を区別するが、両者の間に相互作用がないとま

では言わない。さて、法と道徳の相互作用である

が、これについてはナチス法を例にして考えてみ

よう。自然法論の側からはナチス法などは「法と

しての資格を持たない」と判断される。これに対

してハートは次のように言う。 

                                                 
4 Hart, The Concept of Law, p.ⅵ.（ハート『法の概念』、

ⅲ頁） 

5 The Concept of Law , p.240.（「『法の概念』第二版追記

（上）」、60 頁） 
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これらの問題に取り組むには、より単純でもっ

と率直な手段の方が役に立ち、またその方が、関

連するあらゆる知的、道徳的な考慮にはるかによ

く焦点を合わせることになろう。すなわち、我々

としては、「これは法である。しかしそれは余り
．．．．．．．．．．．．．．．．

にも邪悪であるので適用あるいは服従できな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

い
．
。」と言いたい。6 

 

これはいわゆる「市民的不服従」の宣言である。

ハートの枠組においては、法と道徳（道徳的批判）

は、厳格に区別される。すなわち、ナチス法が法

としての一定の要件を備えている以上、「法とし

ての資格がある」と記述されるのである。この意

味においての「法としての資格」を有するナチス

法は、事実的なものである。問題は、この事実を

どのように評価するかである。ここにおいて法の

道徳的批判が登場することとなる。すなわち、市

民的不服従は法の道徳的批判なのである。しかし

ながら、第二次世界大戦の後に、旧西ドイツでは、

ホロコーストなどへの戦争犯罪に対する反省か

ら自然法論が復活している。1949 年のバンベル

グ高等裁判所が下した判決をハートは次のよう

に批判する。 

 

ナチス体制化で成立した醜悪な法律に違反し

たとして、利己的な目的からある人々を 密告し、

彼らを投獄させた密告者は処罰されるべきだろ

うか。戦後、ドイツの法廷において、そのような

法律（ナチス法）は自然法に反し、従って無効で

あるから、そのような法律違反を理由とする犠牲

者（密告された者）の投獄は、実は不法であり、

投獄に至らしめたこと自体が犯罪であったとい

う根拠に基づいて、彼ら密告者を有罪とすること

は可能であったろうか。7 

 

                                                 
6The Concept of Law, p.208.（『法の概念』、226 頁）  

7The Concept of Law, p.208.（『法の概念』、227 頁） 

これは遡及処罰の事例である。ハートの記述に

従って、このケースを簡単に要約してみよう。こ

こにおいて被告人（密告者）はナチス体制化にお

いて、密告を行った。結果として、密告された者

は密告に基づく調査によって、ナチス法に違反し

ていることが判明し、投獄されることとなった。

ナチス体制化において、被告人の行為は合法であ

り、密告された者の行為は違法であった。しかし、

戦後、ナチス法は廃棄され、ナチス法が道徳的に

邪悪な法であることが判明する。問題は密告者を

ボン基本法に基づいて処罰できるかどうかであ

る。ここで、戦争中のナチスの行為を深く反省し

ていた裁判所は、自然法を持ち出すことになる。

すなわち、道徳的に邪悪なナチス法は、自然法に

照らし法とは呼べず、それゆえに被告人の行為を

処罰することは可能であるとしたのである。つま

り、道徳的判断と法的判断が融合したこととなる。

ハートは「今度の戦争の後、ナチの邪悪な支配と

その敗北によって引き起こされた深刻な社会問

題に応じて、自然法論がドイツで復活したのはこ

ういう形においてである」8と分析している。も

っとも、ハートはこのような裁判所の姿勢には批

判的である。ハートは次のように言う。 

 

ドイツの密告者が醜悪な法の下で、・・・・道

徳の禁じていることを行ったということは承認

されよう。しかし、人が邪悪なことをしていたと

しても、その当時国家が禁止していたことを行っ

た者だけを処罰するべきであるという道徳的要

求もあるのである。これが罪刑法定主義の原則で

ある。9 

 

罪刑法定主義の原則が最も重視されるのは刑

法解釈学の領域である。しばしば、法学部生はこ

の原則が動かしがたい事実ないし命題と考える

ことがある。これは刑法解釈学を専攻する学生は

最初にこの原則を徹底的に叩き込まれるからと

                                                 
8The Concept of Law, p.208.（『法の概念』、226 頁～227 頁） 

9The Concept of Law, p.211.（『法の概念』、230 頁）  
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筆者は考える。だが、冷静に考えるならば、これ

は命題でも何でもないのであり、ハートが言う通

りまさに一つの道徳的要求であるに過ぎない。で

は、どうすればよいのか。邪悪な法に対して我々

に残された道は何なのか。既に示したように、そ

の答えは「市民的不服従」ということになるだろ

う。もっとも、市民的不服従が必ず成功するとは

限らない。むしろ、失敗する確率の方が高いだろ

う。それでも、市民的不服従が必要なのである。

ハートは次の如く語る。 

 

公機関の力の濫用に直面した場合、人々にはっ

きりと目を開かせるために、最も必要とされるに

違いないことは次のことである。すなわち、法的
．．

に有効であるということの証明が服従の問題に
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

関して決定的なものではなく
．．．．．．．．．．．．．

、さらに公機関の組

織が持つ威厳ないし権威が、どれほど巨大に見え

たとしても、公機関からの要求は最終的には道徳
．．．．．．．

的吟味を受けなければならない
．．．．．．．．．．．．．．

、という感覚を

人々が持つべきであるということ、これである。

10 

 

もっとも、このような自然法的判決は 1975

年の第一次堕胎判決にも見られるのであり、修

正はされなかった。旧西ドイツ刑法 218 条は妊

娠期間の長短や中絶理由を問うことなく、堕胎

行為を処罰する旨を定めていた。だが、1974

年の刑法改正により 218 条は改正され、受胎後

12 週間以内で医師の同意がある限り、堕胎行

為は不処罰とされた。この刑法改正に対して、

一部の連邦議会議員が「胎児の生命権の侵害」

として訴訟を提起した。裁判所は憲法に内在す

る 「 客 観 的 価 値 秩 序 （ die objective 

Wertordung）」により、胎児の生命権が堕胎権

に優越するという判決を下した。この客観的価

値秩序こそが自然法の再生したヴァージョン

と言い得る。だが、この客観的価値秩序も罪刑

                                                 
10The Concept of Law, p.210.（『法の概念』、229 頁） 

法定主義の原則と同様に、一つの道徳的要求で

あるに過ぎない。 

以上からも分かるように、ハートの実証主義

モデルはハンス・ケルゼンの法哲学11とは異な

り、法と道徳を互いに排斥し合うものとは考え

ていない。ハートにおける法の道徳的批判は、

まさに法と道徳の相互作用を示しており、この

意味においてケルゼンの法哲学とは峻別され

る。むしろ、ハートにおける法と道徳の関係は、

ポパーの科学哲学における科学理論と形而上

学の関係に類似している。ポパーの枠組におい

ては、形而上学は決して悪いものではない。確

かに形而上学理論は科学理論とは異なり、経験

的テストにかけることができない。しかしなが

ら、形而上学的理論は一種の問題解決の試みで

ある。ポパーは言う。 

 

私は簡単な歴史的素描を用いて、いかなる満足

な説明が望まれるべきであるかという考えには

大昔からずっと様々な変化があったことを論証

した。これらの考えは批判を加えられることによ

って変化したのである。従って、それらの考えは

テスト可能ではないとしても、批判可能なもので

あった。それらは形而上学的な考え―事実、最大

の重要性を持った形而上学的考え―であった。12 

 

ポパーは科学理論の背景には形而上学がある

ということを示しており、論理実証主義のように

形而上学を弾劾排斥することはない。もっとも、

形而上学的理論は無数にあり、これらから、科学

者は自分の科学理論の背景となる形而上学を選

択し、決定しなければならない。この科学理論に

おける形而上学の関係は、法の道徳的批判におけ

                                                 
11 ケルゼンの法哲学における法と道徳の関係については以

下を参照のこと。 

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard 

University Press, pp.374-375.（ケルゼン『法と国家の一般

理論』545 頁～546 頁、尾吹善人訳、木鐸社、1991 年） 

12 ポパー『果てしなき探求―知的自伝―』、下、95 頁。 
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る道徳の役割に変換することができる。道徳は法

の道徳的批判の背景となり得る。 

さて、ハートの実証主義モデルについて簡単に

まとめよう。ハートの実証主義モデルでは、市民

的不服従に代表される法の道徳的批判が重視さ

れる。だが、実際の裁判過程では裁判官が法の道

徳的批判を行い、法への服従を否定することはで

きない。それができるのは、裁判官が自ら辞職し

た場合に限るのである。その意味において考える

と、後にドゥオーキンが挙げるような「リッグス

対パーマー事件」などの結論は変わってくる。遺

産目当てに祖父を殺害した刑事被告人は、民事上

の財産相続権は有効という結論になると思われ

る。これを否定するには法の外部
．．

において、民法

に対して道徳的批判を為さざるを得ないが、これ

は事実上、不可能に近い。なぜならば、それは裁

判官を辞職するということに他ならないからで

ある。これは大きなリスクといえ、これを選択す

る裁判官は殆どいないと言っても過言ではない

だろう。法の道徳的批判は法の内部
．．

では有効では

ないという点において、実証主義モデルには弱点

があると言い得る。 

 

Ⅲ ドゥオーキンの法哲学―解釈学モデル― 

ハートの法哲学が採用している方法論は実証

主義モデルであった。しかし、ドゥオーキンは解

釈学モデルを採用している。このドゥオーキンの

解釈学モデルは『権利論』所収の論文、「ルール

のモデルⅠ」でその概要が示唆され、さらに『権

利論』日本語版の最後に収められた「日本語版へ

のエピローグ」で明確にされ、そしてドゥオーキ

ンの主著たる『法の帝国』で頂点に達する。もっ

とも、「ルールのモデルⅠ」では法の構造が、ハ

ートが言うようなルール（第一次的ルールと第二

次的ルール）だけではなく、それらのルールの他

に「原理（principle）」が存在するという主張が

展開されている13。そして、その上で、「日本語

                                                 
13 正確に言えば、ドゥオーキンにおける法の構造は「ルー

ル」、「原理（principle）」、「政策（policy）」の三つであ

版へのエピローグ」では、原理に基づいて法を解

釈するという「解釈学モデル」が提示され、ハー

トが採る「実証主義モデル」とはっきり区別され

る。そして、『法の帝国』では、この解釈学モデ

ルの形がより明確にされ、これに基づいて実証主

義モデルが反駁される。このドゥオーキンの法哲

学における解釈学モデルは、ガダマーの解釈学の

影響を受けたものであるが、ガダマーとドゥオー

キンの理論的関係には深入りせずに、単に法哲学

の新しい方法論として提出された解釈学モデル

を示してみたい14。 

ドゥオーキンは、解釈学モデルが実定法と「完

全なる法」を区別すると説く。この完全なる法な

るものが如何なるものであるかについて、ドゥオ

ーキンは次の如く言う。 

 

実定法とは書物に書かれた法、すなわち制定法

や過去の裁判所の判決において明確な形で宣言

された法であるのに対し、「完全なる法」とは政

治的倫理に関する一群の諸原理を意味し、実定法

の最良の解釈を提供する。15 

 

「完全なる法」とは道徳原理であり、この原理

の参照によって法が解釈される。ここにおいて、

法解釈に関して法と道徳（原理）の区別が為され

ている。原理は解釈に必要なものであるが、当該

原理自体が自然法であるということにはならな

                                                    
る。もっとも、ドゥオーキンは原理と政策の区別は相対的で

あると述べている。以下を参照のこと。 

“The Model of RulesⅠ”,p.22.（「ルールのモデルⅠ」、15 頁） 

14 主なテクストとしては、ドゥオーキンの解釈学モデルが

簡潔に示された「日本語版へのエピローグ」を用いる。なお、

この論文のベースとなっているのは、Dworkin,“Law's 

Ambitions for Itself,”Virginia Law Review, Vol.71, 

No.2,1985.である。なお、ドゥオーキンにおける方法論
．．．

（あ

るいは本稿における「モデル
．．．

」）としての「解釈」についての

詳細な議論については以下を参照のこと。 

Dworkin, Law’s Empire, pp.45-68.（ドゥオーキン『法の帝

国』、79 頁～112 頁） 

小泉良幸「コミュニティの解釈とその憲法解釈論上の含意

（一）」、『法学』58 巻 2 号、1994 年、42 頁～55 頁。 

小泉良幸『リベラルな共同体 ドゥオーキンの政治・道徳理

論』、勁草書房、2002 年、42 頁～44 頁。 

15 「日本語版へのエピローグ」、328 頁。 
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い。原理はあくまで解釈の為に使用されるもので

ある。 

例えば「リッグス対パーマー事件」を考えてみ

よう。祖父の遺言に名前が記載されている相続人

は相続を目的として、祖父を殺害する。刑法上は

殺人犯であるが、民法上は法定相続人と考えるこ

とができる。だが、解釈学モデルの裁判官ならば

どうであろうか。ドゥオーキンはこのケースの裁

判官が判決において、「何人も自ら犯した不法に

より利益を得てはならない」という原理を利用し

て、法を解釈し、被告人の民事上の相続人資格を

無効なものとしている。さらにドゥオーキンは原

理による法解釈という判例は無数にあるとして

いる。もっとも、ドゥオーキンはこの解釈学モデ

ルに「読者のうちのある人々は、解釈についての

このような説明を奇妙に思うかもしれない」16と

いう異論を想定している。この異論提出者は言う。

テクストの解釈とは、歴史上の著者が抱いた「意

図」を発見する過程であるが、ドゥオーキンの解

釈学モデルの解釈対象は実定法である。実定法は

文学作品と異なり、様々な時代の公務担当者が記

述した産物なのであり、そこには一定の「意図」

が存在しない、と17。これに対して、ドゥオーキ

ンは次のように語る。少々長いが引用する。 

 

このような記述を用いて我々は、競合する理論

の間で為されている論争をも説明することがで

きる。すなわち、これらの理論は何について意見

を異にしているのか、そして、如何なる意味でこ

れらの理論は解釈という同一の活動を考察対象

としていると考えられるのか、といったことを説

明することができるのである。私が提示した説明

―すなわち、解釈とは解釈される対象を可能な限

り最良のものとして示そうとする試みである―

は、解釈に関する様々な理論と競合するというよ

りは、むしろこれら競合する理論を包摂するよう

な、より抽象的な理論として想定されている。解

                                                 
16 「日本語版へのエピローグ」、329 頁。 

17 「日本語版へのエピローグ」、330 頁。 

釈を「著者の意図」の理解と考える理論をある批

評家は適切なものと考え、他の批評家はこれを不

適切と考えるが、なぜ両者がこのように考えるの

かを上記の抽象的な理論は説明してくれるので

ある。18 

 

つまり、ドゥオーキンが考える解釈―抽象的理

論―はあるテクストに対して提出される競合す

る解釈ではなく、それらの競合する解釈が何故に

競合するのか、換言すれば、見解の不一致ないし

理論上の不一致それ自体を説明するものなので

ある19。 

以上が、ドゥオーキンの解釈学モデルの概要で

ある。この解釈学モデルは実証主義モデルとは異

なり「実証」を否定し、「解釈」を求める。筆者

の見るところ、この解釈学モデルには実証主義モ

デルにはない強みがある。それは、解釈学モデル

が理論上の不一致を説明する点と言い得る。この

不一致が認識されないために、問題解決には長い

時間がかかる。換言すれば、解釈学モデルは不一

致それ自体を説明することにより、争点を明確に

する。だが、争点の明確化は訴訟において、どの

ように作用するのだろうか。この作用を説明する

判決としては、アメリカのロウ判決（1973 年）

がある。この判決は緊急避難以外の堕胎を処罰す

るテキサス州刑法の違憲性についてのものであ

る。原告側は合衆国憲法修正 14 条により保護さ

れるプライバシー権をテキサス州刑法が侵害し

ているとして訴訟を提起した。連邦最高裁はテキ

サス州刑法を合衆国憲法修正 14 条に違反し、違

憲であるとした。もっとも、この判決は上述の旧

西ドイツの第一次堕胎判決が明確にした胎児の

生命権については触れなかった。判決は次のよう

に言う。 

 

我々は生命の始期についての困難な問題を解

決する必要はない。医学、哲学、宗教学のそれぞ

                                                 
18 「日本語版へのエピローグ」、330 頁。 

19 Law’s Empire, pp.45-46.（『法の帝国』、79 頁～80 頁） 
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れの学問分野で到達したところの意見が一致を

見ない場合においては、司法は人智の発展途上に

あるこの問題に関し、単なる推測により答えを出

してはならない 

――連邦最高裁判所 

 

ドゥオーキンの解釈学モデルは競合する理論

の一つとしての解釈を提供するものではなく、そ

れらの競合する解釈の理論上の不一致を説明す

る抽象的理論を提示するものである。上記のロウ

判決は、胎児の生命権に関する理論の不一致
．．．．．．

を理

由に、この問題に結論を出してはならないとする。

すなわち、論争継続中の問題に、司法は手を出せ

ないということである。これはある意味で法実証

主義的（「司法が手を出せない」という点で）で

あるが、裁判所も一連の論争を追体験
．．．

しているの

であり、その意味において「医学、哲学、宗教学」

の領域に踏み込んでいる。ちなみに、ドゥオーキ

ンはこの「解釈」の性格を『法の帝国』の中で詳

細に論じているが、それに深入りすることは今後

の課題としたい20。 

なお、解釈学モデルを実証主義モデルとの比較

でまとめると、次のようになる。既述のように、

実証主義モデルは法の道徳的批判を重視するが、

それは法の外部
．．

においてのみ有効であった。裁判

官が実定法に道徳的疑問を持ち、それに対して批

判を行うには裁判官を辞職せざるを得なかった。

しかしながら、解釈学モデルでは法の内部
．．

におい

て、原理に基づいて法を批判することが可能とな

る。これは裁判官を辞職するという大きなリスク

を回避することができ、その意味において魅力的

である。 

 

Ⅳ ポパーの法哲学―形式的自由モデル― 

                                                 
20 ドゥオーキンは、自らの「解釈」を「会話の解釈

（conversational interpretation）」と「科学的解釈（scientific 

interpretation）」と区別し、「創造的解釈（creative 

interpretation）」、ないし「構成的解釈（constructive 

interpretation）」と呼ぶ。これについての詳細な議論は以下

を参考のこと。 

Law’s Empire, pp.50-52.（『法の帝国』、87 頁～89 頁） 

ここからは、ポパーの法哲学モデルを示したい。

ポパーの法哲学において重視されるのは「形式的

自由（formal freedom）」ないし「法的自由（legal 

freedom）である。これはポパーの法哲学のみな

らず政治哲学においても重要な意味を持つ。ポパ

ーの政治哲学は民主主義原理を次のように述べ

ている。 

 

民主的政策の原理は専制政治を回避できるよ

うな政治制度を創造し、展開し、保護しようとい

う提案であると記述できる。・・・・民主主義の

理論は多数派が支配するべきという原理に基づ

くものではない。むしろ、総選挙とか代議政体と

いった民主的抑制のための様々な平等主義的方

法は試練に耐えてきた。また、専制政治に対して

広汎な伝統的不信がある場合には相当に効果的

な、専制政治への制度上の安全装置に過ぎず、常

に改良の可能性をもち、また自己改良の方法さえ

も用意している安全装置と見なされるべきであ

る。21 

 

簡単に言うならば、ポパーにおける民主主義原

理とは多数決原理ではなく、支配者を被支配者が

制御するものと言える。具体的には、被支配者に

よる支配者の解職システムと捉えることができ

よう。しかし、システムは無謬ではない。なぜな

らば、このシステムを構築したのは、可謬的存在

たる人間だからである。従って、ここにピースミ

ールな改良の余地がある。これは社会工学（social 

engineering）の問題と言えよう。そもそも社会

工学とは、プライベートな集団や政府といった大

規模な集団における、大衆の姿勢や社会的な振る

舞いの影響への働きかけを研究する学問とされ

る。社会産業、経営、都市、地域、国際関係など

の社会問題について、理工学的（分析的、数理的、

計量的）なアプローチによって解明し、政策的な

意味を追究することを目的としている。ポパーの

                                                 

21 The Open Society and Its Enemies, volume1, p.125.

（『開かれた社会とその敵』、第一部、130 頁） 
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枠組では、およそ二つの社会工学の立場がある。

一つは、「ユートピア社会工学（utopian social 

engineering）」であり、もう一つは「ピースミー

ル社会工学（piecemeal social engineering）」で

ある。ポパーは後者の立場を採る。ユートピア社

会工学は社会全体の設計図を念頭に置いた上で、

古い社会を除去しようとする。これは「改革」と

いうよりは「革命」である。ポパーは、このよう

な社会実験が不可能であり、逆に自由な議論

（free discussion）を封殺する恐れがあるとする

22。この理由についてポパーは次のように言う。 

 

その理由は、極めて大きな規模で計画を実施し

ようという試みは全て、穏やかな言い方をしても、

多くの人々に少なからぬ期間にわたって非常な

不便をかけざるを得ない企てであり、それに不満

を漏らす傾向が常に生じてくる。ユートピア的技

術者は、もし何かを成就しようとするならば、そ

れらの不平の多くのものに聞く耳を持ってはな

らないということになる。実際のところ、不合理

な異議を抑圧することが、彼の仕事の一部となる

だろう。23 

 

ポパーは異議の抑圧がユートピア的技術者の

仕事の一部となるとする。だが、時間が経過する

につれ、それは彼の主要な任務となるだろうと言

い得る。この結果として、何が起こるか。ポパー

は次のように言う。 

 

このようにして、ユートピア的技術者は、全

知・全能になっていかざるを得ない。彼らは神々

となる。汝、彼ら以外の他の如何なる神をも崇め

るべからず。24 

 

                                                 
22 Popper, The Poverty of Historicism, p.89.（『歴史主義の

貧困』、138 頁） 

23 The Poverty of Historicism, p.89.（『歴史主義の貧困』、

138 頁～139 頁） 

24 Popper, Conjectures and Refutations, p.360.（『推測と反

駁』、664 頁） 

かくしてユートピア的技術者は神となるので

あり、神であるゆえに批判に耳を傾けない。そし

て、彼は神であるゆえに、社会制度をラディカル

に消去する方法―暴力―を採用するであろう。彼

は異議を唱える者を粛清する。なぜならば、異議

を唱える者たちは、当該社会制度の影響を受けて

いるからである。かくして、この粛清の末に残る

のは、神々（ユートピア的技術者たち）と少数の

追従者（粛清から逃れた者あるいは神々に忠誠を

誓った者）のみである。ここに独裁体制が生まれ

る。地獄への道は善意で舗装されている。この地

獄を回避する方法はあるのだろうか。ポパーはあ

ると主張する。それがピースミール社会工学であ

る。ポパーは言う。 

 

ちょうど物理的技術者の主要な課題が、いろん

な機械を設計したりそれらを作り直したり世話

したりすることであるのと同様に、ピースミール

社会工学者の任務は、いろんな社会制度を設計し、

また既存の諸制度を作り直したり運営したりす

ることにある。・・・・工学者あるいは技術者と

しての彼は「機能的」もしくは「道具的」見地か

ら制度というものを眺めるであろう。つまり彼は、

ある目的に至る手段として、あるいはある目的に

役立つ方向へ変換可能なものとして、要するに有

機体としてよりはむしろ機械（machines）とし

て、制度を考えるのである。25 

 

ピースミール社会工学者は、制度を機械として

捉える。そして、機械に生じる不具合や故障を調

整したり、改善したりすることによって社会変革

を行うのである。ピースミール社会工学者はソク

ラテスのように無知の知を持っているのであり、

その点において全知・全能のユートピア的技術者

とは峻別される。このようなピースミール社会工

学によって民主制ないし民主主義原理は作り出

される。だが、工学者も無謬ではないのであり、

                                                 
25 The Poverty of Historicism, p.65.（『歴史主義の貧困』、

103 頁～104 頁） 
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ピースミールな改良にも限界はあるということ

と言える。その場合、民主主義はどうなるのだろ

うか。ポパーは次のように述べている。 

 

この意味での〔ピースミール社会工学に基づく

システムとしての〕民主主義原理を受け容れる人

は、それゆえ、民主的投票結果を何が正しいかに

ついての権威ある表現と見なす義務はない。彼は

民主的制度を働かせるために多数派の決定を受

け容れるであろうが、民主的手段によってそれと

戦い、またその修正のために働くことは自由
．．

（free）だと思うであろう。26 

 

上記引用文の傍点部分で示した自由こそが「形

式的自由」ないし「法的自由」と言える。それは

「法の下の自由
．．．．．．

」であり、法制化された自由権
．．．．．．．．．

で

ある。「法の下の平等」―法的平等―たる社会権

ないし生存権とは異なるものと言える。そして、

この自由権としての形式的自由が、ポパーの法哲

学において他の一切のものの基礎となる。ここに

おいて、ポパーの法哲学は「形式的自由モデル」

と言うことができるであろう。形式的自由モデル

の具体的な効果についてポパーは言う。 

 

この「単なる形式的自由」、すなわち、国民が

自らの政府を裁き解職する権利である民主主義

は、我々が政治権力の誤用から努力して身を守り

得る唯一熟知の手段である。それは被支配者によ

る支配者の統制である。そして、政治権力は経済

力を制御し得るのだから、政治上の民主主義は被

支配者が経済力を制御できる唯一の手段でもあ

る。27 

 

形式的自由モデルにおける自由権は無制限な

ものではない。法は無制限の自由を許容していな

い。ポパーは無制限の自由は、やがて自由それ自

                                                 

26 The Open Society and Its Enemies, volume1, p.125.

（『開かれた社会とその敵』、第一部、130 頁） 

27 The Open Society and Its Enemies, volume2, p.127.

（『開かれた社会とその敵』、第二部、119 頁） 

体を破壊するという「自由のパラドックス」を示

している。自由のパラドックスの結果として生じ

た悲劇的な歴史的事実がまさに「搾取」あるいは

「貧富の差（現代的に言えば「格差」）」なのであ

る。この自由権としての形式的自由はいわゆるリ

バタリアニズム的（ウォルター・リップマンの言

葉では「後期のリベラリズム」的）な自由とは異

なる。リバタリアンは自由競争の結果に対して国

家は何も関与できないとする。すなわちリバタリ

アンは、必要な平等は機会均等のみであるとした

のである。いわゆる格差社会をリバタリアニズム

は正当化すると言える。リバタリアンである森村

進氏は、この格差社会の結果として生じるであろ

う社会内部の連帯感の欠如は問題ではないとす

る。森村氏は言う。 

 

経済的に豊かな人と貧しい人の間ではライフ

スタイルが異なるために連帯感が生じにくいか

もしれないが、そのことは異なった宗教の信者や

異なった地方の住民の間で連帯感が生じにくい

のと同様、問題ではない。28 

 

形式的自由をリバタリアンのように考えれば、

森村氏のような結論に至るかもしれない。しかし

ながら、ポパーにおける形式的自由モデルはリバ

タリアン的自由モデルとは異なる。 

従来、リバタリアンに対抗するための理論的武

器は平等―生存権保障―であった。しかし、形式

的自由モデルに立脚すれば、その理論的武器とし

ての平等は余り重要な意味を持たない。むしろ、

重要なのは自由競争の結果における形式的自由

の有無である。 

資本主義社会において、自由競争は必要なもの

である。だが、競争なので当然に敗者は出現する。

この敗者に対する「セーフティネット」が社会福

祉である。だが、残念ながら日本ではこの「社会

福祉」を敗者に対するセーフティネットとは考え

                                                 
28 森村進『自由はどこまで可能か＝リバタリアニズム入門』、

講談社現代新書、2001 年、124 頁。 
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ず、既に自由競争からある程度の利益ないし報酬

を頂いた、ある意味では「勝者」たる高齢者への

「介護」と考えられている。高齢者はクライアン

トであり、サービス提供者は巷にあふれる介護サ

ービス事業所（特別養護老人ホーム、デイ・サー

ビス、ショートステイ等々）である。すなわち、

日本において「社会福祉」というと「ケア」を意

味するのであり、「セーフティネット」は余り重

視されない29。換言すれば、日本では勝者、ある

いは十分に形式的自由を持つ者への報酬―ケア

―として「社会福祉」は理解されているところが

ある。この影響は高等学校教育にも出ている。高

等学校の中では、「福祉科」と呼ばれるセクショ

ンがあり、そこではホームヘルパー2 級や介護福

祉士の資格を採るための教育が徹底的に為され

る30。そして、生徒は社会福祉を「セーフティネ

ット」ではなく「ケア」として考えるようになる。

しかし、大きな問題は「ケア」よりも「セーフテ

ィネット」にある。例えば、フリーターや派遣労

働者や教育制度における非常勤講師・臨時講師に

代表される不安定な状態にある者への「ケア」な

どは聞いたことがない。彼らはセーフティネット

を求めるのであり、森村氏のようなリバタリアン

的自由モデルでは、そのセーフティネットが殲滅

させられかねないのである。このように考えると、

セーフティネットが消去させられかねないとい

う意味において、自由競争の敗者には形式的自由

はない。それは形式的自由が剥奪されている状態

と言え、正義に反する。そもそも連帯感とは万人

に形式的自由が保障されている状態を指すので

あり、それはライフスタイルの差異などではない。

この意味において、上記の森村氏の議論は形式的
．．．

                                                 
29 この「セーフティネット」としての社会福祉についての、

憲法学的・法哲学的考察としては以下を参照のこと。 

小泉良幸「「福祉」と配分的正義の理念」、『法学』、55 巻 3

号、1991 年。 

30 筆者の経験から言うと、「福祉科」などというセクション

を設置しているのは、進学校ではなく就職校である。もっと

も、これらのセクションを設置することは単に就職を有利に

するという意図が大きいのであり、「ケア」としての地域福

祉に貢献するというのは単なる建前であるように筆者は感じ

た。 

自由侵害すなわち自由権侵害
．．．．．．．．．．．．．

と見ることができ

る。 

もっとも自由権には二種類のものがあり、憲法

学上、「精神的自由」と「経済的自由」の二つに

分かれている。リバタリアン的自由モデルにおけ

る自由とは主として後者を指す。本稿における形

式的自由は二つの自由権双方を認めているが、よ

り重視するのは「精神的自由」である。もっとも

経済的自由（財産権や職業選択の自由など）は資

本主義社会の中で生きていく上で、必要な権利で

ある。だが、経済的自由はやはり必要悪である。

ゆえに、この悪魔を殺すことはできない。だが、

悪魔を殺すことはできなくても、悪魔を飼いなら

すことはできる。我々は悪魔を飼いならす鍵を持

っている。形式的自由モデルはその鍵となる。そ

して、この鍵は判例理論では、「二重の基準論」

として示されている31。この理論では精神的自由

と経済的自由に対する司法審査を、後者に対して

は厳格な基準を適用し、前者には後者よりも緩や

かな基準を適用するというものである。この意味

において、形式的自由モデルは裁判官の思考プロ

セスに導入させられていると言うことができる。 

さらに言うと、形式的自由モデルには実証主義

モデルと解釈学モデルにない特色がある。既述の

ように、実証主義モデルは法の外部において法を

道徳的に批判し、解釈学モデルは法の内部におい

て法を道徳的に解釈する。しかし、形式的自由モ

デルは法の内外を問わずに、法を批判・解釈する。

法の外部における批判とは事実化した規範とし

ての法に対するものであり、法の内部における解

釈は事実化以前の規範としての法に対するもの

である。このことは、ポパーの「批判的二元論

                                                 
31 二重の基準論については以下を参照のこと。 

芦部信喜『憲法』、岩波書店、1997 年、100 頁～101 頁。 

長谷部恭男『憲法 第 2 版』、新星社、2001 年、123 頁～124

頁。 

長谷部恭男「それでも基準は二重である！」（長谷部恭男『比

較不能な価値の迷路――リベラル・デモクラシーの憲法理

論』、東京大学出版会、2000 年に所収） 

樋口陽一『いま、憲法は「時代遅れか」―主権と人権のため

の弁明―』、平凡社、2011 年、43 頁～46 頁。 
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（critical dualism）」に基づいて提示された「決

定の事実化」と深く関わる。ポパーは言う。 

 

我々は、ある決定が付託されたとか熟慮された

とか、ある決定に達したとかある決定が為された

とか語ってよいし、他方決定するという行為につ

いて語り、これを「決定」と呼んでもよい。決定

を一つの事実として記述することができるのは

第二の意味においてだけである。32 

 

要するに、決定や規範は事実化するのであり、

この意味において法は規範性と事実性を兼ね備

えているのである。例えば、我々は法を規範とし

て考えるだろうか。むしろ、規範というよりは―

刑法典に関して言えば―「罪と罰の因果関係」を

示したカタログとして考えることがしばしばあ

る。その一方で、この「罪と罰の因果関係」から、

「人を殺すべきではない」と捉える場合もある。

すなわち、前者は法を事実として「外部」から見

ているのであるが、後者は逆に法を規範として

「内部」から見ていると言い得る。形式的自由モ

デルは法的自由―法の下の自由―を重視する。そ

して、自由のパラドックスのような無制限の自由

を認めない。自由のパラドックスを生じさせない

自由とは何であろうか。それは紛れもなく法的自

由である。裁判官はこの意味における自由を持っ

ている。ということは、裁判官は法の外部に向う
．．．．．．．

自由と内部に向う自由
．．．．．．．．．．

の双方を持っているとい

うことになる。この意味において考えれば、形式

的自由モデルは裁判官が辞職することなく法を

批判するという意味での内的批判、及び辞職して

でも―辞職を選択してはいけないという理由は

ないのだから―法を批判するという意味の外的

批判の双方が可能になる。この意味において、形

式的自由モデルには、実証主義モデル及び解釈学

モデルにない特色があると言えよう。 

                                                 
32 The Open Society and Its Enemies, volume1, p.63.（『開

かれた社会とその敵』、第一部、76 頁） 

 

 

Ⅴ 終わりに―悪魔を飼いならす鍵としての

形式的自由モデル― 

実証主義モデルは個人の自律的決定に基づく

法の道徳的批判の重要性を説き、それは市民的不

服従という形で示されている。しかし、市民的不

服従が成功する可能性は低いし、また裁判官によ

る法の道徳的批判は裁判官辞職という大きなリ

スクを伴う。その意味において、実証主義モデル

には弱点がある。 

これに対し、解釈学モデルに立てば、保障され

るべき法的権利は原理に基づく解釈によって決

定されることとなる。そして、ロウ判決のように

理論上の不一致（ロウ判決の場合、胎児の生命権）

が確認されれば、その争点から撤退し、理論上の

一致が見られる権利（ロウ判決の場合、女性の自

己決定権）が保障されることとなる。この解釈学

モデルには実証主義モデルとは異なり、市民的不

服従や裁判官の辞職といったリスクから解放さ

れるという点で魅力がある。しかし、ここにおけ

る解釈には原理―道徳原理―が必要となり、その

点では―裁判官辞職などのリスクを伴わないも

のの―法に道徳（原理）が介入する点で実証主義

モデルと根を同じくする。 

さて、ポパーの形式的自由モデルであるが、こ

れは法的自由たる形式的自由―すなわち、自由権

―を保障する。もっとも、単なる権利保障ならば、

ポパーのオリジナルな主張というわけではない。

『自由論』におけるミルの危害原理も自由権の保

障を内容としており、この点のみで考えれば、ポ

パーの形式的自由モデルはトリヴィアルなもの

に映るかもしれない。しかしながら、ポパーの形

式的自由モデルには大きな特色がある。それは精

神的自由と経済的自由を峻別し、前者を厚く保護

するという点である。経済的自由は精神的自由を

圧迫する危険性を持つ。本稿でも示したが、その

危険性が現実のものとなったのが搾取や格差な

どの歴史的事実である。自由競争が拡大すれば、

競争の敗者は経済的に圧迫される。しかし、リバ
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タリアニズムならば、また再チャレンジをすれば

よいと言うだろう。だが、再チャレンジするのな

らば、再びスタートラインに立たなければならな

い。しかしながら、このスタートラインに立つこ

とができないほど、敗者は精神的に圧迫されてい

ることがしばしばある（例えば、巨額の負債返済

や過労による精神疾患など）。そこで平等（法的

平等）という概念が登場し、過度の自由競争に介

入するわけである。しかし、この介入が経済の停

滞をもたらすこともしばしばである。だが、形式

的自由モデルは平等の概念を使わずに
．．．．．．．．．．

、自由の概
．．．．

念を以って自由を制約する
．．．．．．．．．．．．

。この場合、制約を受

けるのは経済的自由であり、制約者は精神的自由

ということになる。このポパーの形式的自由モデ

ルは判例理論たる「二重の基準論」に反映されて

いる。 

さらに言うと、形式的自由モデルは法の内外を

問わずに、法を制することができる。これにより
．．．．．

、

裁判官は職を辞することなく
．．．．．．．．．．．．．

（辞してもよいが
．．．．．．．

）、

法を批判
．．．．

・解釈する余地が出てくる
．．．．．．．．．．．

。もちろん、

この批判・解釈によって、ポパーが言うところの

経済的悪魔たる経済的自由を殲滅することはで

きない。しかし―先にも類似のことを述べたが―

次のように言うことができる。悪魔を殺すことは
．．．．．．．．

できない
．．．．

。だが、形式的自由モデルは悪魔を飼い
．．．．．．．．．．．．．．

ならす鍵として機能する
．．．．．．．．．．．

。 

 以上から、ポパーの法哲学たる形式的自由モ

デルは実証主義モデルでも解釈学モデルでもな

い、第三の立場ということが明らかになったと言

える。 
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かくも深き誤解 

──存在-普遍言明と普遍-存在言明について── 

 

小河原 誠 

 

§0 はじめに 

ネットの世界を覗くと、「反証主義」、「反証可

能性」、「批判的合理主義」といったことばについ

ての解説なるものがあちこちに転がっている。そ

れらの大部分は、ポパーの思想を少しでも勉強し

たことのある者とっては、およそ信じがたい「デ

タラメ」と評せざるをえないような類のものであ

り、いちいち取り上げて批判を加えるに値するよ

うな代物ではない。 

では、書物などに書かれた解説は信頼できるか

といえば、ここにもまた信頼できない記述が転が

っている。こうした状況は批判的合理主義にとっ

てたいへんに不幸であるばかりでなく、批判的合

理主義以外の思想にとっても害にしかならない

だろうと思う。 

自分が「間違っている」とか「デタラメ」と評

せざるをえないようなものを取り上げて批判す

ることは生産的な仕事とは思われないし、また学

問的な価値があるとも思えない。しかし、放置し

ておけば「ゴミ」の山が生じ、やがて「悪臭」を

発するのは明白ではないだろうか。 

わたくしは、最近になって中山康雄著『科学哲

学入門──知の形而上学』（勁草書房、2008 年）

という啓蒙書であることを標榜した書物を読ん

だのだが、じつに驚いた。氏はこの書の第三章「批

判的合理主義という個人主義の哲学」において批

判的合理主義を批判しようとしているのだが、そ

こに多くの無理解や不可解な記述また誤りを認

めざるをえなかったからである。それらが、本稿

を書こうとした動機を形成したのだが、わたくし

はここで、それらすべてを取り上げて論じようと

は思っていない。不毛だという気持ちを払拭する

ことができないからである。にもかかわらず、こ

こでは氏が「反証主義の論理的問題」という一小

節のなかで展開した議論のみはあえて取り上げ

て反批判1を加えておきたいと思う。というのも、

そこにはとりわけ反証主義に対する典型的な誤

りが露出しており、それが陰に陽にネット上など

における群小の無理解の原型をつくっているよ

うに思われるからである。 

 

§１ 反証主義にたいする・ある理解のかたち 

さて、氏の議論にかんして問題にしたいのはつ

ぎの箇所である。 

 

「反証主義にも論理的問題がある。反証可能性

は、単純な普遍命題に関しては保障ママされるもの

の、存在命題と普遍命題を複雑に組み合わせた命

題には適用できない場合がある。」2（p.75） 

 

この箇所を見れば、氏は反証主義に論理的問題

があることを示すために少なくとも次のふたつ

のテーゼを提出していることがわかる。 

 

1．単純な普遍命題は（論理的に）反証可能である。 

2．存在命題と普遍命題を複雑に組み合わせた命題には

反証可能性は適用できない場合がある。 

 

さらに氏はつぎのようにも主張している。 

 

「……反証可能性は万能の手段ではないこと

が判明する。つまり、入れ子になった量化文の中

には、普遍的内容を持っていても反証不可能な文

                                                 
1 「反批判」といっても、反証主義についてのたんなる初歩

的な解説に終わっている部分も多いと思う。批判されるべき

議論の水準に合わせて説明的なことを書いただけで反批判に

なってしまったことがらも多かったからである。 

2 広辞苑によると、「保障」という語には「障害のないよう

に保つこと」という解説があり、「保証」という語には「大

丈夫だ､確かだとうけあうこと」という解説がなされている。

筆者は、ポパーの教えにしたがって意味について議論する気

はないけれども、この箇所においてこの語は不明確さをもっ

ていると思う。 
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も存在するのである。」（p.75f.） 

 

この引用文においては、反証可能性がなににと

って「万能の手段ではない」のかが記述されてい

ないので、速断は避けるべきなのかもしれないが、

氏が問題にしているのは境界設定

（demarcation）の問題なのだから、経験的反証

可能性が経験科学とそうでないものとの境界画

定をするにあたって「万能の手段ではない」とい

うことなのだろう。それは、「普遍的内容を持っ

ていても反証不可能な文も存在する」ということ

によって示されるというわけだ。氏は反証主義を

批判しようとしているのだから、この主張はつぎ

のようなテーゼとしてまとめておいてもよいだ

ろう。 

 

普遍的内容をもっていても反証不可能な文(言

明)が存在するのだから、経験的反証可能性の規

準は挫折する。 

 

さて筆者は本稿で、これら 3 つのテーゼを細か

く検討してみたいと思う。すると、当然のことな

がら、細部に立ち入っていかざるをえないのだが、

そこには木を見て森を見ずのたぐいの危険もあ

るので、最初に大まかにではあれ、おのおののテ

ーゼに対する筆者のコメントを付して、氏の主張

に対する筆者のスタンスとでもいうべきものを

提示しておきたいと思う。 

テーゼ 1 について 

筆者は、後論で示すように非常に限定された意

味においてならばこのテーゼ自体には同意する

が、氏の議論には論理学上の誤りと思われるもの

があると考える。しかもその議論には、後論で詳

しく展開するつもりだが、反証主義の根本的な主

張を誤認させる恐れがある。 

テーゼ 2 について 

筆者は、このテーゼにも同意する。しかしなが

ら、「存在命題と普遍命題を複雑に組み合わせた

命題」という表現は誤解を招くものであると考え

る。というのも、氏が念頭においているのは、ポ

パーによってすでに存在-普遍言明と普遍-存在

言明などと呼ばれているものであって、論理学的

には、存在記号（たとえば、∃x, ∃y など）と

全称記号（たとえば、∀y, ∀z など）が複雑に

絡み合った言明のことであって、氏がここで不適

切に定義しているような、存在言明とか普遍言明

といったひとつひとつの命題が、論理的結合子

（たとえば、“∧”とか“∨”とか“→“といっ

たもの）によって複雑に結び付けられた言明のこ

とではないからである。こうした言明は、氏のこ

とばを採用すれば「入れ子になった量化文」

（p.75）と呼べるのだが、じゃっかんことばが長

い気もするので、「入れ子型言明」と呼んでおく

ことにしたい。 

テーゼ 3 について 

筆者は、このテーゼの前半部には同意するのだ

が、後半部、すなわち、普遍的内容をもった入れ

子型言明に、経験的反証可能性の規準が適用でき

ないとは考えない。 

さて、中山氏の主張に対する筆者の基本的スタ

ンスを示したと考えるので、これより細部の議論

に立ち入っていきたい。 

 

§2 テーゼ 1 について 

さて、第一のテーゼの原文は、「反証可能性は、

単純な普遍命題に関しては保障される」というこ

となのだが、この文にはあいまいさがある。つま

り、ここで氏は、言明の性質としての「反証可能

性」を考えているのか、それとも、「反証可能性

の規準」は、間違いなく普遍言明に適用できると

語っているのか判然としない。さらにあいまいさ

がある。ここで氏の念頭にある「反証可能性」は

論理的反証可能性なのか、それとも経験的反証可

能性なのか、これもまた判然としないのである。

ポパーの反証可能性理論を扱っているのだから、

とうぜん、経験的反証可能性が考えられていると

見なすべきなのだろうが、氏の議論を見ていくと

必ずしもそうは取れないところもある。 
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筆者は、氏がここで語っている「反証可能性」

は、じっさいには「反証可能性の規準」というこ

とだろうと思う。なぜなら、性質は当該の対象に

付帯するかしないかであり、それに対して規準は

適用できるか否かであると思うからだ。性質が当

該の対象に「保障」されているというのは、奇妙

な日本語である。規準であれば、適用することが

「保障」されるという言い方は十分に理解可能で

あるが、他方で、たとえば、15 歳の子に第二次

性徴という性質が付帯するかどうか(みられるか

どうか)というのは、規準を適用できるかどうか

の話ではなくて、そのような性質か付帯するかど

うかの問題であると思われるからである。 

「単純な普遍命題」ということで、筆者は、中

山氏もそうだと思うのだが、具体的には、「すべ

ての x は人間である」といった言明とか「すべて

のカラスは黒い」といった言明を考える。そして

前者のようなタイプの言明は、その論理形式から

すれば、∀xHx と、後者のようなタイプの言明の

論理形式は、∀x(Cx→Bx) と表現されるであろう。 

さて、氏は、反証主義者と同じように、反証す

るとは、その矛盾対当言明が検証される──筆者

は「実証」ということばを使うが──ことだと理

解している。例を挙げておこう。 

 

∀x(Cx→Bx)  例：「すべてのカラス

は黒い」 

これの矛盾対当式はこうなる。 

∃x(Cx∧￢Bx） 例：「黒くないカラスが存在す

る」 

 

ここで「すべてのカラス」と言ったときには、

すべての時空領域に存在するカラスについて言

われている。しかし、われわれはそうしたカラス

の一羽一羽について調査して黒いというように

実証することは論理的にできない。それゆえ、こ

うした言明は「実証不可能」である。普遍言明は、

まさに普遍的に──ポパーのことばでは「厳密普

遍」的にということになるが──あることが成立

すると言っているがために、実証不可能になって

しまうのである。 

さらにこれらふたつの式は相互に矛盾しあう

ので、一方が正しければ、他方は偽とされる、つ

まり、反証される。ここにあるのは、矛盾対当と

いうきわめて平明な論理的関係である。だから、

氏のように、「反証可能性は、単純な普遍命題に

関しては保障される」と言いたくなる人も生じて

こよう。 

しかしながら、注意していただきたいのだが、

ここにあるのは「（論理的な意味での）反証可能

性は、単純な普遍命題に関しては保障される」と

いうことであって、経験的な意味での反証可能性

が「保障される」ということではない。氏の議論

ではこの点があいまいになっている。 

この点を説明するためには、ひとつには、論理

学のもっとも初歩的な点に触れなければならな

いだろう。それは、論理学──ここでは、1階述

語論理とか一般に古典論理学と呼ばれているも

のを考えている──は、いろいろなことがら(対

象、出来事、個体)について語るが、語られるも

のが存在していると前提しているわけではなく、

語っている言明だけ、つまり語りだけを相手にし

ているということだ。そして、語りがおこなわれ

ている世界は、ふつう、論議領域(universe of 

discourse)と呼ばれる。この点を例によって説明

してみよう。 

たとえば、∀x(Cx→Bx)という言明における C

をカラスではなく、ペガサス（想像上の空想の生

物）と解釈してみよう。するとこの言明は、x が

存在しようがしまいが、x がペガサスならばそれ

は黒いと言っているだけである。さらに論理学的

なことを言えば、この言明から論議領域における

ある任意の個体 a について Ca∧Ba を引き出すこ

とはできる。これは、「a は黒いペガサスである」

という言明である。しかし、ここから論理的に「黒

いペガサスが存在する」（∃x(Cx∧Bx））をひきだ

すには、論議領域が空でないと仮定しなければな

らない。論理学それ自体は、ペガサスが存在(実
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在)するか否かについては何も語っていない。こ

れは当然のことだろう。だから、この後者の論理

形式の言明についてはじっさいに経験的テスト

をおこなって存在するか否かを判定しなければ

ならなくなる。ペガサスがいないとなれば、この

言明は偽となる。しかし、そのような経験的テス

トの可能なものとそうでないものとがある。この

点を理解するには、まず、経験的テストというも

のがどのようなものであるのか、理解しなければ

ならないこの点についてもう少し議論をつづけ

よう。 

周知のように、∃x(Cx∧￢Bx）という先頭に存

在記号をもった言明は存在言明と呼ばれる。存在

言明とは、ただかくかくの性質をもったものがと

もかくも存在するとしか語っていない言明であ

る。話を分かりやすくするために、「黒くないカ

ラスが存在する」という存在言明を例として話を

進めてみよう。 

存在言明は、存在するとされている当該の対象

が存在するか否かに応じて、真か偽である。では、

真と判定するためにはどのようなテストをおこ

なえばよいか。ふつうには、この存在言明に対応

する基礎言明がテストにパスして真と見なされ

ればよい。ここで、基礎言明とは、時空上の特定

の領域にかくかくのもの（ここでの例では、黒く

ないカラス）が存在することを主張する言明であ

る。より具体的に言えば、「2012 年 10 月 26 日、

上野公園に白い（黒くない）カラスが存在する」

といった言明が基礎言明である。ここで、黒くな

いカラスが専門家によって間主観的に繰り返し

観察されるならば、この基礎言明は真と見なされ

る。（時たま、新聞などのよって白いカラスが発

見されたという報道があることを覚えておられ

る方もいるだろう）。 

ところがここで、∃x(Cx∧￢Bx）における C を

「カラス」と解し、B を「可視光線を通過させな

い」と解してみよう。すると、￢B は「可視光線

を通過させる」、つまり、「透明である」と解する

ことになる。だが、カラスであることと透明であ

ることとは矛盾するだろう。矛盾する性質をわれ

われがテストできないことも明白である。つまり、

テストできるかどうかの問題は論理形式ばかり

でなく、使用されることばの意味にも依存してし

まうのである。 

いま、対象が存在することが認められるために

は、「専門家によって間主観的に繰り返し観察さ

れる」という条件が充足される必要があると述べ

たが、この条件は「経験性の条件」とでも呼んで

おくことができるものである3。この条件には、

対象を同定するための、専門家によって承認され

ている認定基準なども含まれよう。一般的に言っ

て、この条件がどのようなものかというのは、科

学哲学の重要問題のひとつであり、反証主義にお

いては「基礎問題」と呼ばれている。経験的反証

可能性を論じるときにはこの問題を避けて通る

ことはできない。避けて通ることができるのは、

論理的反証可能性しか論じないときである。筆者

は、中山氏がこの問題を論じないのは経験的反証

可能性ではなく、論理的反証可能性をターゲット

にしているからであろうと推測する。 

話がそれたが、基礎言明が真であるならば、そ

れに対応する存在言明も真となる。だから、存在

言明は実証可能4である。したがって、実証可能

性を科学性の規準とすれば、存在言明は経験科学

に属するであろう。しかし、反証主義は、実証主

義とは決定的に異なって、実証可能な存在言明を

科学に属する言明とはみなさない。なぜなら、実

証可能性を科学性の規準としてしまうと、普遍言

明のかたちをとる多数の自然法則は実証可能で

はないから、経験科学に属さないとしなければな

らなくなるからだ。これは、経験科学にとっては

大きな痛手であろう。 

                                                 
3 拙著『反証主義』第三章第 6 節などを参照されたい。 

4 「実証可能」といったとき、決定的実証、すなわちいかな

る疑問も残さない実証のことを考えているのではない。その

時点の科学の水準からして「十分に実証されている」といっ

た程度の意味で考えている。したがって、「実証」は可謬的

である。 
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では、経験的テストによって存在言明を偽とす

ることはできるだろうか。存在言明に対応する基

礎言明が偽となっても、当の存在言明を偽とする

ことはできない。なぜなら、その基礎言明が語っ

ていた特定の時空領域上には黒くないカラスが

存在しなかっただけの話で、べつの時空領域上に

は黒くないカラスが存在するかもしれないから

だ。そして、限定された領域としての時空領域と

いったものは無限に存在するから、存在言明は論

理的に反証不可能となる。それゆえに、反証主義

は、存在言明を形而上学的言明と分類し、経験科

学の外におくのである。したがって、いままでの

話を整理すると、つぎのような表を描くことがで

きよう5。（この表において、「科学」とは「形式

科学」のことではなく「経験科学」のことである。） 

 

さて本題に戻るが、われわれはペガサスにかん

するいろいろな言明を経験性の条件を満たすか

たちでテストすることができるであろうか。反証

主義の立場からすれば、「すべてのペガサスは黒

い」という普遍言明は、その矛盾対当式である「黒

くないペガサスが存在する」という存在言明が真

となる可能性があるならば、経験的反証可能性を

もつことになり、経験科学的言明に数えいれられ

ることになる。そのためには、この存在言明に対

応するところの、特定時空領域に黒くないペガサ

スが存在するという趣旨の基礎言明を提出する

ことができなければならない。それは、想像の世

                                                 
5 この表で、存在言明は科学に属すべきでないものと記した

が、じつはこれは説明不足である。より詳しくは、拙著『反

証主義』p.65 等を参照されたい。反証可能性の度合いを低下

させるような存在言明はとり除かれるべきということであ

る。 

界では提出できるかもしれないが、現実には提出

できないだろう。また、かりに提出できたところ

で、専門家たちはその「黒くないペガサス」を経

験性の条件を満たしながら観察することができ

るだろうか。まずできないであろう。結論として、

「黒くないペガサスが存在する」という存在言明

を真とする可能性は経験的にはないのであり、し

たがって「すべてのペガサスは黒い」という普遍

言明は経験的反証可能性をもたないから形而上

学的とされることになる。要するに、同一の論理

形式をもっていても、言明のなかで用いられてい

ることば(概念)によって、経験的反証可能性をも

つものともたないものがあるということだ。 

この点はすでにポパーははっきりと語ってい

た。引用しておこう。 

 

「……テスト可能な言明もテスト不可能な言

明（あるいは、形而上学的言明）も同一の論理形

式をもちうるということを……説明したい。さら

に、同一の表現──語とかシンボル──が、それ

ら〔両者のタイプ〕の言明のうちにおいて（おそ

らく、わずかに異なった順序で）生じうるのであ

り、そしてそうした表現は正確に同じ意味をもち

うるだろう。だから、言明の論理形式も、そこで

生じる表現の種類も、言明がテスト可能であるか、

それともテスト不可能であるのかを決定するに

十分ではない」6。 

 

ポパーは、反証可能性（テスト可能性）を論じ

るには、言明の論理形式を論じるだけでも、言明

中に生じる表現の種類を論じるだけでも駄目で

あると主張している。（この後者の点については、

べつの機会に論じたいと思う）。しかし、中山氏

はあきらかに論理形式を論じるだけで済まそう

としている。これは、それ自体で誤りであるだけ

でなく、反証主義に対する根本的な誤解を示すも

のであろう。 

                                                 

6 K.R.Popper, Realism and the Aim of Science, Routledge, 

1983, p. 195. 

基礎言明 存在言明 普遍言明 

反証可能 反証不可能 反証可能 

実証可能 実証可能 実証不可能 

科学に属す 

科学に属す

べきでないも

の 

科学に属す 
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一般的に言って、言明のなかには、それ自体で

非常にあいまいな言明とか、反証逃れが初めから

組み込まれている言明とか、統計的・確率的言明

──これらは、原理的には、試行の数が足りない

から予測値に収束しないのだといった反証逃れ

を言い立てることのできる言明である──とい

ったものがある。これらは、反証可能性の度合い

が非常に低いか、あるいは、そもそも反証可能性

をもたないものである。したがって、くり返すが、

言明の論理形式を考えただけでは、経験的反証可

能性を理解することにはならないのだ。 

他方で、反証らしき出来事などが発見されたと

きには、反証逃れといったことも生じてくる。た

とえば、白いカラスが発見されたというときに、

白いカラスはカラスではないという言い逃れも

可能である。それゆえにポパーは、統計的・確率

的言明についてはいまふうにいえば棄却域を定

める──これは方法論的反証主義がおこなうこ

とである──とか、あるいは、反証逃れのために

規約主義を避けるといった知的態度の重要性を

論じたのであった。しかし、中山氏のように「反

証可能性は、単純な普遍命題に関しては保障され

る」と言ってしまえば、反証主義の重要主張がす

べからく、欠落するか、あるいは、覆い隠されて

しまうだろう。それは、反証主義の歪曲につなが

ることである。 

 

§3 テーゼ 2 について 

ここでは、氏が「反証可能性は、……存在命題

と普遍命題を複雑に組み合わせた命題には適用

できない場合がある」と述べていることに対して

批判的コメントを試みてみよう。 

この文で氏は、つきつめたところ「反証可能性

は、……適用できない……」という言い方をして

いる。しかしながら、これはじっさいには「反証

可能性の規準は、……」というべきものであった

だろう。性質はあるかないかであり、規準は適用

できるか否かである。前節でも見たように、中山

氏に議論には、単純な普遍命題には「反証可能性」

が論理的な性質として備わっていると解釈でき

るような言い方もしているのであえて指摘して

おく次第である。 

さて問題は、入れ子型言明には経験的反証可能

性の規準を適用できない場合があるかどうか、と

いうことである。もちろん氏は、反証主義を批判

しようとしているわけだから、「適用できない場

合がある」ことを論証しようとする。では、氏は

それをどうおこなっているか。 

氏はそれを、自身の注（4）(p.89)では、論理

式を示しながら展開している。しかし、残念なこ

とにそこには勘ちがいとでもしか言いようのな

いミスと、ひょっとしたら論理学に対する本質的

な無理解ともとられかねないミスが含まれてい

る。筆者としては逆に、そうしたミスを手掛かり

にしながら、自分の議論を展開させてもらうこと

にしよう。 

氏がつけたこの注における 2 番目の文は、つぎ

のように述べている。 

 

「『x が G であり、かつ、すべての y について

（x は y と R という関係にない）ということを充

たす対象 x が存在する』という文は、述語論理で 

『∀x（G(x)→∃yR(x,y)）』 

と表せる。」（p.89、見やすくするために論理式の前

後で改行。強調は原文のまま。） 

 

最初に注意しなければならないが、この一文で

は二重括弧で示されている例文と、その論理式と

されているものとはどう見ても呼応していない。

氏が本文やこの注で言いたいことなどを勘案す

るとあきらかに例文の方が、氏自身も言及してい

るつぎの文にとり換えられるべきであろう。 

 

「G という性質をもつすべての対象には R と

いう関係にあるような対象が存在する」（強調は原

文のまま。） 
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この点は、文脈を尊重して読めば勘違いである

ことがすぐにわかるから、無害であると言えば、

そうとも言えるのだが、いただけないものである

ことに変わりはないし、この本が対象としている

読者に論理学とはますますもってチンプンカン

プンなものという印象を与えかねないであろう。 

さて、氏の議論だが、氏はこの論理式を反証す

るためには、これの矛盾対当式が検証(実証)可能

か否かを見ればよいと話を進めていく。だが、氏

のその話に乗っていく前に、根本的な異議申し立

てをしておかねばならない点がある。 

 

§3-1 反証主義の根本テーゼとはいかなるも

のであったのか 

氏は論理式で示しているような単独の文を考

察の対象にしているが、これは反証主義の根本テ

ーゼと合致するものではない。というのも、ポパ

ーは、みずからの反証可能性の規準が適用される

対象は、単独の文ではなく、理論体系であると断

言しているからである。重要な個所なので引用し

ておきたい。 

 

「……『経験』によってテストされうる体系の

みを経験的として承認することにしよう。このよ

うな考察からは、境界設定規準としては体系の検

証可能性ではなく、反証可能性を提案しようとい

う考えが生まれてくる。換言すれば、われわれは、

体系が経験的-方法的な道をつうじて決定的に肯

定されることを要求しはしないが、しかし、その

体系が、その論理的形式からすれば、方法的テス

トの道をつうじて否定されうることは要求する。

経験的-科学的体系は経験において挫折しうるの

でなければならない。」（邦訳『科学的発見の論

理』邦訳 49 ページ。訳文は筆者。） 

 

たしかにポパーは、「すべてのカラスは黒い」

といった単独の文を例題として議論していると

きもあるので、反証可能性の規準があたかも単独

の文を主たる適用対象にしているかのような印

象をもつ人がいるのかもしれない。またそうした

人は、原典にあたらず、ポパーに対する批判者の

議論しか読まないことから、誤解に導かれている

のかもしれない。しかしながら、『科学的発見の

論理』を少しでも丁寧に読む人にとってはそうで

はないことは明白なはずである。だが、単独の言

明に対してもポパーの規準は適用可能である。そ

れゆえに扱いやすさの点から、単独の文を取り上

げた早わかり的解説も生じてくる7。もっとも、

それによって反証主義を正しく解説できている

ならば、それはそれで立派な業績と見なされてよ

いであろうが、誤解を誘発させるのみであるなら

ば、何のための「早わかり的解説」なのかと言わ

ざるをえなくなる。 

さらにこの引用文にかんして注目しなければ

ならないのは、体系には「その論理的形式からす

れば、方法的テストの道をつうじて否定されう

る」という条件が課されていることだ。この条件

からすれば、氏が論証しようとしているような、

論理形式からして論理的に反証可能性をもたな

い言明は、当然のことながら、経験的反証可能性

ももちえないから、形而上学的言明として経験科

学の外におかれることになる。だから、氏が論証

に成功して、論理的に反証可能性をもたない言明

があると示したところで、先に引用した経験的反

証可能性の規準からすれば、それは形而上学的言

明になるのですと言われるだけである。規準は見

事に適用されるのだ。氏は、なにを批判すべきな

のかがわかっていないと言わざるをえない。（批

判しようとするならば、あきらかに経験的反証可

能性をもたないにもかかわらず、経験科学の中枢

に属する真なる言明の例を示すとか、あるいは、

科学性の規準としては経験的反証可能性を採用

するよりも実証可能性を採用した方がより優れ

ているといったことを説得的に論じる必要があ

るだろう。） 

 

                                                 
7 拙著『反証主義』（東北大学出版会、2010 年）、p.62,84

を参照されたい。 
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§3-2 論理式に関連する若干の基本的事項 

さて、氏がどのようにして入れ子型言明には反

証可能性がないのかを論証するのかを見ること

にしよう。氏は、みずから提起した論理式を反証

する矛盾対当式を説明する際につぎのように語

っている。 

 

「このとき、『G(x)∧∀y￢R(x,y)』を充たす対

象があるかどうかを確かめるためには、普遍文

『∀y￢R(x,y)』を検証しなければならなくなる。

こうして、入れ子になった普遍文『∀x（G(x)→

∃yR(x,y)）』の反証は、『∀y￢R(x,y)』という普

遍文の検証を必要とすることになり、反証という

方法の選択により避けようとしていた検証の問

題と直面することになってしまう。」（p.89） 

 

これが氏の言う「反証主義の論理的問題」なの

だが、反証をおこなうとされているところの普遍

言明は、正確には次のものだろう。ついでに反証

される側の言明も（1）として記しておこう。 

 

(1) ∀x（Gx→∃yR(x,y)） 

(2) ∃x（Gx∧∀y￢R(x,y)） 

 

氏は、(2)が論理的に反証不可能であることを

論証しようとするわけである。その論証に立ち入

っていく前に、ここでも若干の補足事項を述べて

おかねばならない。というのも、氏はこの式を略

して、∀y￢R(x,y)と表現しているのだが、この

表現では、変項 x が自由変項になってしまうので

あり、「検証」の対象にはならなくなってしまう。

これは些細なとがめだてだと言われるかもしれ

ないが、反証主義を批判するためには、あるいは

より正確に理解するためには、きちんと理解して

おくべき点であると思う。 

 

§3-3 束縛変項と自由変項 

自由変項を含んだ式について、真偽を問うとい

うのはじつに奇妙なことでる。じっさいには──

これは、筆者の推測だが──氏はこの箇所でつぎ

のような、x の束縛された式を考えているのでは

ないかと思う。 

 

(3) ∃x∀y￢R(x,y) 

 

この式であるならば、真偽の判断は可能であろ

う。筆者には、存在と普遍が問題になっていると

ころで氏があまりにも不用意な発言をしている

ように思われてならない。 

ここでは、自由変項を含んだ式について真偽を

問うことができないという点について最小限の

説明を加えておいた方がよいだろう。というのも、

ポパーの経験的反証可能性の規準からすれば、

「その論理的形式からすれば、方法的テストの道

をつうじて否定され」えない言明は、形而上学的

とされるのだが、そこにどんなタイプの言明なる

ものが属するのかを理解しておくことは、反証主

義の理解にも資すると思われるからだ。 

たとえば、話を分かりやすくするために経験的

世界ではなく、整数の世界を論議領域（universe 

of discourse）として取り上げてみよう。そのよ

うにしても論理的関係には影響がないからだ。さ

て、つぎのような 4 式を考えてみよう。 

 

(a) y = 2x 

(b) ∃x∀y(y = 2x) 

(c) ∀x∀y(y = 2x) 

(d) ∀y(y = 2x) 

 

これらの式を見比べてみるとすぐわかるが、

（a）式においては、x も y も自由変項である。

だからたとえば、y に 5 を代入し、x に 2 を代入

すると 5＝4 といった偽なる言明をえる。（a）式

は具体的整数が代入されてはじめて真偽を問え

るのであって、式自体について真偽を問うことに

は意味がない。（d）式においては、x は自由変項

であり、yは束縛変項である。(b)と(c)の式では、

すべての変項が束縛されている。 
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さて、(b)式を考えてみよう。いま、整数の世

界を論議領域とすると、(b)式はすべての yにつ

いて、それを 2x とするような x が存在すると言

っている。しかし、すぐわかるが、y として奇数

をとれば、x が整数であるかぎり、2x は決して奇

数とはならないのであるから、あきらかに(b)式

は偽であると言わざるをえないであろう。もちろ

ん、∃x∃y(y = 2x)といった式であれば、x が 2

で、y が 4 といったように、y = 2x を充足する、

x と y が存在することは自明であるから、この式

は真であると言える。(c)の式も同じように考え

て、偽であることはすぐにわかるであろう。 

ところで、(d)式についてみると、すべての x

について言われているのか、それとも、ある x が

存在すると言われているのか、まったく分からな

い。これでは真偽を判断しようがない。この式に

おける x は、ここは整数が代入される場所ですよ、

ということしか言っていない。もっとわかりやす

く言うと、「x は y である」とか「～は～である」

とか「〇〇は××である」といったものは言明の

型とでもいうべきものであって、その真偽を語る

ことのできるものではない。氏はまさにこの点を

曖昧にしている。あるいは、反証主義を批判しよ

うとするのにじつに不用意な発言をしているこ

とになる。 

さて、補足的解説事項が長くなってしまった。

要するに、「『∀y￢R(x,y)』という普遍文の検証

を必要とする」という氏の主張は、そもそも検証

──ここでは、テストということ──の対象にな

らない・言明の型のようなものについての主張な

のである。経験的反証可能性の規準はこうしたも

のを形而上学的とするだけである。 

さて、補足を済ませたので、話は(3)式の「検

証」にたち返る。中山氏は(3)式を検証すること

は普遍文の実証を含んでしまい、それはポパーも

認めるだろうようにできないことであるから、反

証主義は避けようとしていた問題に再帰するの

であり、問題を解いてはいないと主張した。しか

し、反証主義はほんとうに実証の問題を避けよう

としているのだろうか。反証主義は、この問題を

先にも触れたように「基礎問題」として扱ってい

るのだが、氏がそれを無視しているだけではない

のだろうか。しかし、本稿では基礎問題まで扱っ

ている紙幅の余裕はないので、この問題は別な機

会に譲ろう。ともあれ氏は、入れ子型言明の反証

を試みると、普遍言明の実証に出会うと論じた。

以下ではこの点を検討してみたい。 

 

§4 反証不可能性のうらがわ 

まず、いままでの補足事項などを踏まえて、氏

のテーゼを述べ直してから話を進めていこう。

（p.89 を参照されたい。） 

 

「少なくとも、 

(1）∀x（G(x)→∃yR(x,y)） 

という論理形式の文を反証するには、その否定

文である 

(3) ∃x∀y￢R(x,y) 

を検証しなければならないが、そのためには普

遍文の検証をおこなわねばならない。しかし、そ

れは反証主義が避けようとしていた検証の問題

と直面することである。」 

 

ここでは話を不必要に抽象的にしないために、

たとえば、G を「男」と、そして R(x,y)を「x が

y を愛する」と解釈してみよう8。すると、（1）と

（3）はつぎのようになる。 

 

（1 解釈）すべての男が愛するものが存在する。 

（3 解釈）すべての y を愛さない男が存在する。

（どの y も愛さない男が存在する。） 

 

このように解釈してみると、すぐ見て取れるが、

y については属性規定が与えられていない。われ

                                                 
8 G を「人間の行為」と解釈し、R(x,y)を「x が y によって合

理的行為とされる」と解釈してみよう。すると、これはどん

な人間行為にもそれを合理的なものとするもの──つまり、

理由──があるという・ポパーの合理性原理を語っていると

解釈できるであろう。 
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われは、y は「女」であるとか、「賭け事」であ

るといった属性規定が与えられているのであれ

ば、考えやすくなるし、またわれわれの現実的思

考（科学的思考）においては、できるだけ属性規

定を与えるように努めているであろう。しかし、

中山氏が挙げた例はこうした側面を無視した─

─経験科学という体系にはあまりふさわしいと

は思われない──例文なのである。 

ところで、われわれは全宇宙のなかには「すべ

ての男が愛するものが存在する」という言明が成

立する可能性のあることを否定しえないであろ

う。ちょうど、「神が存在する」（∃xGx）という

言明を否定しえないように。つまり、われわれは

（1 解釈）の言明を、普遍を伴っているにもかかわ

らず存在言明と考えて、すでにして反証不可能と

考えているのだ。事態は、「神が存在する」とい

う言明を反証不可能と考えることと同じなので

ある。 

ところが、中山氏はご丁寧にも（1 解釈）を反証

するには、（3 解釈）を検証(実証)しなければなら

ないという。そして、それは全宇宙に存在するす

べてのもの──これは無限に存在すると想定さ

れている──ついてのテストが必要になるが、そ

んなことはできない、というわけだ。しかし、無

数に存在するひとつひとつの個体について、それ

を愛さない男のいることを実証していくことは

できないだろう。筆者は、この議論自体はきわめ

てまっとうな議論だと思うが、存在言明が反証不

可能だということをうらがわから述べているに

すぎないと思う。 

この点を見るためには、たとえば、「神が存在

する」という言明を反証するばあいを考えてみれ

ばよい。反証するために、その否定言明、すなわ

ち、「どんなものも神でない」（∀x￢Gx）を実証

する必要があるが、それは論理的にできないわけ

だ。つまり、「神が存在する」という言明の反証

不可能性は、その否定言明の実証不可能性にもと

づいている。そして、同じことは（1 解釈）につい

ても言えるわけだ。 

中山氏はこのきわめて単純な真実をもち出し

ているにすぎない。もっと具体的に言うと、（3 解

釈）は検証（実証）不可能であるから、（1 解釈）を

反証不可能とすることには何の疑問も生じない

はずだ。いったい、中山氏はなにを論じようとし

ているのか。まったく不可解な話だ。中山氏は、

（1）のような入れ子型の「より複雑な」論理式

を提示して、反証可能性という概念が挫折してし

まうことを論じようとしたのだろうが、その議論

は「より複雑な」論理式を提示する必要はまった

くないものであって、すでに例示したように、「神

が存在する」（∃xGx）という言明を反証するため

には「どんなものも神でない」（∀x￢Gx）を検証

（実証）する必要があるが、これは「反証という

方法の選択により避けようとしていた検証の問

題と直面することになってしまう」（p.89）と論

じてもよかったのだ。なにも小難しい論理式を引

き合いに出す必要はなかったのである。氏はみず

からが提起した論理形式をもつ文は反証不可能

として形而上学的言明に分類すればよい。それだ

けでよいのだ。論理形式からして反証不可能なも

のは、必然的に、経験的にも反証不可能だからだ。

そして、それは経験的反証可能性の規準にしたが

うことでもある。氏は「反証主義にも論理的問題

がある」と述べたが、いったいどこにそのような

問題があるというのだろう。 

中山氏は「検証の問題と直面することになって

しまう」と言えば反証主義に対する問題提起にな

り、同時に反証主義を批判したことになると考え

ているようだが、反証主義はこの問題なるものを

とっくの昔に解決して「反証可能性」の概念を提

出していたのである。中山氏の議論は、反証主義

者によって微笑みをもって迎えいれられるだけ

だろう。何の批判にもなっていないことに早く気

づくべきである。結局のところ、中山氏は存在言

明の反証不可能性という・反証主義が古くから掲

げているテーゼに到達しただけである。 

中山氏の議論についてはこれで済ませること

にして、氏が扱った入れ子型言明について反証主
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義がどのように扱っているかという──本来な

ら、中山氏がとうぜん言及すべき──点に触れて、

われわれは反証不可能性の概念をよりふかく理

解すべきであろう。 

 

§5 存在-普遍言明、普遍-存在言明 

氏が取り上げた言明、すなわち、 

（1）∀x（Gx→∃yR(x,y)） 

というタイプの言明は、ポパーの呼び方では、

普遍-存在言明と呼ばれるものである。かれは、

これのほかに存在-普遍言明も考えているし、さ

らに存在と普遍がより複雑に組み合わされた言

明も考えている。そしてかれは、こうした言明を

じつに 1934 年の『科学的発見の論理』（66 節）

以来、論じていたのである。したがって、ポパー

にとっては、こうしたタイプの言明を用いての批

判なるものはとうの昔に処理済みということに

なる。この点で、中山氏の批判なるものは、ポパ

ーすでに解決しているものをぶり返して批判と

するという滑稽事を演じたわけだ。悲しむべきと

いうか、笑うべきというか、筆者はじつに複雑な

思いに駆られる。おそらく、「反証不可能性」の

概念は有名であるにもかかわらず、その内容は深

くは理解されていないのだ。以下では、ポパーが

こうした複雑な言明についてどのような議論を

したかを紹介しておこう9。 

 

§5-1 存在-普遍言明 

まず存在-普遍言明（existential-universal 

statement）から話を始めてみたい。具体的例と

して「すべての卑金属を黄金に変える賢者の石が

存在する」という言明を考えてみよう。いま問題

にしようとしているのは、この言明の論理形式で

ある。それはつぎのようになる。 

 

（4）∃x〔Sx∧∀y〔By∧M(x,y)→Gy〕〕 

                                                 
9 以下では、例などを含めて、K.R.Popper, Realism and 

the Aim of Science, Routledge, section 24 に依拠しているこ

とを断っておきたい。 

 

ここで、S は「物質である」という属性、Bは

「卑金属である」という属性、M は「x を yに混

合する」という関係（二項述語）、G は「黄金で

ある」という属性である。したがって、この論理

式はつぎのように読める。 

 

「つぎのようなあるもの x が存在する。つまり、

x は物質であり、すべてのある（別な）もの y に

対して、y が卑金属であり、そこに x が混合され

るならば、y は黄金になる。」 

 

この言明はふつう、簡略に「賢者の石が存在す

る」という言明として知られているものだが、よ

り詳しく分析すれば上のようになるということ

である。 

さてここで反証主義者が示すべきことは、論理

形式としての（4）が論理的に反証不可能である

から形而上学的言明であることを示すことであ

る。 

さて、（4）を反証しようとすると、その否定言

明であるつぎの言明を実証しなければならなく

なる。 

 

（4-）∀x〔￢Sx∨∃y〔By∧M(x,y)∧￢Gy〕〕 

 

すると、∀x￢Sx を実証するか、あるいは、∀

x∃y〔By∧M(x,y)∧￢Gy〕を実証するかという話

になる。しかし「∀x」という普遍にかんしては、

すべての x という論理的には無限に存在するも

のが主題となり、これについてある属性とか関係

があると実証する（真とする）ことは論理的に不

可能だという話になる。よって（4-）は実証不可

能であり、したがって（4）は反証不可能だから、

みずからのたてた経験的反証可能性の規準にし

たがって、これは形而上学的言明であると結論さ

れる。中山氏のように、「反証主義の論理的問題

だ」などと騒ぐ必要はどこにもない。経験的反証
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可能性の規準を首尾一貫して適用すれば、それで

話は終わる。 

筆者は、（4）のようなタイプの言明を形而上学

的言明と見なすことに何の問題もないと考える

が、このタイプの言明は、「賢者の石が存在する」

という言明がそうであるように、一歩踏み込んで

偽と見なした方がよいと考えるひともいるだろ

う。以下では、この点について若干のコメントを

つけておきたい。 

筆者自身の個人的見解を言わせてもらえば、こ

の言明はまさに形而上学的であるゆえに中世の

錬金術を大きく前進させたのだと思う。形而上学

は無意味ではないし、科学を前進させる力ももっ

ている。だが、現代ではこの言明は偽と見なされ

るだろう。では、その根拠はいかなるものなのか。 

「賢者の石が存在する」といった言明を偽と見

なすとは、これの反証言明を真と見なすことであ

る。しかし、それは普遍言明のかたちを含むので

実証不可能であった。しかしながら、われわれは、

そうしたなんらかの普遍性をもった言明につい

てさえ仮説的に偽と想定することもできる。その

とき、われわれは帰納法を使っているわけではな

い。つまり、いままで「賢者の石」とされたもの

がことごとくインチキであったから、今後ともイ

ンチキの「賢者の石」しか見つからないだろうと

考えたわけではないのだ。もっとも、このように

考えて仮説を提出することは許されるが、そこに

は妥当性はないということだ。帰納法に論理的妥

当性はないからである。しかし、重要なのはいか

なるプロセスを経て仮説が提出されるかという

ことではなくて、提出された仮説が妥当か否かと

いうことである。このように考えたとき、われわ

れが「賢者の石」は存在しないと想定するのは、

かりに「賢者の石」の候補となるようなものが提

出されたところで、それは経験性の条件を満たさ

ないであろうと予測しているからなのである。そ

して、この予測は反証されていないかぎりで維持

できる。われわれはこうした意味において、「賢

者の石が存在する」といった言明を偽と見なして

いるにすぎない。ここにあるのは、知識の可謬性

であって、それはなんらかの形で普遍を伴ってい

る言明には、実証可能性がないと洞察したことの

結果でもある。 

 

§5-2 普遍-存在言明 

つぎには普遍-存在言明

（universal-existential statement）を考えて

みよう。ここでもポパーが挙げた例にしたがって

考えてみたい。かれは、その種の例としてつぎの

ような論理形式の言明を挙げた。 

 

（5）∀x∃y∃z〔（Ly∧C(z,x)）→P（x,z,y)〕 

 

この論理式に付与可能な解釈のひとつはたと

えば次のようなものであろう。Ly は y が（真な

る）普遍法則であることを、C(z,x)は z が xに先

行する先立つ出来事（一連の初期条件）であるこ

とを、そして、P（x,z,y)は x は y の存在のもと

で z から予測可能（導出可能）であることを意味

している。これは、つまり、「すべての出来事は

原因をもつ」という・いわゆる因果性の原則を表

現している。これは、ふつう、形而上学的言明と

考えられている。 

さて、問題は（5）が論理的に反証不可能であ

ることを示すことである。そのためには、すでに

なんども論じているように、（5）を否定したつぎ

の言明が論理的に実証可能かどうかを考察すれ

ばよい。 

 

（5-）∃x∀y∀z（Ly∧C(z,x)∧￢P（x,z,y)） 

 

記号表現だけでは理解しにくいので、先に与え

た因果性の原則という解釈にしたがって述べる

と、（5-）は、簡単に言って、どんな普遍法則 y

のもとでも、そして、いかなる初期条件のもとで

も、予測できない x が存在するという意味である。

定式化すれば、つぎのようになる。 
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（5-解釈）すべての（真なる）普遍法則とすべて

の初期条件のもとで予測（導出）できない x が存

在する。 

 

ここで、もちろん、すべての y、すべての zに

ついて、吟味することは論理的に不可能であるか

ら、（5-）は実証不可能という話になる。結果と

して、（5）は反証不可能な言明、つまり、形而上

学的言明となる。この議論は、上記の存在-普遍

言明の場合とまったく同じである。 

これは、簡単に言うと、経験的に予測不可能な

出来事が存在するということである。この形而上

学的言明は、非決定論が経験的に正しければ、真

なる言明となろう。世界の決定性にほころびがあ

れば、予測不可能な出来事が存在してもおかしく

ない。つまり、（5）の経験的解釈である因果性の

原則は偽となる。しかし、非決定論も決定論──

「科学的」決定論のことではない──もわれわれ

の通常の理解では形而上学に属する10。 

さて、ここまでの議論をいちおう了承する人で

あってもとうぜん疑問に付す点があるだろう。そ

れは、普遍-普遍言明とか、存在-存在言明のよう

な入れ子型言明についても、うえの議論は成立す

るのか、という疑問である。例を挙げて簡単に答

えておきたい。 

まず、普遍-普遍型の言明について。 

ごく単純な例として次の論理式を取り上げて

みよう。 

 

∀x∀y〔Fx→Gy〕 

 

これの矛盾対当式はつぎのようになる。 

 

∃x∃y〔Fx∧￢Gy〕 

 

このタイプの言明は存在言明であるから、これ

に対応する・解釈を与えられたところの基礎言明

                                                 
10「科学的」決定論は、経験的に反証可能である。詳しくは、

Popper, The Open Universe, 1983 を参照されたい。 

が真であるならば、真となり、結果として同じ解

釈を与えられたところの矛盾対当関係にある∀x

∀y〔Fx→Gy〕を反証する。反証主義の原理が妥

当しなくなってしまうということはないのであ

る。 

さらにもうすこし複雑なつぎのような普遍-普

遍型言明を取り上げてみよう。 

 

∀x〔Fx→∀yGy〕 

 

これの反証言明はつぎのようになる。 

 

∃x〔Fx∧∃y￢Gy〕 

 

これは、構造は少しばかり複雑だが、存在言明

であることに変わりはない。したがって、これに

対応する・解釈を与えられたところの基礎言明が

真であるならば、真となり、結果として同じ解釈

を与えられたところの矛盾対当関係にある∀x

〔Fx→∀yGy〕を反証する。 

こうしたことは、論理学を知っているものにと

っては明白なことであろう。たしかに本稿ではき

ちんとした証明をおこなっているわけではない

が、筆者には普遍-普遍型の言明が何か特別の困

難を惹き起こすとは思えない。つまり、普遍-普

遍型言明は、実証不可能で反証可能であるという

性質(非対称性)を維持するであろう。 

同じことは、存在-存在型の言明についても言

えるだろうと思う。つまり、存在-存在型言明は

それ自体で存在言明でしかないのだから、実証可

能で反証不可能という性質を失わないであろう

と思う。 

 

§6 結論 

さて、上記の§5 においては、存在-普遍言明

と普遍-存在言明について考察した。その結論は、

ともに、反証主義が挫折するわけではないという

ことであった。論理的に反証不可能な言明は、ポ

パー自身の提案にしたがって、形而上学的言明に
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分類すればよいというだけの話である。すると、

こうした言明よりもさらに複雑に存在と普遍が

絡み合っている言明について、論理的に反証可能

性をもつものがあるだろうか、あるとしたら、そ

れはさらに経験的反証可能性ももちうるだろう

か、という疑問も生じてこよう。くわえて、論理

的反証可能性に制約を加えて経験的反証可能性

を生み出すのは、使用されることばの意味であっ

たが、ポパーはそれだけではなく、さらに制約が

課せられると考えている。としたら、それはどの

ようなものかという疑問も生じてくるだろう。し

かし、それらについては別の機会に論じたいと思

う。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

ヘンペルの“パラドクス”、境界設定、そ

して帰納の問題 

篠﨑研二 

 

 

すでにご存知のこととは思うが― 

（A）すべてのカラスは黒い 

を実証したいとする。ふつうは「黒いカラス」

を捜そうとする。しかしこの命題はその対偶 

（A’）黒くないものはカラスではない 

と同じことを言っているのであるから、「黒く

なくてカラスでないもの」、たとえば「黄色い鉛

筆」などを見つければ、(A)は実証されるのか、

そんな瑣末なものはいくらでもあるではないか

―これが「ヘンペルのパラドクス」とか「カラス

のパラドクス」とか呼ばれるものである。それで

は次の命題ペアを取り上げよう。 

 （B）すべての凝縮物体（固体と液体の

こと）には質量がある 

（B’）質量がなければ凝縮物体ではない 

今度は対偶命題を実証するためには「質量のな

い気体」を捜さなければならないが、一転してこ

ちらは至難の業だ。なぜこうなるのか、理由は単

純だ。R を「カラスである」、B を「黒い」とすれ

ば、R•B の性質を持った個体よりも¬R•¬B の性質

を持ったもののほうが圧倒的に多いから、ランダ

ムに選んだ個体 a については、P(¬Ra・¬Ba) >> 

P(Ra・Ba)となってしまう。これが瑣末感の理由

である。しかし命題(B)の場合は逆で、C を「凝

縮物体である」、M を「質量を持つ」とすれば、

P(Ca•Ma) >> P(¬Ca・¬Ma)となっているだろうか

ら¬Ca・¬Ma に瑣末感はなくなる。つまり「実証

しようとすること」と「瑣末感」の間には何の関

係もない。だから、ヘンペルのパラドクスは「実

証の貧困さ」を示すとか示さないとかいうことと

はまるで関係ないことである。ヘンペル自身はい

つも”paradox”と括弧に入れていて、これをパラド

クスとは思っておらず、論理学からの必然の帰結

と見ていた。実際そのとおりなのである。 

しかしそれでも「黄色い鉛筆」がもたらす奇妙

な感覚は消えることがない。我々は(A)を確かめ

る、または反証するのに、まずカラスの集団を調

べるのであって、黒くないものの集団を調べやし

ない。この解決策として提案されているのは、「効

率」に訴えることである。つまり、(A)を調べる

ほうが大量の(A’)を調べるよりも効率が良い、と

いうことだ。このあたりまでは日本の科学哲学界

も認識しているようである。（内井惣七『科学哲

学入門』、高橋昌一郎『科学哲学のすすめ』、森田

邦久『理系人に役立つ科学哲学』など） で、私

はこの先の話をしたいのである。では「効率」っ

てどう定義されるのか。それに、そもそもヘンペ

ルの確証理論の大きな困難は、このパラドクスな

どではない。それはどのようなことなのか、そし

て確証理論が困難を抱えていることは反証主義

の何か正しさのようなものを示しているのだろ

うか。 
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そこで、(A)と(A’)の場合で反証例を見出す確

率を比較してみよう。つまり、世界からまずカラ

スを選択し、それが黒くない場合の確率

P(¬Ba/Ra)と、まず黒くないものを選択しそれが

カラスである確率 P(Ra/¬Ba) の比較である。４

つ事象 Ra•Ba、Ra•¬Ba、¬Ra•Ba、¬Ra•¬Ba の確

率を、 

P(Ra•Ba) = p1, P(Ra•¬Ba) = p2, P(¬Ra•Ba) = p3, 

P(¬Ra•¬Ba) = p4 

と書くことにすれば、P(¬Ba/Ra)= 

P(Ra•¬Ba)/P(Ra)などのベイズの公式を使うこと

により、 

P(¬Ba/Ra) = p2/(p1+p2) 

P(Ra/¬Ba) = p2/(p2+p4) 

が得られる。ここで明らかに p4 >> p1 であるか

ら、P(¬Ba/Ra) > P(Ra/¬Ba)となる。このことは、

反証例はカラスの集団の中からのほうが見つけ

やすいこと、つまり¬Ba・Ra を探すことの方が「厳

しいテスト」であることを示している。この議論

はもともと Suppes によるもので、これを Earman

は、厳格さに多少の難はあるものの、基本的には

正しいとみなして、「かくしてベイジアンはポパ

ーの方法論に皮肉を込めた賛辞を送ることがで

きる。つまり、ポパーの言うこととは反対に、ま

さしく帰納主義こそ、反証しようとする真摯な企

ての意義を評価できるからである。」

（J.Earman, ”Bays or bust ?”, p.72.）と言った。ヘ

ンペルの"パラドクス"は「実証主義の躓き」どこ

ろか「ベイジアンの勝利」だという次第だ。 

とはいうものの、ヘンペルの確証理論のかかえ

る問題にはもっと根本的なものがある。ヘンペル

は「仮説を支持する証拠」を論理的に定義しよう

として、「展開（development）」を提案した。これ

は仮説を成立させる個体の組合せのすべての集

合で定義される。たとえば２つの個体からなる集

合 I=｛a, b｝では、仮説 H1：(x)Rx（すべては R

である）のとき、展開は devI(H1)と書かれそれは

Ra･Rb である。H2：(∃x)Rx であれば、devI(H2) = Ra

∨Rb となる。一見直観的にもっともなこの定義

は一方では狭すぎ、他方では広すぎることが判明

する。I = {a, b, c, d, e}とすると、devI(H1) = Ra･Rb･

Rc･Rd･Re だけである。Ra･Rb･Rc･Rd や Rb･Rc･

Rd･Re は実証例にはならない―これは直観に反

する、つまりこの定義は狭すぎる。こんどは I={a}

とし、H3：(x) Rx→Bx（すべてのカラスは黒い！）

であるとしよう。すると devI(H3) = {Ra・Ba, ¬Ra, 

¬Ra・¬Ba, Ba, ¬Ra・Ba}となって、なんでこんな

ものが証拠なんだ、という問題がここで生じる。

つまりこの定義は広すぎるのである。ヘンペルの

“パラドクス”はこのような文脈で生じたものだ

った。 

このような「支持する証拠」の曖昧さに対し、

反証例は Ra・¬Ba に一義的に定まる。この事情

は何か反証主義に有利になることだろうか？そ

うは言えないだろうと私は思う。これは(x)Rx→

Bx のような全称命題の場合にだけあてはまるこ

とで、(∃x)Rx の様な存在命題や、あるいは(x)［Rx

→(∃y)By］の様な命題の場合にはそもそも反証例

が挙げられない。このような反証不能な命題をポ

パーは科学から排除したが、それは科学をあまり

に狭く限定するものだと私は思う。それに、ポパ

ーが科学と形而上学の境界設定の規準とし反証

可能性を着想するに至ったあの推論が、そもそも

間違っていたと今では私には思えるのである。

「（マルクス主義や精神分析などの）理論はその

適用領域に於ける出来事のすべてを説明できる

ように見えた。マルクス主義者は新聞を開きさえ

すればその歴史解釈を証拠だてる事実をあらゆ

るページに見出した」（Conjectures and refutations, 

p.35）のは何故だろうか？それはそうした理論か

ら導出される個別命題、たとえば「資本主義の下

では労働者階級は窮乏化する」などがどうにも曖

昧で、現実の現象や実験と対比させてその真偽に

ついてはっきりと白黒つけられないからである。

だから、マルクス主義者は個別命題を自分に都合

良く解釈して、安易に実証できるわけである。と

すれば、反マルクス主義者も同様の手口で、マル

クス主義を安易に反証できる、つまり、新聞を開
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けばマルクス主義への反証をあらゆるページに

見出すことができるはずだ。安易に実証できる理

論は、反証もまた安易にできるのである。これに

対し、相対論から導出される個別命題は、その真

偽についてはっきりと白黒つけられる。つまり両

者の違いは、 

（X）理論から導出される個別命題が現実（観

察結果）と一致（または不一致）するのかを、は

っきり結論できるか否か 

という点にあるのであり、だからポパーはこれ

を科学と形而上学の境界設定とすべきだったの

だと私は思う。これに比べれば、理論の反証可能

性というのは不必要に強い要請である。このこと

は規準（X）が純粋存在命題を排除しないことか

らもわかる。たとえば生物の連続的な進化の理論

からすれば、「猿人と人類の中間に位置する、こ

れこれの特徴を持った化石が見出されるはずだ」

という存在命題が導出されるだろう。この命題は

反証不能であるが、ある化石が発見されたとき、

「これこれの特徴」がそれに合致するか否かはっ

きり特定できるほどに明確で具体的であれば、規

準（X）は満足する。だから立派に科学の仲間入

りをするのだ。こう考えると、あのデュエム・ク

ワイン・テーゼをめぐる議論も、無用なものであ

ったと思う。理論から導出された個別命題で反証

されたものがあったとしても、それで理論が反証

されたと見なすかどうかは「別途検討を要する問

題だ」と言えば良かったのである−実際、科学者

たちはそうやっているのである。 

さて、話をもとに戻して、そもそもなぜ「支持

する証拠」が欲しいのだろうか？これはミラーの

言う帰納論者の「正当化主義的偏見」なのだろう

か？私はそうではなくて、帰納の問題というのは

つまるところ実践の指針をどう得るかという問

題だと思っている。ここで「過去のことからは今

後のことについて何も言うことができない」と見

なしている反帰納原理主義者が、風邪を引いたの

で薬を飲もうと思っているとしよう。候補として

は A,B二つの薬があり、Aは今までよく効いたが、

B は効いたためしがない。しかし彼は迷わず B を

棄却し A を選択することはできない。過去のこと

は将来については何も言わないのだから、A も B

も効く確率はどちらも五分五分だというほかは

ないからである。反帰納原理主義などに本当に従

ったら、この調子で何を選択することもできず、

不確実な状況のもとでの意思決定というものが

およそできないのである。だから、じつはポパー

もミラーもこの立場で首尾一貫することはでき

なかった。ポパーは結局「験証」という名の帰納

に頼ったし、ミラーも同様の論法に従った。ミラ

ーは”Critical Rationalism”で、テストの繰り返し

可能性に関連したヘッセの指摘に答えて「仮説が

テストにパスしたということは、これからもその

テストに繰り返しパスし続けるという理由にな

るものではない。同じくまた、テストに失敗した

からといって、今後も繰り返し失敗するとはいえ

ない」(p.30)と、反帰納原理主義を一応は宣言す

る。しかしその十数ページ後では早くも腰砕けと

なって、「合理的な意思決定とは批判を生きのび

た提案を支持することだ」(p.43)という。では「生

き延びなかった」提案とはなんだろうか？それは

反証された提案だろう。しかし、先の言明のよう

に、「反証されたからといって、今後も反証され

続けるわけではない」と本気で考えるのなら、反

証された提案も棄却できないではずだ。しかしミ

ラーはこう反論するのではないかと思う―いや

「提案」などという曖昧な言い方をしてはいけな

い、これは「仮説」なのだ、仮説がひとたび反証

されたからといって、今後もずっと反証され続け

るなどということはもちろん言えないが、しかし

一度でも反証された仮説は偽であるのだから、こ

れを棄却するのは当然ではないか―この議論が

ダメなことは先程述べた通りなのであるが、念の

ため繰り返そう。ある状況―（風邪をひいた）―

で、ある目的―（風邪を治す）―を達成するため

の方策を考えるとする。その状況―（自分の症状）

―からして仮説（または理論）H1 と H2 を適用す

るのが妥当と判断され、そして H1 は与えられた
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状況のもとで方策 A―（薬 A を飲む）―を、H2 は

方策 B―（薬 B を飲む）―を帰結するものとしよ

う。しかし B は今まで全く効果がなかった、つま

り H2 は反証されていた、つまり偽であったとし

よう。すると我々は方策 B を棄却できるだろう

か？否である。H2 が偽であろうとなかろうと、そ

れは将来の B の効力については何も言わないの

だから。というわけで、反帰納原理主義の立場か

らすればいかなる方策も、過去の実績を理由にし

て棄却することはできないのである。だからこの

立場からすれば、仮説や提案についての批判的検

討にコストと時間をかけることなど全く無駄で

あり、サイコロ投げで瞬時に決定するのが最も合

理的なことになるのである。 

反帰納原理主義は、実はもっと基本的な問題で

すでに躓いている。その考えでは反証であれ実証

であれ、その根拠となる実験事実（ポパーの呼ぶ

「基礎言明」）というものが存在しえなくなるの

だ。それは「再現可能な結果」というものが帰納

抜きには定義できないからである。ミラーは「テ

ストを繰り返すことの意味は、本当に再現可能な

結果を見出したのかどうかをチェックすること

にすぎない」(p.33)と言う。確かにそうである。

たとえばある実験には撹乱要因が 1/5 の確率で

生じるのだとすれば、同じ実験を３回ぐらい繰り

返せば、３回とも撹乱要因が生じる確率は 1/125

に減るから、実験を繰り返すことにより撹乱の影

響のないデータを得ることが出来るようになる

だろう―こうして例えばある実験の測定値は、５

回程度繰り返し測定すれば c ± ε に収束する、な

どと言うのである。しかし、なぜ次の実験では、

撹乱が生じる確率が突如として 4/5 に上昇し、測

定値がいつまでも収束しなくなる、とは思わない

のだろうか？その根拠は結局、いままで何回実験

しても、５回程度の繰り返しで c ± ε が得られた

から、ということ以外にはない。そしてこれは帰

納推論である。ミラーは、テストの繰り返しによ

って撹乱要因を除去して測定値を得るというこ

とと、そのようにして得られた測定値が再現可能

である、つまり同様の環境で同様の測定法に従え

ば同様の測定値が得られる、ということとを混同

しているのだ。 

ミラーが”Critical Rationalism”で引用している

帰納論者たちは皆、私がいま指摘したようなこと

を主張しているのである。私は彼らの主張を、子

供にもわかるようにくどくど説明しただけだ。ミ

ラーは自分が論駁しようとして引用した議論に

よって、逆に論駁されてしまっているわけで、私

にはこの著作はいささか滑稽に映る。意思決定と

は情報が不足しているために、何をすべきかを演

繹によっては導出できない状況で決断すること

である。したがってそれは「増幅的(ampliative)」

な推論を含まざるをえないものであり、したがっ

て帰納的である。しかし我々は帰納的推論の納得

できる論理を持っていない。ベイズ主義は多くの

成功を収めたものの、依然として難点も抱えてい

る。しかしだからといって反帰納原理主義を採用

したら、我々は全く前へ進めなくなる。それは何

もしない人の思想だというほかはない。 

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

「技術倫理へのカール・ポパーの試み ―

福島原子力事故を念頭に―」 

高木 健治郎 

 

はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分に三陸沖で発

生した東北地方太平洋沖地震は、東日本大震災も

たらした。その一部である福島第一原子力発電所
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1～4 号機の事故(以下、福島原発事故)災害は、1

年半を過ぎてなお継続中である。4 を超える事故

調査報告書が提出されてきたが、事故要因で共通

するのは「人災」である。「人災」、中でも組織的

原因から本論では切り込みたい。その視点は技術

倫理である。なぜなら、「人災」は技術倫理にお

いて最も主要なテーマの 1 つであり、組織的原因

を生み出す「製造物と社会背景」の議論が整理さ

れているからである。技術倫理を踏まえた上で、

カール・ポパーが主張する「議論の背景的知識に

は疑いを向け、批判に開かれていなければならな

い」という指摘とすり合わせたい。 

技術倫理の分野にカール・ポパーの思想の視点

を注ぐことで、技術倫理への一助と共に、福島原

子力災害への有用な足掛かりとしたい。そのため

本論では、冒頭で福島原発事故の分析を述べ、技

術倫理の基本概念を確保しながら問題点を抽出

し、カール・ポパーの背景的知識の議論とすり合

わせる。 

以上の理由から、本論は「技術倫理へのカー

ル・ポパーの試み」をテーマとする。 

 

福島原発事故原因に対する分析 

 

福島原発事故原因に踏み込む前提として、原子

力発電事業の概略を述べていきたい。 

大枠から捉えると、原子力発電事業は日本の原

子力政策の一部である。現在の日本の原子力政策

は、敗戦後にアメリカ主導で再び始まり国際政治

と安全保障と切り離せない。それゆえ原子力事業

は米ソ冷戦構造や日本の核武装議論と繋がる。他

方、発電事業であり独占を認められた民間企業の

側面や、エネルギー供給という側面も存在する。

発電システムを見ていくと、他の火力発電や水力

発電と発電の構造は全く同じであると同時に、原

子力発電特有の核廃棄物、構内作業者の被爆問題

等々が現れてくる。 

次に、福島原子力発電所事故である。現在(平

成 24 年 12 月)、福島原子力発電所 2 号機などの

格納容器内に入れず、詳細な調査が不可能な状態

である1。それゆえ、直接の事故原因と事故過程

が明らかになっていない。格納容器内の放射線量

が極めて高く、他の原子炉特有の事故であるスリ

ーマイル島事故は 10 年過ぎてから入れ、チェル

ノブイリ事故は 20 年以上経っても入れないこと

を勘案すると、直接の事故原因と事故過程が明ら

かになるには、中長期的な時間を要する。各調査

報告書では「事故原因に地震があるか否か」で分

かれているが、格納容器内の詳しい調査を踏まえ

ず推測を含みうるので当然の結論と言える2。現

在提出されている事故調査報告書では、これらの

問題に触れているケースもあるが、以上の理由で

本論では検討しない。 

本論では、現在知りうる情報を元にした各事故

調査報告書でより強調されている「人災」につい

て、国際政治や安全保障の側面、発電事業として

の側面と関わる分析からそれぞれ触れる。 

そもそも、原子力発電の導入はアメリカによる

日本占領を延長する計画の一環である。導入と占

領を延長する意図は指摘され続けてきたが、平成

18 年にアメリカ中央情報局(CIA)側の資料が発

掘され、CIA と原子力委員会初代委員長正力松太

郎氏の蜜月関係が明らかにされてきていた3。さ

らに技術面での依存関係が福島原子力災害によ

って資料によって裏付けられてきた。例えば、福

島原発 1 号機～5 号機と同型の「マーク１」は

1970 年代に圧力抑制プールの耐震設計について

アメリカの技術者が内部告発を行った。しかし、

アメリカの電力会社の要請を受けアメリカ核規

                                                 
1 例えば、原子炉内、格納容器内に温度計が設置されている

が、信頼性について議論されている段階に過ぎない。目視調

査や専門機器による調査は行われていない。 

「福島第一原子力発電所第１号機、第２号機及び第３号機の

原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価

について （平成 24 年 12 月提出） 東京電力株式会社」: 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/121203j01

01.pdf 

2 例えば、国会の事故調査委員会「国会事故調(NAIIC)」と

日本政府の事故調査委員会「東京電力福島原子力発電所にお

ける事故調査・検証委員会」では見解が分かれている。 

3 有馬哲夫『日本テレビと CIA 発掘された「正力ファイル」』 
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制員会(NRC)は、「無視できる」とし、これを根

拠に日本の原子力安全委員会も「検討項目から外

すこと」を行った。原発の導入から技術検査まで

アメリカに追従してきた現状が、福島原発事故を

経て 3 か月後に明らかになった4。 

他方、本論で述べていく組織的原因の面では、

未だに GHQ が一般電気事業社(電力会社)を 10

社と決め地域独占体制を確立した点など、認知が

不十分な点も多い。 

原子力発電を導入する国際政治の側面を述べ

てきたが、次に国内政治の主な要因、安全保障に

ついて触れたい。内閣府原子力員会専門委員など

原子力政策に詳しい吉岡斉は、敗戦後の米ソ冷戦

構造に触れながら 

 

『「国家安全保障のための原子力」の公理とい

うのは、日本は核武装を差し控えるが、核武装の

ための技術的・産業的な潜在力を保持する方針を

とり、それを日本の安全保障政策の主要な一環と

するということである。』5 

 

と述べる。電力会社の地域独占体制や原子力発

電そのものが、深く安全保障と結びついている。

それゆえ、民間企業ではありながら市場原理や競

争原理が働く余地がない。冷戦構造の中で発展し

た抑止論(相互確証破壊)は、相手に対抗しうる核

兵器の存在が相手の核の先制攻撃を抑止する、と

考える。つまり、原子力発電から生み出される技

術的見地、核燃料サイクルによる核兵器製造技術

保持などが、核抑止論における「国家安全保障の

ための原子力」を担保しうる。原子力発電は経済

的利益ではなく安全保障上のコストとして勘案

され、市場原理や競争原理が働く余地がないので

ある。 

                                                 
4「＜米原子力規制委＞耐震不安「無視」…福島と同型のマー

ク１」毎日新聞 平成 23 年 6 月 9 日 

5 吉岡斉『原発と日本の未来 原子力は地球温暖化の切り札

か』43P。また、詳細は同著者『原子力の社会史―その日本

的展開』に詳しい。 

これに沿う形で数々の国策協力が原子力発電

にのみ、認められてきた。立地支援や安全規制コ

スト支援等の予算、電源三法などによる法制度で

ある。事故原因である組織的原因を生み出す背景

を「製造物と社会背景」として捉えれば、電気事

業者には原子力発電において特異な社会背景が

構築されていたのである。また、「原子力発電は

安い」などとわざわざ宣伝する必要はないのであ

る。元来、原子力発電は軍事利用で導入したが公

に出来ず、敢えて市場原理に沿っているという経

済的利用を宣伝しなければならないのである。こ

のように原子力発電の特異な社会背景を検討し

ていく。 

 

技術倫理の基本概念 

 

技倫理の歴史と目的とその手段を大まかに述

べる。技術倫理の思想は古くからあるが、日本で

社会化したのは 1990 年前後である。技術者の質

を世界で担保しようとするワシントン協定

(Washington Accord)へ日本技術者教育認定機構

(JABEE)が加盟したのが 2005 年である6。設立

は 1999 年である。日本で制度化される直接の切

っ掛けとして、3 つの事故が挙げられる。東海村

JCO 臨界事故(1999 年)、山陽新幹線トンネル落

盤事故(1999 年)、雪印集団食中毒事件(2000 年)

である。この 3 つの事件事故では製造過程上の問

題のみならず「人災」の側面が強く認識された。

例えば JCO 臨界事故では作業手順を蔑ろにした

「裏々マニュアルの存在」7、トンネル落盤事故

では「10 年は安全である」という安全宣言後の

事故8、食中毒事件では安全基準を破り廃棄しな

                                                 
6日本技術者教育認定機構（JABEE） 現在、技術士認定の

ために「技術(者)倫理」が導入されつつある。 

7植草益「JCO 臨界事故の教訓を今後のいかすために」『多発

する事故から何を学ぶか―安全神話からリスク思想へ』 

8 ただし、技術倫理上は「安全とは許容可能なリスク」であ

り「最小化されたリスク」の存在は認められている。そのた

め、何ら問題ではない。他方、一般社会では「リスクと安全」

は対義語と捉えられており、大きな影響を与えた。斉藤了文

『テクノリテラシーとは何か 巨大事故を読む技術』

198-199 頁 
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かったことなどである9。製造過程と共に「人災」

による事故を防ぐため技術倫理が進められてき

た。 

技術者倫理の目的は初期の事故予防と再発防

止であり、その要因を主に「人間による要因」と

「製造物による要因」に分類する。その手段は、

2 つの要因を組織上、構造上などにおいて複線化

(冗長化)することによる。例えば、高度を飛行す

る旅客機では事故が直ぐに人命と多大な被害に

繋がるため、飛行士の居眠り運転防止装置の設置

(人間による要因)や、片方のエンジンが壊れた場

合でも、もう片方だけで十分に飛行可能とする構

造(製造物による要因)が組み込まれている。設計

上、「人間による要因」を防ぐ概念として「フー

ル・プルーフ(fool proof)」、「製造物による要因」

を防ぐ概念として「フェイル・セイフ(fail safe)」

がある。 

概要は以上であるが、技術倫理の体系化はまだ

始まったばかり十分に議論の余地が残されてい

る。例えば、「製造物」が社会全体に多大な影響

を与えるようになったのが 20 世紀に入ってから

であり、事故事例が蓄積されていないこと、「製

造物」そのものの特性として 1 つ 1 つの事象(事

件)に特異な原因を排除できないことなどが挙げ

られる。後者は「個別事象の特異性を排除できな

いこと」が根拠である。例えば同じ製造過程で作

られたパソコン(製造物)数十台の中に、１台は初

期不良が混じるのを排除できないのである。 

しかし、福島原発事故の原因として各事故調査

報告書で指摘されているのは、上記の 2 点ではな

い。技術倫理で検討される設計上の問題などの事

故原因ではなく指摘されている「人災」に絞って

いきたい。 

数少ない「人災」の代表例であり、技術倫理で

最も有名な事故事例であるスペースシャトルチ

ャレンジャー事故を取り上げる。観点は、製造物

                                                 
9厚生労働省 「雪印乳業食中毒事件の原因究明調査結果につ

いて－低脂肪乳等による黄色ブドウ球菌エンテロトキシンＡ

型食中毒の原因について－（最終報告）」 

を作成する際に組織的原因が安全対策を蔑ろに

する点とする。1986 年 1 月 28 日にスペースシャ

トルが爆発する事故を受けて、チャレンジャー号

事故調査委会は「逸脱の日常化(normalization of 

deviance)」として組織的原因(organizational 

cause)」を事故原因の 1 つとして問題とした10。

さらに、「逸脱の日常化」は長年の組織的体質で

過去の事故でも拭い去れていない、とも指摘して

いる。本論ではこの観点から取り上げたい。 

他方、技術倫理では主に、技術者自身の問題と

して分析されている11。例えば、経営者と技術者

の信頼関係や発言のあり方、内部告発の是非など

などである。さらに、高分子有機材料は金属など

の材料に比べて御しがたくデータ不足であり材

料の問題としても分析されている12。 

製造物の事故原因は数々の原因に分解される。

単独の原因による事故発生は少なく、材料段階や

設計、製造、安全基準やその運用などにそれぞれ

原因が見られることが多い。本論ではチャレンジ

ャー事故調査委員会が指摘した「組織的原因」、

具体的には安全基準やその運用について焦点を

当てていきたい。繰り返しになるが、福島原子力

発電所の格納容器内に立ち入れず、福島原発事故

の原因が材料段階や設計、製造等において不明確

だからである。 

 

福島原発事故の組織的原因 

 

安全基準やその運用について、4 つの事故調査

報告書を見ていきたい。最も早く提出された民間

による『福島原発事故独立検証委員会 調査・報

告書』では、その冒頭から組織的原因について「な

れ合い体質を打破できる抜本的な法的・組織的改

革が行われない限り、原子力の安全性の確保は非

                                                 

10 Report of the PRESIDENTIAL COMMISSION on the 

Space Shuttle Challenger 

11 Charles E. Harris, Michael S. Pritchard, Michael J. 

Rabins  Engineering Ethics: Concepts and Cases 

12中尾政之 『失敗百選 ―41 の原因から未来の失敗を予測

する―』 5 高分子材料 90-93 頁 
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常に困難だと言えます」13と述べている。濃淡の

差はあれども、東京電力『福島原子力事故調査報

告書』14、東京電力福島原子力発電所における 事

故調査・検証委員会(内閣府)『最終報告』15、東

京電力福島原子力発電所事故調査委員会『国会事

故調 報告書』16でも組織的原因について触れて

いる。国会事故調査委員会は、独立性と国政調査

権に基づいた法的権限があり、かつ「組織的原因」

を幾つかの点で浮かび上がらせた。代表的な点を

以下に箇条書きする。ただし、事故直後の対応に

ついては、4 つの事故調査報告書の後で、新たに

資料(テレビ会議映像等)が提出され、さらなる検

討が必要と考え本論では取り扱わない。 

 

・電気事業者による耐震安全性評価の先送りし、

行政も黙認 

・津波による全電源喪失の認識しながらも先送

りし、行政も黙認 

・全交流電源喪失を考えなくてよい理由を電気

事業者に作文させたこと 

・国際的な安全基準無視を認識しながらも先送

りし、行政も黙認 

・9.11 以降の新たな対策の情報を行政内に留め

対策を取らなかったこと 

 

以上が「組織的原因」の具体的内容である。福

島原発事故以前から「組織的原因」を生み出す所

轄官庁、電力業界、政治家、地方自治体という主

な 4 者は「原子力ムラ」として指摘されてきた。

技術倫理の目的は、初期の事故予防と再発防止で

あり「原子力ムラ」を否定するではない。技術倫

理では「組織的要因」を考える場合に重要な 1 つ

の統計が出ている。 

                                                 
13福島原発事故独立検証委員会『福島原発事故独立検証委員

会 調査・検証報告書』7 頁 

14 東京電力株式会社『福島原子力事故調査報告書』 

15東京電力福島原子力発電所における 事故調査・検証委員

会『最終報告』 

16東京電力福島原子力発電所事故調査委員会『国会事故調 

報告書』 

組織の責任者が安全基準違反や不十分な事故

対策、あるいは事故発生などの失敗に気づいた時、

その失敗を隠し通せたら支出しなくて済む金額

(失敗利益額)と、失敗が隠し通せずに社会が罰と

して余分に課す金額(失敗損失額)を比較した統計

である17。縦軸に失敗損失額を、横軸に失敗利益

額を取り、左下から右上に斜め 45 度の線を引く。

この線の上に先ほどの比較した点が来る場合、失

敗損失額が失敗利益額を上回るので事故隠しは

経済的失敗に終わったことを意味する。線の下に

来れば、失敗隠しは経済的成功を意味する。 

支出しなくて済む金額(失敗利益額)とはリコー

ル費用や原材料費などであり、社会が罰として余

分に課す金額(失敗損失額)とは、株価の低下や不

買運動などである。中尾氏によれば失敗損失額が

失敗利益額を上回るのは民間企業の不祥事が多

く、100 倍以上、リコールでは 10 倍以上となる。

株価時価総額の減額が主な理由である。反対に、

失敗損失額が失敗利益額を下回る、つまり、「安

全基準違反や不十分な事故対策や事故発生を隠

した方が企業の利益になる」のは、公共性の高い

サービス、利用者の代替手段がない、の 2 つの条

件を満たす場合である。山陽新幹線トンネル落盤

事故や京福電車列車衝突事故(2001 年)や東京電

力トラブル隠しなどが挙げられている。 

電気事業者は鉄道事業者より公共性の高いサ

ービスを提供し、利用者の代替手段が少ない。鉄

道には自家用車やタクシー、長距離であれば飛行

機やバスが代替手段として存在する。しかし、電

気には代替手段が存在しない場合、例えば照明、

がある。以上から、電気事業者は事故や失敗など

を隠した方が経済的利益になる、という社会構造

を前提とした経済活動なのである。電源三法など

特権的な法律面、地域独占を認められ、公正取引

委員会から勧告の対象とならないなどの運用面

も加わる18。さらに、原子力発電は安全保障など

                                                 
17中尾政之 『失敗百選 ―41 の原因から未来の失敗を予測

する―』38-39 頁 

18 ただし、「東京電力株式会社に対する独占禁止法違反被疑

事件の処理について 平成２４年６月２２日 公正取引委員
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の軍事利用の側面もあり、失敗損失額が失敗利益

額をかなり上回っても数々の手厚い保護を受け

ている19。 

つまり、「現在の電力会社の体制、特に原子力

発電では、事故や失敗を隠した方が経営的に有益

である」と結論づけられる。失敗とは、安全基準

違反や不十分な事故対策などを指す。こうした社

会背景が、先ほど箇条書きした福島原発事故で指

摘された「組織的原因」が生み出されるのである。

次に、この社会背景についてカール・ポパーの議

論を検討したい。 

 

カール・ポパーの背景的知識と社会背景 

 

ポパーは科学的成長を知識の面で強調し、重要

な指摘を行っている。引用文中にある「背景的知

識」への疑いは、本論において大切な視点である。 

 

「ある問題を論じる間、われわれは、あらゆる

種類のことがらを(一時的にすぎないにせよ)問題

のないことがらとして受けいれるのがつねであ

る。その間、この特定の問題の議論にたいして、

それらのことがらは、わたくしが背景的知識とし

て呼ぶものを構成する。この背景的知識の諸部分

のうち、あらゆる文脈において絶対的に問題なし

として現れるものは、ほとんどない。・・・(中

略)・・・かれ(反証主義者ないし誤謬可能主義者)

は、それ(伝統的な知識)を試しにうけいれること

さえも危険であることを知っているし、そのあら

ゆる部分が、たとえ漸近的にしか批判できないに

しても、批判にたいして開かれていることを強調

するのである。」  

 

                                                    
会」として注意を受けている。 

19 この指摘は原子力委員会でも指摘されている。「有価証券

報告書を用いた火力・原子力発電のコスト評価（松尾雄司氏

資料）」 第 35 回原子力委員会定例会議 平成 23 年 9 月 13

日 5，6 頁 ：モデル計算ではなく実測値で計算すると発

電時だけでも原子力発電は火力発電よりも高額である、と大

島堅一氏が指摘したの論文 

「背景的知識」という指摘は、数々の事故調査

委員会の報告書で指摘され、最も求められた指摘

の 1 つである。それゆえ議論の先送りや黙認とい

う「背景的知識」への疑いを封殺する行動を戒め

る根拠となる。同時に先述したチャレンジャー事

故調査委員会の指摘と福島原発事故の 4 つの調

査委員会の指摘との共通点も描き出せる。 

日本機械学会や日本原子力学会などの倫理規

定では技術者の社会的責任として「公衆の福利

(安全、健康、福利など)」を求めている20。さら

に、公共性の高いサービスなどについて「高い倫

理が求められる」などの表現がなされているが、

具体的内容に乏しい。例えば、中尾氏は「国や公

共事業体は失敗しても損はしない。だからこそ公

共サービスのリーダは、noblesse oblige(高い身

分にともなう道義上の義務)のような使命感をも

って仕事にあたらなければならない」としている。

ポパーの「背景的知識」への疑いは、これを具体

化し充足する議論として適切である。 

さらに「背景的知識」の観点を理論全体に押し

広げたい。ポパーはアインシュタインへの反対論

争を事例にして、科学者の取るべき態度と実際上

の理論の選択問題を以下のように述べている。 

 

「 実 際 上 、 理 論 の 決 定 的 な 反 証 証 明

(conclusively disproved)は不可能である。なぜな

ら、反証実験の結果が信頼できないと主張したり、

反証実験の結果と理論との間に存在すると主張

される不一致が単なる形式上の違いであり、さら

に私たちの理解が深まることで解消できると主

張したりすることは、常に可能だからである。」21  

 

先ほどの「背景的知識」と重ね合わせて考える

と、「われわれは反証となるようなどんな経験も

拒否できる」という実際上の可能性を指摘してい

る。続けて、ポパーは以下のように述べる。 

                                                 
20 日本機械学会倫理規定 １．技術者としての社会的責任 

2007 年 原子力学会倫理規程 憲章 2．2009 年 

21 Karl R. Popper, THE LOGIC OF SCIENTIFIC 

DISCOVERY,50p 
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「もしあなた方が経験科学において厳密な証

明(あるいは厳密な反対証明)に執着するならば、

経験から決して利益を得ないであろうし、どんな

に錯誤をしていても学ぶことはないであろう」22 

 

技術倫理の目的は、初期の事故予防と再発防止

である。ポパーの指摘は、技術倫理の目的の 1 つ、

再発防止に対して重要な指摘である。なぜならば、

事故の原因を究明し私たちは事故に学ばなけれ

ばならないからである。事故の原因を究明し学ぶ

ことは自明の理ではない。チャレンジャー事故の

組織的原因の 1 つは「逸脱の日常化」であるが、

事故調査委員会の指摘通り過去の事故事例から

学べなかった結果なのである。社会背景の介入に

よって「組織的原因」は改善されずに、チャレン

ジャー事故という再発事故を引き起こしたので

ある。再発防止を目指す際、社会背景に目を向け

る「背景的知識」と「経験の拒否」は概念的足が

かりを提出する。 

事故原因の検証を進める前段階として「われわ

れは反証となるどのような経験も拒否できる」可

能性を予め勘案しておく必要が出てくる。福島原

発事故では、本論で指摘してきた国際政治や安全

保障など社会背景の介入によって「経験の拒否」

の可能性を予め勘案しておかなければならない 

この点について福島原発事故以前の事例を挙

げたい。原子力発電所では JCO 東海村ウラン加

工施設における臨界事故(1999 年)があり、高速増

殖炉もんじゅでの数々の事故、美浜発電所におけ

る蒸気噴出事故(2004 年)が連続して起こってい

る。JCO の臨界事故では現場の作業チームに事

故原因があるとし、組織的原因として社会背景へ

の疑いの目はむけられなかった。他の事故でも単

に「製造物による要因」など技術的要因に還元さ

れ、事故の経験を生かすことはなかった。それら

を見事に明示したのが『国会事故調 報告書』の

指摘である。数々の原発関係の事故がありながら、

                                                 
22 同上書,50p 

社会背景の介入によって「人災」の側面には目を

向けずに福島原発事故に帰着したのである。これ

は事故以前の事例から学べなかった結果であり、

ポパーの議論の重要性がある、と考える。 

原子力発電は国際政治や国内政治や安全保障

など数々の社会背景を抱えており、技術倫理の統

計から高い公共サービスに分類され、事故や失敗

を隠す方が経済的利得を生む構造になっている。

ポパーが語るようにこれらの社会背景に目を向

け、「われわれは反証となるどのような経験も拒

否できる」可能性を予め勘案しておく必要が、原

子力発電においてより一層ある23。そして何より

も現在進行中の福島原発事故災害を事故事例と

して検討を続ける際に、極めて重要である。 

 

まとめ 

 

本論の問題意識は、技術倫理の目的「初期の事

故予防と再発防止」を如何なる方法で実現しうる

かである。この視点から考察すると、福島原子力

事故は過去の事故事例から学べなかった点、安全

基準と事故対策の不十分さが浮かび上がる。4 つ

の事故調査委員会の調査報告書は、濃淡はあるに

せよ安全基準と事故対策の不十分さを生み出し

た「組織的原因」を指摘している。 

「組織的原因」を生み出す際、社会背景に疑い

の目を向け、批判に開かれなければならない、と

いうポパーの視座は有用である。さらに過去の事

故事例から学ばない可能性を私たちに指し示す

点も極めて有用である。なぜなら、原子力発電は、

国際政治や軍事利用や国内政治、公共サービスで

あり独占事業体制や法整備に国策援助など特異

な社会背景を有し、事故事例から学ばないという

「経験の拒否」が容易に生じやすい環境にあるか

らである。 

                                                 
23「高度で複雑な製造物になればなるほど、法整備や事業体

や運用面など社会背景の介入の可能性が高くなるという製造

物の特性」 を勘案すれば、一層、常に誤りうる可能性に目を

向けさせる必要性が出てくる。 



 

48 

技術倫理から観ると福島原発事故は特別な事

故ではない。前段階として幾つかの事故があり、

その教訓を生かせなかった過去の例があるから

である。同時に、ポパーの議論を基に福島原発事

故を特別視せずに、今後の初期事故予防と再発防

止の教訓を引き出せるからである。それが本論の

問題意識であり、今後の展開につなげたい。 

以上が、「技術倫理へのカール・ポパーの試み 

―福島原子力事故を念頭に―」である。 
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＜＜連載＞＞ 

対話によるポパー入門(4) 

蔭山泰之 

 

登場人物 

雄太：大学を卒業して某電機メーカーに勤務す

る会社員。慶介の大学時代からの親友。 

慶介：某大学大学院生。カール･ポパーを中心

に科学哲学を研究している。雄太の大学時代から

の相談相手。 

 

第４回 反証主義の試練（上） 

 

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにて 

慶介「イギリスに戻ったポパーは、ロンドン・

スクール・オブ・エコノミクス、略してＬＳＥで

科学方法論と論理学の講座を担当することにな

ったんだ」 

雄太「それって、ポパーのお得意の分野だね」 

慶介「ポパーは、すでに戦前からヨーロッパの

なん人かの著名な学者たちと交流があったんだ

けど、ヨーロッパの思想界に本格的に参画するよ

うになったのは、このＬＳＥに職を得てからって

いってもいいだろう」 
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雄太「一九四六年っていったよね。たしか一九

〇二年生まれだから、ポパーはもう四四才になっ

てたのか……」 

慶介「うん、でもポパーはこのときから、それ

以前にもましてたくさんの仕事をするようにな

ったんだ」 

雄太「水を得た魚のようだね」 

慶介「そうなんだけど、でもポパーはなんか違

うなって感じてたみたいなんだ」 

雄太「なんか違うって……なにが？」 

慶介「当時のイギリスでは言語分析っていうの

がはやってた。ことばの意味を分析することで、

いろんな問題を解決しようっていう考え方さ。こ

れはさっき話した論理実証主義の影響によるん

だけど、たとえば、『Ｘは善い』っていう文は事

実を表わしていないので、真でも偽でもないから、

ほんとうの文とはいえない。だから善悪の問題は

ないんだとかね」 

雄太「やけに簡単に片づいちまったな……」 

慶介「でも、ポパーはこういう言語分析が嫌い

だった。ことばなんかよりも現実の世界の方が重

要だって思ってたんだ。けれどそうかといって、

宇宙の根元は精神であるなんていう形而上学も

まっぴらだった。もっと現実に目を向けたかった

んだ」 

雄太「そうだよね、ニュージーランドじゃ、さ

し迫った政治とか社会の問題にあれだけエネル

ギーを使ったんだからね」 

 

ポパー伝説 

慶介「でもポパーを一番当惑させたのは、やっ

ぱり、『探求の論理』で展開した反証主義の考え

方が、イギリスでも必ずしも正しく理解されてな

かったってことだろう」 

雄太「ちゃんと理解されてなかったのか？」 

慶介「うん、これはさっきもいったように、ポ

パーが論理実証主義の人たちと親しくつき合っ

てたんで、その一員のように見られてしまったっ

てことにもよる。たとえば、論理実証主義者は、

意味の規準として実証可能性ってことを唱えて

たよね」 

雄太「えーと、そうだったっけ……」 

慶介「でも実証可能性の規準は、たとえば『す

べてのカラスは黒い』っていうかたちの普遍文が

実証し尽くせないからダメになったって話した

よね」 

雄太「なんとなく思い出してきたよ」 

慶介「でもこの普遍文は、たとえば黒くないカ

ラスが一羽でも見つかれば反証されるよね。とす

ると、反証可能性はまるで実証可能性がやり尽く

せなかったことをやり尽くしているようにも見

える。つまり、実証可能性にまつわる問題を解決

しているようにも見えるってことなんだ」 

雄太「うん、うん、そう見える」 

慶介「だから、ポパーの反証可能性の規準は、

実証可能性の規準の代案だと思われちゃったん

だ。ってことは、反証可能性の規準は、ある文に

意味があるかないかを判断する規準だって思わ

れちゃったことになる」 

雄太「えーと、たしか反証可能性って、ある理

論が科学的かそうじゃないかの規準じゃなかっ

たっけ？」 

慶介「そうだよ、でも論理実証主義の色メガネ

を通して理解されちゃったんで、ポパーは新しい

意味の規準を提案したんだって思われたんだ。こ

れは、ポパー伝説って呼ばれてて、いまでもとき

どき見かけることがある」 

雄太「ふーん。でも、意味の規準って見られち

ゃダメなのか？」 

慶介「うん、たしかにカルナップも、大した違

いはないんだからそんなに目くじらたてなさん

ななんていってたけど……。でもさっきもいった

ように、ポパーは意味分析なんか嫌いだった。嫌

いなものといっしょにされたんで頭にきたんだ

ろうけど、ポパーはたとえ反証可能性の規準に合

わないものでも、無意味だなんていって排除する

気はさらさらなかったんだよ。もともとのもくろ

みからして違うからね」 
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雄太「ふーん、もくろみが違うねぇ……。そう

いやそうだったよな」 

 

ポストスクリプト 

慶介「こういうふうに誤解されてしまったのは、

ひとつには『探求の論理』がもともとポパーの母

国語のドイツ語で書かれてたってことにもよる

んだ」 

雄太「ははーん。だからだれもそれをちゃんと

読まないで、聞きかじりだけでわかった気になっ

ちゃったんだな。それって、オレもよくやるけど」 

慶介「しかも第二次大戦の混乱もあったし……。

それでポパーは、『探求の論理』を英訳しようっ

て決心したんだ。ちなみに『開かれた社会とその

敵』は最初から英語で書いたから、イギリスでは

かなり歓迎されたらしいけどね」 

雄太「自分で自分の本を訳すってわけね」 

慶介「もちろん人にも手伝ってもらったけど…

…。でもそれと同時に、これまでの誤解を払拭す

るために、一九五〇年代に入ってからポパーは

『探求の論理』の続編を書きはじめた」 

雄太「また書いたのか」 

慶介「でも、書いているうちにその原稿はどん

どんふくらんできちゃったらしいよ。そしてもっ

と悪いことに、このころポパーは網膜剥離になっ

てしまったんだよ」 

雄太「うわっ、それってちょーヤバイじゃん！」 

慶介「さいわい、手術が成功してポパーはまた

眼が見えるようになったんだけど、でもそんなこ

んなのどさくさで、その続編の膨大な原稿は放っ

とかれてしまったんだよ」 

雄太「なんかもったいないなあ……」 

慶介「結局、ポパーの弟子のバートリーって人

が編集して、一九八二年と八三年に三巻に分けら

れてようやく出版されたんだ。ついでにいうと、

一九七九年には、『探求の論理』を出版するとき

に切りつめた原稿が『認識論の二大根本問題』と

して出版されている」 

雄太「ずいぶんあとになったんだなあ……」 

慶介「うん、でもこの続編の原稿は『ポストス

クリプト』って呼ばれて、ポパーの親しい仲間や

学生たちには早くから読まれていたらしいんだ。

この『ポストスクリプト』では、ポパーの反証主

義に対する誤解や批判に対して、じつに詳細な議

論が展開されているんだ」 

雄太「ふーん。それで、その反証主義に対する

批判ってどんなもんがあるんだ？ 興味あるな、

聞かせてくれよ」 

 

「白いカラスがいる」 

慶介「そうだな、それじゃ手近かなところから

はじめてみようか……。さっき実証可能性の規準

は、『すべてのカラスは黒い』っていう普遍文が

実証し尽くせないからダメになったけど、この文

は反証可能だっていったよね。じゃあ、たとえば

『白いカラスがいる』ってのはどうかな？ 実証

可能かな、反証可能かな？」 

雄太「えーっと、白いカラスが一羽でも見つか

れば、この文は実証されたことになるよね。だか

ら実証可能だ。それでつぎに、これを反証しよう

と思ったら……」 

慶介「この文もさっきの普遍文とおなじくなん

の限定もないから、これを反証しようと思ったら、

全宇宙を過去から未来にわたってすべてくまな

く調べ尽くして、そんなカラスはいないってこと

を示さなきゃならないんだ」 

雄太「でもそんなのできっこないよ。とすると、

この文は反証不可能ってわけか……」 

慶介「そうなんだ。これは、なにかがあるって

ことを主張してるから存在文っていうんだけど、

存在文は反証できないんだ」 

雄太「いやー、えらく簡単に見つかっちまった

な、反証できない文が。でも、このなにかがある

っていう文は、ごくごくふつうのどこにでもある

文だよね。当然、科学のなかでも出てくるだろう

し……。だとすると、こういう文は反証可能じゃ

ないから、科学からしめ出されちゃうってことに

なるのかな？」 
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慶介「まあ、そういうことだね。ポパーはそう

いってるよ」 

雄太「ありゃ、それって開きなおりじゃん……」 

慶介「うん、一見すると存在文を科学からしめ

出すポパーの考え方は、普遍文を意味のある文か

らしめ出したシュリックの考え方ととても似て

るように見えるかもしれないな」 

雄太「そうそう、そのシュリックの開きなおり

とおんなじじゃないか……」 

慶介「でもね、よく考えてみてよ。ほんとうに

そんなかたちの存在文は、科学の知識のなかに出

てくるのかな？」 

雄太「出てくるのかなって……、出てくるに決

まってるじゃないか。科学ではこれまで知られて

なかった惑星とか、目に見えない原子とかがある

っていって進歩してきたんだから」 

慶介「たしかにそうだよね。でも、それはたん

に『惑星がある』とか『原子がある』とか、なん

の限定もなしにただいわれただけなんだろう

か？」 

雄太「どういうこと？」 

 

限定された存在文 

慶介「たとえばある惑星が存在するって主張し

た科学者は、それはどんな星で、どこをどうやっ

て探せば見つかるかも必ずいうはずだよね。原子

についてもおんなじだよ。もしそういうことをい

っさいいわないで、ただ、『惑星があるんだー

っ！』なんていい放つだけだったら、そんな発言

なんかだれからも相手にされないよね」 

雄太「そりゃそうだろう。自分だけわかってて

もしょうがないからね」 

慶介「だとしたら、いつどこに望遠鏡を向けれ

ば、その惑星が見つかるかはっきりするんだから、

実際に観測してテストしてみることができるよ

ね。そして、もしその限定された時間と空間に、

あるって主張されていた惑星が見つからなかっ

たら、その存在文は……」 

雄太「ああなるほど、反証されたってことにな

るわけか」 

慶介「そういうことだね。むしろ科学が進歩す

ればするほど、測定技術なんかが進歩して、そう

いう存在文の内容に対する限定はますますふえ

てくる。たとえば原子の大きさはこのサイズで、

それがこういう構造をもってるかとかね。つまり、

内容がふえてくるってわけだ。そして中身、内容

がふえてくるってことは、それだけ反証される可

能性が高くなってくるってことだったよね」 

雄太「すると、科学に出てくる存在文はみんな

そういう限定がついたものだから、反証可能って

ことなのか？」 

慶介「そういうことだよ。ただ、どんな病気で

も治せる特効薬がなにかどこかにきっとあるは

ずだとか考えて、がんばってる科学者なんかはい

るよね。でも、これはこのままではなんの限定も

ない存在文だから科学的じゃない」 

雄太「やっぱりそういうのあるじゃないか！」 

慶介「でも、たしかにポパーはこういうのは科

学的じゃないっていうけど、べつに無意味だなん

ていってない。大事なことは、そういう特効薬が

なにかどこかにあるはずだっていってるだけで

満足するんじゃなくて、ほんとうにそういう特効

薬を見つけだそうって努力するかどうかなんだ

よ」 

雄太「うーん……。たしかに、そういうのがな

んかあるはずだっていってるだけじゃなにもは

じまらないよな……」 

慶介「それでいったん探しはじめたら、もうそ

の特効薬についての存在文は限定されはじめて

反証可能になってくるんだ。だから、反証可能性

の規準は、なんかあるはずだっていってるだけじ

ゃ科学じゃないから、ほんとうにそれを見つける

努力をすべきなんだっていってるようなもんだ

よ」 

雄太「なるほどね。そういうことなのか……」 

 

反証逃れ 
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慶介「つぎによくある批判はこういうもんだ。

たとえ『すべてのカラスは黒い』っていう普遍文

が反証可能だったとして、白いカラスが見つかっ

たとしても、そんな反証を逃れる手だてはいくら

でもあるっていう批判だ。たとえば、見つかった

白いカラスはじつはカラスじゃないっていい張

ることもできるだろうし、ほんとうは黒なのに双

眼鏡がおかしくて白っぽく見えただけだなんて

ね。だから、反証なんて逃れようと思えばいくら

でも逃れられるんだから、理論を絶対確実に反証

し尽くすことなんかできないっていう批判さ」 

雄太「ふーん。そりゃ、反証されてないってい

ういい訳なんて、考えだそうと思えばなんでも考

えられそうだよな」 

慶介「そうだよ。この反証が絶対確実じゃない

ってことはポパーも認めている。だから反証の価

値を引き出すためには、たんに理論が反証可能な

かたちになっているだけじゃたりないんだ。そこ

でポパーは、反証に直面して、こそくな手段で反

証逃れをしてはいけないっていう方法論的規則

を立てたんだよ」 

雄太「っていうことは、反証可能性って理論だ

けじゃなくて、それを主張する人にも関係してく

るってわけ？」 

慶介「まあ、そういうことになるね。じつは理

論の方だってほんとうはひとりでに反証可能に

なるわけじゃなくって、これを反証可能にしよう

とする人の努力の結果なんだけどね。もっとも、

この方法論的規則の意味は誤解されて、あとにな

ってずいぶん攻撃されたんだけど、そのことはま

たあとで話するよ」 

雄太「でも、なんで反証逃れをやっちゃいけな

いんだったっけ？」 

慶介「うん、いい質問だね。このことは、まえ

にも話した理論の中身と関係してくるんだけど。

この点はもうひとつべつの批判とからめて説明

しよう」 

 

確率文 

雄太「もうひとつべつの批判って？」 

慶介「それはね、確率文は反証できないってい

う批判さ。たとえば、さっきサイコロの話をした

よね。なんにも細工されてないサイコロだったら、

どの目もおなじく１－６の確率で出るはずだよ

ね」 

雄太「そうだった、そうだった」 

慶介「それで、このサイコロはふつうのサイコ

ロだっていう仮説を立てて、これを二回ふったら、

たとえば六の目がつづけてでたとする。そしたら、

この仮説は反証されたっていえるかな？」 

雄太「サイコロの目は偶然で決まるんだから、

六回振ってきっちり一から六まで出るなんてこ

とはあんまりないだろう。だから、ある目がつづ

けてでたからっていって偶然そうなることもあ

るんだから、そのサイコロは細工されてるって考

えるのは早合点だろうよ」 

慶介「うん、ボクもそう思うよ。つまり、さっ

きの仮説は反証されないんだよね。それじゃ、つ

ぎの三回目も六の目がでたら……」 

雄太「うーん、かなり疑わしくなるけど、やっ

ぱりまだ反証されないだろうな」 

慶介「それじゃ、百回振ってぜんぶ六の目が出

たら？」 

雄太「そりゃもう、そのサイコロはあきらかに

ふつうじゃないよね」 

慶介「ってことは、さっきの仮説は反証された

ってことだね。でも、二、三回じゃ反証されなく

って、百回だと反証される。そうすると、このサ

イコロはふつうだっていう仮説が反証されるか

されないかの境界線はどこにあるんだろう？」 

雄太「さあ……」 

慶介「はっきりいうと、論理的に考えるかぎり

そんな境界線なんかないんだよ。ある目がつづけ

て出る確率は、その目が出る確率をかけていけば

よかったよね。だから、六の目がつづけて出る確

率は１－６かける１－６で１－36、三回つづけて

出る確率は、これにまた１－６をかけて１－216

だ」 
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雄太「だいぶ小さい値だね」 

慶介「たしかに小さい値だけど、でも０じゃな

い。この意味では１－６を一〇〇回かけても、ず

いぶん０に近くなるけど、でも決して０にはなら

ない。確率が０じゃないってことはそういうこと

もありうるってことだよ」 

雄太「そりゃたしかにそうなんだけど……」 

慶介「だから厳密に考えると確率文は、確率０

っていわないかぎり出来事をなにも禁止してな

いんだ。で、禁止してない以上、確率文は反証可

能とはいえないんだ」 

雄太「なるほど……。たしかに厳密に考えると

そうかもしれないけど、でもさ、六の目が百回で

つづけたのに、これはふつうのサイコロですなん

ていい張ったら、おまえアホかっていわれるのが

おちだよ」 

 

方法論的規則の意味 

慶介「そうそう、まさにそれなんだよ、ポパー

の方法論的規則がいってるのは。理論を反証可能

にする目的のひとつは、中身のある発言をするっ

てことだったよね。たとえば、『明日は雨が降る

か降らないかだ』なんていうんじゃなくて『明日

の何時から何時までどこどこで雨が降る』ってい

った方が、反証される可能性が高くなるかわりに、

実際に役に立つ中身のある発言になるんだった

よね」 

雄太「そうだった、そうだった……」 

慶介「サイコロについての仮説も、おんなじ目

が二、三回つづけて出ても大丈夫だろうけど、そ

のおんなじ目がどんどんでつづけているのに、そ

れでもまだまだ大丈夫なんていい張ってると、知

らないあいだにどんどん中身がなくなっていっ

てしまうんだよ。そしてあげくのはてには、アホ

かっていわれておしまいになる」 

雄太「いってることはわかったよ。でも、それ

じゃ論理的に反証できない確率文はどうすれば

いいんだよ？」 

慶介「確率文にも中身をもたせようと思ったら、

やっぱりどこから反証されるかっていう境界線

を引く必要があるだろうね。たとえば、おんなじ

目が四回つづけて出るまでは許すけど、五回つづ

けてでたら、サイコロに細工はないっていう仮説

は反証されたって考えるわけだ。実際、統計学で

もおんなじような考え方が採用されてるんだよ」 

雄太「なるほどね、でもその境界線は論理的に

絶対的なもんじゃないんだろ？」 

慶介「そう、論理的な根拠はない。この境界線

は方法論的規則で立てられるもんなんだ。だから、

この線はべつに固定されてるわけじゃない。状況

がきびしくなって、もっと正確に判断しなきゃな

らなくなったら、おんなじ目が六回つづけてでた

ら反証されたって考えるかもしれないし、七回か

もしれない。だから状況に応じて変わるかもしれ

ないけど、でもどっちにしても、こういう規則は

必要なんだよ」 

雄太「ふーん、中身を空っぽにしたくなかった

ら、規則を立てて反証可能にしろってことか」 

 

科学的発見の論理 

慶介「ところで、いままで話してきたような反

証主義に対する批判は、じつはポパーは『探求の

論理』を書いたときからすでに予想していたんだ。

だから、この本のなかでこうした批判にはぜんぶ

答えているんだよ」 

雄太「ちゃんと答えてることで批判されたら、

よく読めっていいたくなるだろうな……」 

慶介「さっきもいったけど、こうしたことは『探

求の論理』が英語で読めないからだってポパーは

考えて、この本を英訳した。それが一九五九年に

出版された『科学的発見の論理』っていう本にな

ったんだ」 

雄太「タイトルが変わったね」 

慶介「よくあることさ。さっきもいったけど、

ポパーは理論や仮説を思いつくのはどっからで

もかまわないっていう考えだから、どこからどう

やって理論を発見するかなんて問題は扱ってな
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い。なのに『科学的発見の論理』なんてタイトル

は誤解を招くんじゃないかってときどきいわれ

ることがある」 

雄太「そうだな……、このタイトルだけ見たら、

科学理論を正しく発見するためのノウハウが書

いてあるような気がするよ」 

慶介「でもボクは、反証主義を論じたこの本に

はほんとうに発見のことが書かれてると思うよ。

っていうのもね、反証ってのは予想外のことだろ。

予想外のことに出くわして、いままで見えなかっ

たものが見えるようになるってことは、よくある

ことだからね。いままであたりまえだって思って

たことが否定されて、そこから思いもかけない新

しい世界がひらけてくるってな感じかな……」 

雄太「そういうのって、あるある。健全な組織

だって思われてたのに、ちょっとした不祥事から

腐敗した組織の実体があかるみになるとかさ…

…」 

慶介「まあ、そういう俗っぽい話じゃなくても、

たとえば二〇世紀の物理学を飾った相対性理論

にしても、量子力学にしても、それまであたりま

えだって思われてたことが否定されたところか

らはじまったんだよ。このあたりまえの否定も広

い意味での反証だって考えれば、反証は科学的大

発見をもたらすかもしれない宝だっていっても

いいかもしれない」 

雄太「そんなにすごいもんか……、反証って」 

 

安泰か発見か 

慶介「ボクはそうだと思うよ。だからさっき話

したみたいに、ポパーがほんとうにしつこいくら

いに実証主義者たちの確証とか証拠集めを批判

したのは、じつはこのことと関係があるんだよ。

確証とか証拠なんか見てても、なにも新しいこと

は出てこないからね。むしろ、そういう証拠ばっ

かり見ようとしてたら、大発見につながるかもし

れないことも見のがしてしまう可能性もあるっ

てことさ」 

雄太「それって、見れども見えずっていうやつ

かな？」 

慶介「そうだね。ポパーが皮肉ったアドラーの

態度なんかそうだよね。ポパーの問いかけに対し

て『もう千回も経験してるからね』っていったア

ドラーのことばの裏には、『もう私が知らない症

例なんかないはずだ』っていうような思い込みが

見え隠れしてるよね」 

雄太「知らないことはないとすれば、新発見な

んかないからな」 

慶介「そうだろうね」 

雄太「さっき慶介が話してくれたと思うけど、

反証を見さえしなきゃ世のなか証拠ばっかりな

んだから、安泰でいられるってわけか」 

慶介「そうそう、まさにそういうこと。安心し

たきゃ確証ばっかり追い求めてりゃいいんだよ。

確証っていうのは、まえにすでに起こったことの

たんなる繰り返しだよね。まえに起こったこと、

まえに見たこととおんなじことを探しておんな

じことをやる。それでうまくいってるって思い込

めりゃ、たしかに安泰だろうよ」 

雄太「でもさ、そういう態度って社会的には前

例主義っていうんじゃないの？ 安泰を求める

から危険をさけて、前例のないことをやらなくな

るっていうあれだよ」 

慶介「なかなかうまいこというね。反証ってい

うものは理論にとって危険なものだから、こうし

た反証をさけて、安心できる確証ばかりを追い求

めようとする態度は、たしかに前例主義っていえ

るかもしれないね」 

雄太「そうだろう。それに、前例主義の弊害が

組織を硬直化させて沈滞させるっていうのと、確

証を追っかける帰納主義が科学的発見のチャン

スをつぶして、科学の発展を沈滞させるっていう

点もおんなじだろう」 

慶介「なるほどね。そこまでいうってことは、

雄太もポパーの真意を理解してくれてるってこ

となんだよ」 
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大言壮語に抗して 

雄太「ところで、『科学的発見の論理』を出版

してから、ポパーはどうなったんだい？」 

慶介「ポパーは、『科学的発見の論理』の反響

は『探求の論理』ほどじゃなかったっていってる

けど、でもこのころまでにポパーの名前はかなり

知られるようになっていて、影響力のある思想家

になっていたんだ。いろんな賞を受賞するように

なって、一九六五年にはナイトの称号まで授けら

れてる」 

雄太「へえー、それってビートルズとおんなじ

じゃん」 

慶介「まあね……、そしてまた、いろんな会合

にでかけていって、いろんな講演をしたり、ほか

の思想家たちといろんな論争をしたりするよう

になった」 

雄太「いろいろと忙しくなったんだね。それで

その論争って？」 

慶介「そうだな、このころのポパーの論争でお

もなものは、やっぱりアドルノたちとの実証主義

論争と、クーンたちとのパラダイム論争だろう

な」 

雄太「アドルノって？」 

慶介「ドイツの哲学者だよ。フランクフルト学

派っていう社会哲学者の集団に属してた。ポパー

はこのアドルノと一九六一年にドイツの社会学

会で対決することになった」 

雄太「それが実証主義論争ってやつ？ アドル

ノは実証主義者だったの？」 

慶介「違うんだ。この論争で実証主義者にされ

たのは、じつはポパーの方だったんだ」 

雄太「えーっ！だってポパーはあんなに論理実

証主義を批判してたじゃないか」 

慶介「そうだよね、ポパーの本を読めば実証主

義者じゃないことはすぐにわかるよね。でも、や

っぱり論理実証主義者たちと交流があったから

そう思われちゃったんじゃないかな」 

雄太「ふーん、それで実証主義論争ってどんな

論争だったんだ？」 

慶介「はっきりいって、ほとんど実りのない論

争だったらしい。少なくともボクはアドルノのい

ってることがよくわかんなかったんだ。だいたい、

ポパーを実証主義者に仕立ててるんだから、そこ

からして間違っているよね。実際、ポパーとアド

ルノの対決はその場かぎりで、そのあとは、ポパ

ー側はアルバートっていう人が引き継いで、アド

ルノ側はハバーマスって人が引き継いで論争が

つづいたんだけど、結局、お互いに自分たちの立

場を主張し合うだけで平行線で終わってしまっ

たらしい……」 

雄太「ポパーは論争をやめちゃったのか？」 

慶介「うん、やめちゃった。それであとになっ

てポパーは、どうしてフランクフルト学派の人た

ちと論争しないのかっていう手紙をある人から

受け取ったんだ。それでポパーはその理由を述べ

た返事を書いた。その手紙はあとになって出版さ

れたんだけどね」 

雄太「それでなんで論争しなかったんだよ？」 

慶介「それはね、ポパーにいわせると、フラン

クフルト学派の人たちは中身のないことをわざ

と難解なことばで覆い隠して、さも深遠なことを

いっているように見せかけてるだけだから、論争

するに値しないっていうことらしいよ」 

雄太「なかなか手きびしいね。でも、哲学って

たしかにそういう部分あるよな……」 

慶介「それで、ポパーはその手紙のなかで、わ

ざわざフランクフルト学派の文章を書きかえて、

連中の文章がいかに簡単に表わせるかってこと

を示してるんだよ。たとえば、アドルノは『社会

的総体性は、それによって総括されているもの―

―この諸要素から社会的総体性そのものが成立

している――を離れてその上部に固有の生を営

んでいるものではない』なんていい方をする」 

雄太「そうたいせい？ こゆうのせい？ うー

ん、頭が痛くなってくる………」 

慶介「でもポパーはこれを、要するに『社会は

さまざまな社会的関係から成り立っている』って

ことがいいたいんだろって、書きかえている」 
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雄太「へぇー、あっけないね。なんか痛快って

感じ……。でも、たったこれだけのことをいうの

に、そうたいせい
、、、、、、

とかこゆうのせい
、、、、、、

とかいわなき

ゃならないのかなね……」 

慶介「ポパーはフランクフルト学派だけじゃな

くって、こうやって大言壮語を使って教えを垂れ

るような態度をとる大哲学者気取りの連中をほ

んとうに毛ぎらいしてるんだよ」 

雄太「オレなんか、ポパーのその気持ち、よく

わかるなあ」 

慶介「だから、ポパーは自分の考えをできるだ

けわかりやすく表現しようとする。ポパーは自分

の本を編集していた弟子のナッターノに対して、

内容が変わらなければ自分の文章をわかりやす

く書きなおしてもいいっていうようなことさえ

いってるんだ」 

雄太「すげーな、ポパーはそこまで許すんだ」 

慶介「これほどポパーって人は、わかりやすさ

ってことを大事にする。でも逆に、わかりやすす

ぎてポパーのいうことは底が浅いっていう人も

いるんだ」 

雄太「でもわからなかったら、なんにもならな

いじゃん。お経じゃないんだから……。どうせお

おげさな連中だってポパーにいわせりゃ中身な

しなんだろ。おんなじ中身なしと底浅だったら、

オレはわかりやすい方がいいけどな……」 

 

パラダイム 

慶介「でも、ポパーがフランクフルト学派と論

争しなかったのには、じつはいま話した以外のべ

つの理由もあったんだ……」 

雄太「べつの理由？」 

慶介「それはね、もうひとつのパラダイム論争

のことだよ。ポパーにとっては、実証主義論争な

んかより、こっちの論争の方がよっぽど大事だっ

たんだ。それでこっちの方に全力を傾けたってわ

けなんだよ」 

雄太「ふーん……、そういやあ、そのパラダイ

ムってことばよく聞くよなあ……」 

慶介「そうだよね、このことばはいまではいろ

んなところで使われるようになってるよね。パラ

ダイムってことばは、もともと模範とか範例って

ことを意味してたんだけど……。でも、いまはや

っている意味で使ったのは科学史家のトーマ

ス・クーンっていう人なんだ。クーンは一九六二

年に出版された『科学革命の構造』っていう本の

なかでパラダイムっていうことばを使ったんだ

よ」 

雄太「ふーん、それでポパーはこのクーンと論

争したってわけだね」 

慶介「そう、それでこっちの方は、ポパーが重

視したように内容のある論争になったんだ。でも、

論争の中身を理解するには、クーンがどういうこ

とを主張したかをちょっと説明しておかなきゃ

ならないな」 

雄太「それじゃ説明してくれよ、クーンのこと

……」 

慶介「クーンは『科学革命の構造』のなかで、

だいたいこういうことをいったんだ。現代の科学

は、むかしと違って大学とか研究所なんかで科学

者の集団で営まれていて、そこには必ずお手本が

ある。このお手本がパラダイムなんだけど、科学

者たちはこのパラダイムが与えてくれる問題を、

パラダイムがお手本で示すとおりに解決してい

く。その解き方がジグソーパズルの遊びに似てる

んで、クーンはこれをパズル解きって呼んだんだ。

そして、こんなふうにパラダイムをお手本にしな

がらパズル解きをやっていく科学活動を、通常科

学って呼んでるんだ」 

雄太「通常科学っていうからには、クーンはこ

れがふつうの科学だって考えてるわけ？」 

慶介「そういうことだね。たとえばいったんニ

ュートンの物理学が確立されると、これがパラダ

イムになってこの理論でどういう問題が解ける

かが与えられる。そして、その問題の解き方もニ

ュートン物理学からわかるから、科学者はふつう

そういうパズルをこつこつと解いていくってわ

けだよ」 
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雄太「でも、通常っていうからには通常じゃな

い科学もあるのかな？」 

慶介「そう、あるんだ。そしてここからさきの

話は、クーンがよくもてはやされた部分なんだ。

科学者たちはいつもパラダイムのもとでパズル

を解いているんだけど、たまに解けないパズルが

出てくる。でもそれがあんまり多くないうちは変

則事例っていわれていて、パラダイムにとっての

例外なんだけどあまり重視されない。でもそうい

う変則事例がだんだん積み重なってくると、これ

がパラダイムにとってボディブローみたいに効

いてくる。こうして通常科学はだんだんと異常事

態に陥って、異常科学になる。そうすると……」 

雄太「そうすると、やがては……」 

慶介「やがては、そのパラダイムは倒れてしま

うんだ。でもクーンによれば、パラダイムは変則

事例だけじゃ倒れないでもちこたえている」 

雄太「それじゃいつ倒れるんだよ、パラダイム

は？」 

慶介「ほかにライバルになるようなべつのパラ

ダイムが出てきたときさ。そっちの方が元気がよ

くって、見込みがありそうだってことになると、

そういうパラダイムが古いのを倒しちゃうわけ

なんだ」 

雄太「それじゃ、そのパラダイムは古いパラダ

イムにとって問題だった変則事例をみんなうま

く解決して、自分の方が優れているってことを示

すんだな」 

慶介「いや、必ずしもそうじゃないんだ。むし

ろクーンは、どれが一番優れたパラダイムかを示

す共通の尺度なんかないって考えてるんだよ。だ

から、たとえば地球は動いているって考えている

現代科学のパラダイムと、地球は静止してるって

考えてた中世のパラダイムでは、そもそも宇宙の

見方からして根本から違ってるんだから、どっち

が優れてるかなんて一概に決められないってい

うんだ。この共通の尺度がないってことを、クー

ンはパラダイムの共約不可能性って呼んでるん

だよ」 

雄太「でもさ、どっちが優れているか示せない

んだったら、どうして一方が勝って、もう一方が

負けるんだよ？」 

慶介「うん、ここはクーンがよく批判された部

分なんだけどね……。それは改宗みたいな感じで、

科学者たちが一方のパラダイムから他方のパラ

ダイムへ雪崩をうって乗り換えちゃうっていう

ことなんだよ」 

雄太「なんだい、それじゃあ科学は宗教とおん

なじなのかよ」 

慶介「クーンはそこまではいってないんだけど

……。でもクーンのこうした考え方からうーんと

さきまでいっちゃって、科学も宗教も変わりない

んだって言い切った人もいた。ファイヤアーベン

トっていう人なんだけどね」 

雄太「それって大胆な発言じゃん」 

<次回へつづく> 
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『批判的合理主義：再定式と擁護』1 

                                                 
1 David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and 

Defence, Open Court, 1994, Chapter 2: Popper’s Solution 

of the Problem of Induction. All right reserved by David 

Miller. 
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第三章「よき理由への批判」（2） 

 

小河原 誠 訳 

 

3.4 よき理由の使用不可能性 
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私の第 2 のテーゼは、よき理由というものがか

りに獲得されたとしたところで、それはどんな目

的にも役立たないだろうということである。これ

は、おそらく、十全理由についてはまったく正し

いというわけではないであろう。というのも、も

しわれわれが実際に言明 h の真なることを、なん

ら疑いの余地なく確立できたなら、つまり、それ

が真であることを（何らかの手段によって）絶対

的に確実であるとできたならば、われわれはそれ

を真として分類できるであろうから。第 1 章第 1

節で十分に説明しておいたように、真と偽の分類

は知的探求の第一次的な仕事である。 

ところが私の知るかぎり、仮説を真と分類した

ところで、なにも得られるわけではない。いわん

や、たんなる防水性（waterproof）をこえて豪雨

にも耐えられる耐水性（showerproof）にもなぞ

らえられる証明(proof)を与えたところで何の意

味もない。不十全理由のみでは、なんらかの仮説

を真として分類することを権威づけられない。こ

れは、結局のところ、h に対する不十全理由は h

に対する十全理由ではないと言っているにすぎ

ない。この点で私に対して当然向けられる問いは、

なぜ不十全理由をこうも問うのかということで

あろう。h に対する不十全理由を求めたところで、

それは h を真として分類する部分的な権威づけ

（authorization）さえ提供できないのではない

か。そう、提供できないのである。というのも、

部分的な権威づけは、h を真として分類するべき

かという問い──つまり、私にわかるかぎりにお

いてだが、なんらかの権威づけとか理由とかを呼

び出すことなく、答えなければならない問い──

にふたたび答えそこなっているからである。とい

うのは、仮説を真として分類するのに理由などま

ったくもって不要だからであるし、不十全理由で

はなんの理由もないとき以上に理由づけをうま

く果たせるわけでもないからである。われわれが

まちがって h を真として分類したなら、分類のた

めのよき、だが、不十全理由をあたえてみたとこ

ろで、誤りが緩和されることなどこれっぽっちも

ない。そしてもしわれわれが h をただしく真とし

て分類したならば、よき理由をもっているといっ

たことはおよそ飾りにもならない──つまり、飾

りになるのは言明を真と偽とに分類すること以

上のことを欲しているときのみである。（われわ

れが処罰に関心をもっているとしてみよう。処罰

がなされるというのであれば、それが見られるべ

きだと要求する必要はない。もちろん、処罰の遂

行を見ることにも関心をもっているならば、事情

はいくぶんか異なってくるであろう。われわれが

ふつう成し遂げたいと思っていることの大部分

は、気づかれてしかるべきなのだが、処罰の手続

きがただしく遂行されるのを見ることである。） 

正確に同じ考察が実践の領域においてもあて

はまる。ここでは、見かけにかかわらず、実際に

必要とされるいっさいは、事態がどうなるかにつ

いての真なる予測であって、予測が真であると考

えるべきよき理由を必要とするということでも、

そうした理由が使えるということでもない。この

点を美しく語っているにもかかわらず、ひろく無

視されているのが、プラトンの『メノン』におけ

る次の一節である（97A-D）。 

 

ソクラテス 説明させてくれたまえ。誰かがラ

リサでもほかのところでもよいのだが、そこへの

道を知っていて、そこへ行くし、ほかのひともつ

れていけるとしたら、そのひとは良いそして有能

な道案内人ということになるだろうね。 

 

メノン そうでしょう。 

 

ソクラテス そこへ行ったこともないし、道も

知らないとしても、どの道を行けばいいかを正し

く判断できるなら、そのひとは他のひとも正しく

案内するのではないだろうか。 

 

メノン もちろん、そうでしょう。 
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ソクラテス だとすると、真なる意見は、正し

くふるまうことに対しては、知識と同じようによ

い案内人であるわけだ。 

 

メノン そのように思われます。 

 

ソクラテス さらに正しい意見は知識に劣ら

ず有益なものだ。 

 

メノン 知識をもった者はいつでも成功する

だろうが、正しい意見の者は時たまでしかないと

いう点を別にすれば、ということでしょうね。 

 

ソクラテス どうしてかね。正しい意見をもっ

ているかぎり、その者はいつでも成功するのでは

ないかね。 

 

メノン そういうことになるのでしょうね。そ

うすると、知識が正しい意見よりもはるかに讃え

られるというのは、どうしてなのでしょうか…… 

 

メノンが訝るのも当然だと思う。しかし、残念

なことに、ソクラテスは、この点まで誤ることな

く（それどころか、メノンのあとから二番目の発

言のなかに含まれていた混同、つまり、いつでも

働きうるという意味で保証されているとか信頼

しうるとされる仮説や施策と、功績があるという

意味での、つまり、いつでも働くことが知られて

いるという意味での仮説や施策との混同をえぐ

り出してもいるのだが）、いまや、真なる意見は

はかなく流動的であるのに対し、知識は安定して

おりつなぎとめられているという理由で、（真な

る信念というよりは）知識を弁護することに滑り

落ちてしまっている。かれは、こう続けている

（98A）。「それが、知識は真なる意見よりもより

価値がある理由である」。しかし、躊躇なく、再

びこう述べる。つまり、「真なる意見は行為の成

り行きを支配するとき、知識と同じようによき結

果を生むのであり」、また「実際上の目的にとっ

ては、正しい意見は知識に劣らず有益である」

（98A、C）。この作品のことば遣いでは、ソクラ

テスはよき理由に向かう目的を、真理を拭い去る

ことのできない真理に、つまり、そこから離れる

ようにと説得されてしまうことなどありえない

真理（十分な、あるいは絶対に確実な理由のみが

この仕事に適うであろうことは明白である）に変

えることに見ている。しかしかれは、そうした理

由に実践的役割は見ていないのである。実践にか

んするかぎり、ソクラテスは絶対的に正しい。知

識は何もはたさないのだ。 

このようなソクラテスの洞察を受け容れ難い

と考えつづけているひとに対しては、私はしばし

ばつぎのように問うことにしている。競馬では、

本命馬の馬券と、勝ち馬の馬券とでは、どちらを

選びますか、と。私が受け取る答えはほとんどい

つでも、もちろん勝ち馬の馬券です、というもの

である。行為者が観念のレベルで選択をおこなう

ならば、勝ち馬の馬券ということになるだろう。

しかし、軽いためらいのあとで、レースがおわる

まで誰も勝ち馬券がどれであるかを知りえない

のだから、戦術として合理的な行為者は、したが

って、もっとも勝ち馬券となりそうな馬券（ある

いは、勝ちが見込める最良の理由がある馬券）を

選ぶ、と強く言い添えられたのである。このとき、

私がはっとさせられたのは、ここで「したがって」

ということばが使われていたことである。戦術的

に本命馬の馬券を選好することは、観念のレベル

で勝ち馬券への選好をこっそりと否認すること

ではないとしたら、行為者は、もっとも勝が見込

めそうな馬券が現実にも勝ち馬券になるだろう

と推測したに違いない。そして彼が、本命馬の馬

券を選好したのは、それが本命馬の馬券であった

からではなく、その馬券が勝ち馬券になるだろう

と推測し、証拠に照らしてこの推測が真であると

評価したからなのである。確率的方法、あるいは

よき理由の合理的意義に熱中しているひとは、私

には疑いの余地はないと思うのだが、仮説が真で

あるという推測にとって意義のある思考や探究
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は、その仮説をもっともらしい〔確率が高い〕と

か合理的であると推測させると主張するだろう。

そうかもしれないが、問題は仮説を真として推測

的に分類することであって（これは、その仮説を

もっともらしい〔確率が高い〕とか合理的である

と評価しうるかどうかという問題とは無関係で

ある）、仮説をもっともらしい〔確率が高い〕と

か合理的であると評価すること（これは、おそら

く真であるという先行する分類に依存するであ

ろう）ではない。よき理由を所有しているという

主観的な感情は存在するかもしれない。しかし、

合理的思考にかんするかぎり、よき理由という観

点からの評価は純粋に付帯現象にほかならない

のだ。 

 

3.5. よき理由は必要ない 

 

私の第 3 のテーゼは、多くの点で、3 つのテー

ゼのうちでももっとも根本的であり挑戦的であ

る。それは簡単に述べるとこうなる。合理性はよ

き理由を引き合いに出さずとも完全に働きうる

ということ、つまり、理性はどこにおいても理由

に依存しはしないということだ。 

私が念頭においている合理性は、あきらかに、

権威主義的合理主義が熱望しているものからは

はなはだしく隔たっており、ふつう批判的合理性

とか批判的合理主義と呼ばれている。これは、批

判が合理性のなかで果たす批判的役割を強調す

る。部分的であれ完全であれ正当化というもの、

あるいは、十全であれ不十全であれよき理由とい

うものは獲得不可能なのだから、われわれが仮説

を保持しそれを真として分類する以前にそのた

めの論証とか理由とか証拠とか論拠とかを提出

するようにと要求されてはならないのだ（あるい

は、そうした要求がなされるとして、その要求以

前にそうしたことをおこなったりしてはならな

いのだ）。合理性が作用していくものが与えられ

るべきだとしたら、任意の仮説を真理の候補とし

て提案することが許されていねばならないはず

だ。ここでの唯一の制約条件となるべきものは、

仮説が現実に真であるかどうかではなく、もし偽

であったならば、それは放棄され拒絶されうるの

かどうかということである。だから、論理あるい

は理性が批判的合理主義において果たす役割は

批判的役割だということになる。論理というもの

は、ポパー（1963, 64）が語ったように、批判の

ための道具であって、証明のための道具ではない。

科学の進む道は、推測、つまり仮説の提案によっ

て進む道である。つまり、そうした推測からさら

なる言明を演繹し、経験によってあるいは（ここ

ではまったく問題のない）他の手段によってテス

トし、帰結が偽であることが分かったら、もとも

との推測は拒絶するという道である。妥当な演繹

は、よく知られているように、真理を移転する。

しかし、演繹はまた結論の偽を前提のうちの少な

くとも一つに逆移転する。批判が理性の生命力で

あるというのはこうした仕方においてである。 

この点を初歩的ではあるが、断固として明言し

ておきたい。批判的合理主義は、われわれの前に

ある仮説を批判する方途として誤ることなく論

理に依拠すべきであると主張する。つまり、批判

的合理主義はわれわれが理性に注意を払うよう

にと主張する。このパラグラフをいくらかでも理

解した者は、先に言及した著者たちのように、批

判的合理主義者は正当化とか理由を放棄したこ

とで、厳格な合理性も放棄してしまったと思うこ

とはできないはずだ。 

さて、少しばかりトリィッキィな話題に触れて

おこう。批判というのはまさに証明、つまり、逆

立ちしたところのよき理由の提供ではないか、と

いうわけだ。私が h を推測し、そしてそこから e

を演繹したが、それは偽であることが判明したと

してみよう。この状況は当初、批判的合理主義は、

e でないことは h を拒否する理由である、と、つ

まり、方法論的ではなく論理的に表現するならば、

h に反対する理由であると言わなければならな

いだろうと見えるかもしれない。これは、e でな

いことは h でないことの理由であると言うこと
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とさして変わりがないとも見えよう。つまり、批

判的合理主義は伝統的合理主義とまったく同じ

ようによき理由に依拠しているのではないか、と

いうわけだ。2 つほど前の節で語っておいた反論

を蘇らせるならば、e でないことは h でないこと

を論理的に含意するのだから、h でないことの問

題を未解決のままにしているではないか、という

わけだ。たしかに、e でないという理由が、同時

に h でないということのよき理由ではないとす

る理由はありえない。しかし、そのような、e で

ないことのよき理由、あるいは疑わしいけれども

それに類似した理由がないとしたら、ｈでないこ

との理由もないであろう、と思われる。だから、

反論はこう進む。われわれは、h でないという理

由をもたない、つまり、h を拒否する理由はない、

と。したがって、あらゆる拒否、反証、また批判

は、なんらかの地点でよき理由（否定的なあるい

は批判的な理由──とはいえ、これらも依然とし

て理由であることに変わりはないのだが──）に

依拠するのでないとしたら、つまるところ、恣意

的なものである。 

こうした反論に対しては、批判的合理主義者に

はふたつの対応が開かれている。ひとつは、（間

違っているわけではないが）もっともらしく表面

的な対応であり、他は単純で満足のいくものであ

る。最初の対応は、批判的理由において問題が未

解決になっていることは、理由をサポートすると

か正当化するばあいにおけると同じスキャンダ

ルを決して惹き起こすものではないと見て取る

ことにあるだろう。もっとも、e でないというこ

とは、h でないという問題を未解決にしておくと

はいえ、ここで論点になっている h を未解決のま

まにしておくわけではない。問題未解決のファラ

シーにかんしてわれわれを弱らせるのは、こう主

張されるだろうと思うのだが、h の正当化を提供

するためにはすでに正当化されるべきあるもの

を仮定しておかねばならないということではな

く、h そのものをすでに正当化されるべきものと

して仮定しておかなければならないということ

である。批判的論証のばあいには、（部分的正当

化──ここに循環が隠されていることは第 3 節

ではあらわにはされていなかったが──が意図

された場合とは異なって）、循環は認められない。

正当化的論証と批判的論証との相違はたんに「命

題計算のトリック」（Harré 1986,46）ではなく、

論理と合理的思考全体のもっとも根本的な特徴

である。(さらなる議論については、拙稿 1994 を

見られたい)。批判的論証においては、あきらか

に、正当化を焦がれているひとたちに対しては疑

いもなく深い患いをもたらすのだが、後退（ある

いは、結果として、前進）が存在する。 

この点は、連鎖のなかの多くのステップを考え

てみれば、容易に見て取ることができる。h を正

当化する、あるいは、証明しようとしたら、その

ための理由として h1を引証することになろう。

h1を正当化することが求められたら、h2を召喚

することになろうし、ついで h3を召喚すること

になり、どんどん後退していく。もしこうした理

由のおのおのが果たすべく要求されていること

がらをおこなうとすれば、h、h1、h2、h3……は、

つぎのような関係にたつことになるだろう。すな

わち、h3は h2を含意し、h2は h1を含意し、h1

は h を含意する。だが明白なことながら、h3は、

h1がそうであるのとまったく同じように、h の問

題を未解決のままにしており、そしてそれが精い

っぱいなしうることであるとしたら、最初から引

証されていた方がよかったであろう（もし、正当

化に本当にこだわっている者なら、h にこだわり

続けたほうが賢明だろう）。しかしながら、どれ

ほど遠くまで証明の連鎖をたどったところで、h

はいつでも争われるであろう。これとは対照的に、

批判的連鎖にそって数ステップ進んだら、われわ

れはまったく異なった問題を扱っていることに

気づくだろう。私は h を仮説として提案する。あ

なたは、そこから帰結 e を演繹し、e でないこと

が真であると提案し、よってその仮説を批判する。

それに対して私は、e でないというあなたの主張

を批判することで反撃する。すなわち、私はそこ
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〔e でないということ〕から k を演繹し、そして

k でないことが真であると主張するわけである。

さて、もちろん、k は h ではないだろう。その場

合〔h であるばあいに〕には、（われわれがひね

くれ者でないかぎり）、逃げ道のない循環に陥っ

たことになろう。しかし、k は h でない必要はな

いし、〔通常は〕あるなんらかの h とはまったく

無関係の他の言明であるだろう。としたら、k で

ないことが真であるという私の主張は、われわれ

が出発点とした論題、つまり、h は真であるかと

いう論題とはまったく分離された論題であるこ

とになる。だから、批判の弁証法というものは、

正当化のつぶやきとは異なって、同じ点の果てし

ない繰り返しにしがみついているわけではない

のである。 

不自然ではあるが単純で図式的な例を挙げれ

ば、この点は明白であろう。私が、P-&-Q を提案

する。あなたはここから P を演繹したうえで

not-P を主張するとしよう（あなたは、経験的テ

ストをしたかもしれない）。反論するには私は、

あなたが P を推測したということから R-if-P を

演繹したうえで not- (R-if-P)と、つまり、

P-&-not-R が真であると主張するだろう。これを

批判するためにあなたは、私の主張から not-R を

演繹したうえで、R こそが真であると主張するだ

ろう。ここにおいてわれわれは、もともとの論点

からは大きく隔たった論点に到達する。もっとも、

内容において重なり合うことに疑いはないのだ

が（P-&-Q も R も互いに他に対する理由として

引証されることはないのだから、ここには問題は

ない）。われわれはもはやもともとの問題で闘い

あっているのではない（だからといって、もとも

との P-&-Q という論点が完全に忘れ去られてし

まったというわけではないが）。経験科学には、

高遠なレベルからはじまってまったく異なった、

そして卑小な領域──たとえば、通過する路面電

車が近くの実験室における有意な振動を惹き起

こしているのかどうかのテスト──に落ち込む

論争の例がたくさんある。さらに明確に意識して

ほしいのだが、われわれは、無限の進歩に向かっ

ていくわけでもないし、無限後退に陥っていくわ

けでもない。新しい問題が提起されたのであり、

古い問題は推測的に解決されたのだ。新しい問題

は、典型的に、ラカトシュ（1970/1978, Section 

2[c]）が侮蔑的に退行的問題移行と呼んだものを

形成するが、これは重要なことではない。批判的

思考の道筋はたどりなおすことができるのだ。正

当化のばあいでは、無限後退とか循環はダメージ

を与えるだろう。なぜなら、最初の支柱（こんな

ものは現実には存在しないわけであるが）なしに

は、他のすべてのものが無価値になる（これは、

Black, loc. cit.によってあからさまに反論された

論点であるが）からである。しかし、最終ゴール

なき無限の進歩が、深刻な重大さをもつわけでは

ない。もちろん、それはどこかで停止されねばな

らないが、ふつうわれわれは停止すべき地点の発

見においてなんらかの本物の困難に陥るわけで

はない。しかし、われわれは停止するところで停

止するとはいえ、そのことに何らかの理由をつけ

る必要はない。 

そこで、「普遍言明のもつ論理形式から生じて

くる」こと（Popper 1934/1959a, 41）よりも、

かの有名な「検証可能性と反証可能性との非対称

性」について少しばかり語っておいた方がよいだ

ろう。ポパーがそこで（および 1983, Part 1, 

Section 22 で）語ったことは正しいし、ビンズ

（Binns, 1978, 33）とかシュレージンガー

（Schlesinger, 1978,171f.）といった批判者がま

るで不幸をよろこぶかのように提起したあきら

かに形式的な反論、すなわち、仮説が反証された

ならいつでもその否定が検証されているといっ

た反論を苦も無く先取りしている。しかし、真実

は、〔時空についての〕限定のない存在言明が問

題となったときでさえ、反証可能性は考察の中心

にとどまりつづけるということだ。たとえば、「ニ

ュートリノが存在する」という言明は、ニュート

リノを生み出し捉える〔普遍的な〕処理方法が規

定されることによって、反証可能な形式をとった
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ときにのみ討論可能となる（Popper 1974b, 

1038）。もちろん、テスト結果は受け容れられる

べきだが、それによって正当化されるべきものな

どなにもない。テストの報告は正しいかどうかと

いう問題は依然として未解決のままである。 

以上に述べた最初の対応を要約しておこう。批

判的論証は問題を未解決のままにするかもしれ

ないが、各段階で同じ問題を未解決のままにして

いるわけではない。正当化の循環は避けがたい。

しかし、批判の循環があるわけではない。 

この対応には正しいものがたくさんあるが、こ

じつけの感じもある。難点は、この対応が正当化

主義者の主張、すなわち、否定的な、つまり批判

的な理由が可能なのはわれわれが肯定的な理由

をもっているときのみであるという主張を無意

義なものとして捨てるのではなく、問題として取

り上げていることだ。こうしたことは、批判的合

理主義にとっては意義がない。なぜなら、批判的

合理主義は肯定的理由以上に、否定的理由とかか

わりをもつわけではないからである。否定的理由

といったものもまた存在しないのだ。合理的な思

考と行動にとってはそうしたものは必要ない。わ

れわれは仮説を偽と分類するためにその仮説に

対して反論となる理由を必要としないし（また、

ある行動の道筋をばかげているとして分類する

ための反論となる理由を必要としない）。必要な

のは、そこからの偽なる帰結であって、強調して

おきたいが、偽なる帰結を同定したと想定するた

めの理由ではなく、まさに偽なる帰結そのもので

ある。だから、ほとんど言うまでもないだろうが、

われわれは言明を正しくない仕方で分類し、誤っ

て行動する危険に絶えずさらされていることに

なる。これはしばしば起こるだろう。かりに起こ

らないとしたところで、われわれは依然として危

険にさらされたままだろう。だからと言って、わ

れわれがものごとをしばしばしくじるわけでも

ない。 

否定的理由をこのように放棄してしまったら、

科学から合理性を跡形もなく奪い取ってしまい、

まったく恣意的な決断という気まぐれに身をゆ

だねることになってしまうと多くのひとは恐れ

るだろう。だからなにをもって、任意の言明を偽

とか真とかに分類するのかと問われるだろう。h

を偽として分類する理由が必要ないとなったら、

あたかもあらゆる規制が（おそらく、論理的整合

性は別であろうが）外されたかのように見えてく

るだろう。われわれが真理の整合説とか相対主義

的理論にしがみついているときには、疑いもなく

そうであろう。（真理を正当化された真理と混同

することと、正当化された真理などないという自

覚とが衝突するとき、ひとびとはふつう相対主義

へ流れていく）。しかし、科学をする者は相対主

義にしがみついたりはしない（もっともなん人か

は、科学をおこなっていながら相対主義を信じて

いると言われてきたのだが）。科学の目的は、な

んと言っても、真理であり、そしてこれは実在へ

の対応のようなものである。われわれは真理を目

指しているからこそ、分類で間違うことがあって

も、恣意的ではないのだ。たしかに、「すべての

スワンはグリーンである」が真と分類されてはな

らない理由はない。にもかかわらず、そのような

分類は正しくないであろう。そして偽と真とを本

気で区別しようとしたら、われわれは仮説をテス

トにかける、つまり、おそらくはこの仮説には真

として分類されている他の言明と矛盾する帰結

があることを示そうとしてテストにかけるであ

ろう。そうした〔矛盾するところの〕他の言明は、

「すべてのスワンはグリーンである」を拒否する

理由を提供してはくれないだろう。しかし、真理

に関心があるならば、そうした矛盾しあう言明す

べてを保持するわけにはいかない（整合性は真理

にとって必要ではあるが、まったくもって不十分

である）。われわれはそれらのうちのどれを拒否

すべきかを決定しなければならない。ここにおい

てわれわれは間違ってしまうこともあるのだ。 

ここに述べた考えにとって明らかに本質的な

ことは、われわれが言明を真とか偽とかに分類す

るとき、われわれはそう分類するための理由をも
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つことなく分類する覚悟もつべきだということ

である。われわれがこうした分類をいつでも正し

くおこなうべきだということはなんら本質的な

ことではない。 

批判可能な理論を提案し、それらを無条件の批

判にさらすという方法が、時に言われているほど、

偽から真をえり分ける優れた方法ではない（もっ

とも、この方法はあきらかにいつでも可謬的であ

り、ときとして効率的であるわけではないが）、

と考える合理主義者とか実在論者が一人でもい

るだろうか。この方法は、どんな人でも同意して

くれると思うのだが、全体としてはうまく機能す

る。この方法が機能不全になったり、研究を悪い

方向に導くことはないだろうと信じるいかなる

理由もないとしても、そうである。批判的合理主

義に対する批判者は、なにを攻撃しているのかを

明確化するように少なくとも努力すべきであろ

う。砲火を浴びせられているのは、われわれが提

案している方法（これは、あれこれ偽装されたか

たちで、批判者もふつう擁護している方法である

のだが）であるのか、それとも、信頼性があると

見せかけだけの、また欺瞞的な主張をもって成果

を粉飾することに対する・われわれの率直な拒絶

であろうか。この 2 つは同じではない。第 2 の種

類の批判を第 1 の種類の批判であるかのように

仕立てるのは有害でしかない。批判的コメントの

いくつかには、おそらく、ただ飯を食っていると

いう・口には出されていない告発があるのだろう。

すなわち、批判的合理主義者は推測と反駁の方法

がよい方法であるとクールに主張しているが、認

識論者や確証（confirmation）論者たちが自分た

ちの方法の正当化を求めておこなったきつい仕

事のよいところを明らかに利用しているという

わけだ。これは、私が完璧に否定するところのも

のである。このきつい仕事なるものが、熟知の事

実、つまり最初から知られていた・（十全なもの

であれ、不十全なものであれ）正当化は不可能で

あるという事実の発見を超えるものを何か示せ

るかというと、そのようなものは何もないという

ことなのだ。そればかりではない。批判的合理主

義がかりに正当化されるべきだとしたところで、

その正当化は批判的合理主義者の関心を惹くも

のではないだろう。批判的合理主義はそんなもの

がなくてもうまくやっていける。真と偽とは分離

されるのだ。 

要約しておこう。「君はなぜ h が真だと考える

のかね」とか「君はなぜ a という行為が行われる

べきだと考えるのかね」と問いかけられるとき、

批判的合理主義者の答えは、「そうであってなぜ

いけないのかね」ということになろう。こうした

答え方は、h とか a にとって不利なことを引証し

てみなさいという誘いであって、それに反対する、

あるいは、ある別な選択肢に有利な理由ならべた

てるようにという誘いではない。ときとして、数

学とか法の分野では、論争にかかわっているひと

たちすべてが一致して侵すことはできないと考

えている原則がある。そうした分野でよき理由と

か証明への要求がたてられたとしたら、それは変

装されたかたちで演繹を求めているのだと言え

るだろう。この点は認められねばならない。（わ

れわれはことばによってあらぬ方向に導かれて

はならないということだ）。しかし、（法の分野に

おけるように既に所与であるからであれ、あるい

は何人かの者たちは知覚的経験を語る言明は所

与であると主張したのだが、そのように与えられ

ているからであれ）前提がサポートを必要としな

いと思われている場合ではことごとくそこから

の帰結もまたサポートを必要としないのである

から、演繹には帰結を明らかにするという以上の

意味はない。しかしながら、通常、よき理由を提

出してくれという挑戦は、かく挑戦する者に対し

て、提案されていることの欠陥を示す例を挙げて

くださいと頼んでみれば、用済みになってしまう

に違いない。自分たちの反論をバックアップする

よき理由を求められていないことをもってもっ

けの幸いとするひとは、真理に対してうわついた

関心しかもっていないひとのみであろう。真理は、

疑問の余地なく人間の責任を越えたところにあ



 

66 

る。くわえて、感謝しなければならないと思うの

だが、真理は、人間のひどすぎる無責任から加え

られた侮辱にまったく耐えられるように思われ

ることだ。 

 

テクニカル・ノート 

 

最終的（conclusive）理由に関するストーブ 

ストーブは、「h は h を信じる理由の一部には

なりえない」（1982, 68）と、そしてさらに一般

的に「結論を含意する論証の前提は、それらをし

て結論を信じるべき理由とするには十分ではな

い」(67)と書いている。さらに「e よりも強力な[言

明]はどんなものでも、ある f に対する e-&-f と論

理的に等値なものであろうし、そして、e が h を

信じるべき [理由ともなりえず] 、理由の一部で

もありえないとしたら、あきらかに e-&-f と論理

的に等値な言明もまた理由とはなりえない」（72）

と書いている。ここで e の代わりに h と書き、こ

のパラグラフの冒頭で述べた原則を使ってみよ。

われわれは、h-&-f と等値な言明は h を信じるべ

き理由、あるいはその一部になりえないと結論し

てよいだろう。つまり、h よりも論理的に強力な

言明はなんにせよ h のための理由を提供しない

ということだ。 

この点に私は容易に同意できる。というのも、

それは論点先取の虚偽についての率直な承認で

あるように思われるからである。〔上述とは反対

に〕e は、もし h を含意していなかったら、h の

ための最終的理由とはまずなりえないから、われ

われは一歩進んで、最終的な（十全な）理由は決

して存在しえないと結論できる。ところがストー

ブは、最終的理由はときとして獲得可能であると

考えているのだ。たとえば彼は、「『すべての人間

は死ぬ。そしてソクラテスは人間である』は『ソ

クラテスは死ぬ』ことを信じる絶対の最終的理由

である」（77）と言っている。どうしたらひとは

これを信じられるのか、私にはわからない。 

 

過剰内容は掘り崩される 

あらゆる言明は、その帰結のうちにすべての論

理的真理をもつが、古典論理学においてふたつの

言明、h-if-e および h-or-e が〔それぞれから生じ

る〕他の論理的帰結を共有しないことを示すこと

は難しくない。それどころか、h-if-e と h-or-e は

一緒になると〔連言化されると〕h を含意するに

十分である。（3.3 での h が e を含意するという

仮定はここでは緩められている）。したがって、h

が e を越えて有する過剰内容を h-if-e という条件

法と同一視してもまったく合理的である

（Hudson 1974）。h-if-e の帰結ではない h の帰

結はすべて e と内容を共有する。e が問題を未解

決にしていないhの内容の唯一の部分はh-if-eで

ある。 

証拠 e は通常は h-if-e という条件法を掘り崩す

ことは、確率計算の公理をもちいて最初から大き

な困難なしに証明されるであろう。しかし、以下

のふたつの言明(そのうちのひとつは先に軽く触

れておいたのだが)からもっと単純な証明を与え

ることができる。最初の言明はこうである。h が

e を含意するならば、s(h,e)は負ではない。つま

り、 

h が e を含意するならば、P(h│taut) ≤ P(h

│e) 

第 2 の言明は、補集合則の弱い形である。 

P(x│z) < P(y│w)ならば、P(not-y│w) < 

P(not-x│z) 

これらふたつの言明のうち、第 1 の言明におい

て、h を e-&-not-h（これは h-if-e の否定に等し

い）と書き換えるならば次のものが得られる。 

P(e-&-not-h│taut) ≤ P(e-&-not-h│e) 

ここで第 2 の言明によって次のものが得られ

る。 

P(h-if-e│e)≤ P(h-if-e)i 

値が同じになるのは、P(e)=1 もしくは P(h│

e)=1 のときのみであろう。ふたつのばあいとも、

h が仮説であり e がその仮説を支持するために呼

び出されたなんらかの証拠であるならば、興味を
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惹くものではない。あらゆる興味深い場合におい

て、過剰内容 h-if-e は証拠 e によって倒される、

掘り崩される、と結論してもよいだろう。 

思うに、関数 s は帰納的支持を測っていないば

かりでなく、そもそも何事も測っていない。それ

は直観的レベルで、ミラーとポパー1986（以下の

10.4 のノート c を見よ）の演繹的依存度を測る関

数 q(h│e)──これは、(粗雑ではあるが)h が e

によってカバーされる内容の部分を測るもので

あるが──と取り違えられてきた。h と k が内容

を共有しないときにはいつでも q(h│k)=0 であ

る。したがってサポートする部分も、掘り崩す部

分もない。q の優れた特性のひとつは、第 2 の論

証にあわせて単調に増加することであり、証拠が

積みあがっても下降することはないことである。

そこからして、e が h と矛盾するとき q(h│e)は

正の値をとろう。したがってこれは合理的信念の

度合いと呼ばれてきたものを測ってなどいない

わけである。測度 q とケインズ（1921, Ⅵ章）が

「論証の重み」と呼んだものとの類似性について

はヒルピネンが注記している（1970, とくに 106, 

111)。 

過剰内容が掘り崩されるという証明の詳細、ま

たそれを包んでいる論争は、ミラーとポパー1983

と 1987、そしてまたレヴィ 1984、ジェフリー

1984、グッド 1984 のコメントに対するわれわれ

の 1984 年の返答のなかに見出されよう。最近の

討論には以下のものが含まれる。Zwirn and 

Zwirn 1989(私の反論 1990b も見よ), Mura 1990

および 1992, 71-87, Dubucs 1993, 89-91, Zwirn 

and Zwirn 1993. 
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＜＜書物紹介＞＞ 

 

Herbert Keuth, Wissenschaft und Werturteil, 

J.C.B. Mohr, Tübingen, 1989, 209 Seiten. 

 

価値判断論争の残骸 

小河原誠 

 

 

コイトには、今回取り上げるこの書物のほかに

評者の知るかぎりでつぎのような本がある。 

Realität und Wahrheit, J.C.B. Mohr, 

Tübingen,1978. 

Erkenntnis oder Entscheidung, J.C.B. Mohr, 

Tübingen, 1993. 

Philosophy of Karl Popper, (これは、Die   

Philosophie Karl Poppers, J.C.B. Mohr, 

Tübingen,2000.の英訳である) 

これらはいずれも単著であるが、ポパーの『探

究の論理』に関する重要で基本的な論考を集めた

書物も編集している。 

Karl Popper: Logik der Forschung, Akademie 

Verlag Gmbh; bearbeitete Auflage. 

(2013/09)(初版は手に入らないようである)。 

 

ごく簡単に内容に触れておくと、最初の書は、

真理の対応説、実在論たい道具主義の対立、真理

への接近、確率の傾向性理論を批判的に扱ったも

のである。第二の書は、アーペルやハーバーマス

に代表される・いわゆる超越論哲学を批判したも

ので、真理の同意(合意)説、討議倫理などを批判

している。したがって、批判的合理主義と批判理

論との対立を批判的合理主義の側から扱った論

争の書といっていいだろう。第三の書は、ポパー

哲学の全体を過不足なく描いたもので、ポパーに

対して厳しいところがあるが、批判的合理主義者

が当然なすべき仕事であろう。 



 

68 

Die Philosophie Karl Poppers の奥付によれ

ば、コイトは 1940 年生まれで経済学を研究し、

1970年に科学論と社会学で博士号を取得し、1976

年に教授資格を取得した。1979 年以来、チュー

ビンゲン大学の科学論教授。 

 

評者は、コイトの真理論関係の諸論文や、

Philosophy of Karl Popper などを読んだ時から、

この人はずいぶんと冷静な分析をするひとだと

いう印象をもっていた。今回取り上げる書物につ

いてもそれは言える。かれは、論説を細部に至る

までよく分析しており、立場の自己矛盾を突く点

ではじつに怜悧である。そしてそこにこそ本書の

価値はあるように思われる。今回の書評では、彼

の微に入り細を穿つ分析を、紙幅の都合上紹介で

きないことを遺憾とするが、本稿の性格上それも

やむをえまい。評者としては、彼の業績に対する

正当な関心が生じるように心がけたいと思うの

みである。 

さて、この書物には「価値判断論争と実証主義

論争に寄せて」という副題がついている。前者の

論争は言うまでもなくウェーバーの「価値自由の

テーゼ」をめぐる論争であり、後者はフランクフ

ルト学派と批判的合理主義との対決である。した

がって、コイトは 2 つの論争を一連のつながりの

もとに見ていることになる。では、そのつながり

とはいかなるものか。それはひと言で言うと、社

会科学における価値の問題（より限定的に言えば、

科学的価値判断の可能性の問題）ということにな

ろう。そしてこの問題がウェーバーのいわゆる

｢価値自由のテーゼ｣によって、もっとも鋭く抉り

出されていることは、多くの人びとによって承認

されているところである。 

コイトは、ウェーバーのテーゼによって引き起

こされた価値判断論争を、第一章でウェーバーと

シュプランガーの対決として整理している。周知

のように、ウェーバーは、ヒューム以来の・事実

と価値の二元論に立って事実言明と価値判断と

の峻別を主張し、科学的な、つまり客観的（超個

人的）な価値判断の不可能性を主張し、また講壇

禁欲の立場に立っていた。このとき、ウェーバー

にとっては、学問（科学）の基礎に価値があるこ

とは自明であった。それに対して、シュプランガ

ーは──わたくしは、その書物を読んだことがな

いので、ここでは全面的にコイトの叙述にしたが

うが──事実言明と価値判断との峻別が不可能

なこと──これは、ウェーバーの「峻別テーゼ」

に対比して「分離不可能性テーゼ」とでも呼んで

おくことができるだろう──を信じ、そこから科

学的（超個人的）な価値判断の可能性を説き、し

たがって講壇から科学的な価値判断を説くべき

ことを主張していた。 

評者は、個人的には、世間の多くの人はシュプ

ランガー的見解を取っているのではないかと考

える。たとえば、戦後民主主義は虚妄であったと

いった議論（論証）をする場合、特定の価値判断

（あるいは価値的評価）をもっていなければ、虚

妄としての戦後民主主義という「社会的事実」は

浮かび上がってこないであろうし、また、こうし

た議論の過程で一定の価値評価が避けがたくな

されるであろうことも、自明であるように思われ

る。こうしたなかでウェーバー的立場を正しく理

解し、評価することはおそらく、本書が多くの例

に即して示しているように、ウェーバー学者が思

っているほど簡単なことではない。この点に深入

りすることは、全体的な紹介を目的としている本

稿ではかなわぬことなので、省略させていただく。 

話を急ぐが、ウェーバーとシュプランガーの対

決にかんしてコイトが下す論決はシュプランガ

ーの全面的敗北ということである。シュプランガ

ーの試みた議論は、ウェーバーの｢価値自由のテ

ーゼ｣に対する反論としては完全に失敗している

ということだ。そして評者もこの論決に異議を覚

える者ではない。この論決に至るコイトの分析を

読みながら、評者に強く残った印象は、分離不可

能性テーゼがいかにたやすく生じてくるものか、

そしてまた、ウェーバーの峻別テーゼが必ずしも
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正確に理解されているわけではないという事態

である。 

コイトは、この不幸な事態（現在にまで及ぶ事

態）を描いている。すなわち、第二章ではシュト

ラウスの自然法哲学とアーペルのいわゆる超越

論的哲学──正確には、超越論的語用論的哲学と

呼んだ方がよいのだろうが──を徹底的に分析

し、第三章では弁証法的社会理論（いわゆる批判

理論）として語られるハーバーマスの実践知の可

能性を語る哲学および討議倫理を批判している。

ハーバーマスに関する分析においては、いわゆる

理論と証拠との循環関係──これは、多くのばあ

い解釈学的循環と呼ばれてきた──を徹底的に

分析しており、これは社会諸科学に解釈学あるい

は解釈学的流儀を持ち込もうとしている人々に

対する根本的な警告になるだろうと思う。 

結局のところ、コイトは、価値判断論争におい

ても実証主義論争においてもウェーバーの「価値

判断自由のテーゼ」あるいはかれの事実言明と価

値判断との峻別要請に対する支持可能な反論は

提起されていないし、また、実証主義論争におい

てもポパーやアルバートが主張した批判的合理

主義の実証主義的科学観に対する支持可能な反

論が生じているわけでもない、と結論する。 

評者にはこうした結論は極めて妥当なものと

思われる。ヒューム以来の事実と価値の二元論を

受け入れ、そこから両者の論理的異質性を自覚し

て「峻別テーゼ」を説くウェーバー的立場は、ポ

パーにおいてもまた主張されているところであ

る。こうした立場を実証主義的独断などと呼ぶ者

がいるのだとしたら、そう呼ぶ者自身の立場が成

立しえないことを本書から学ぶべきであろう。 

 

追記 

本稿では深く立ち入らなかったが、じつは評者

は、ハーバーマスや実証主義論争については、次

のような論考を発表したことがある。ご参照いた

だければ幸いである。 

 

「『実証主義論争』研究ノート（１、２）」（鹿

児島大学法文学部「人文学科論集」 (24、

25), 1986－7） 

「ハーバーマスの「精神分析モデル」について 

──社会科学方法論の構築に向けて──」（宮

城工業高等専門学校研究紀要第 18 号、1982

年） 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

電子ファイルの送付について 

 

本号もまた電子ファイルを作成し送付いたしま

す。予定では、1 月 20 日までにはメールアドレス

を提示されている会員に送信いたします。今回は、

PDF ファイルについてパスワードを掛けておきま

す。ファイルを開くためのパスワードは、

Popper2012 です。ファイルは、高解像度での印刷

のみを許可し、他の操作は禁止されています。こ

れを解除するためのパスワード（権限パスワード）

は winter です。「アドバンスト」から「セキュリ

ティ」へと進み、「この文書からセキュリティ設定

を解除」によって解除してください。（今回のセキ

ュ リ テ ィ 設 定 に 関 す る ご 意 見 を

kogawara79@hotmail.com までおよせください。） 

当然のことながら、メールアドレスを登録され

ていないとか、アドレス変更の通知をされていな

い方には配信できませんので、1 月中旬までに編集

委員（現在は、小河原 kogawara79@hotmail.com）に

ご連絡いただければ、そのアドレス宛に送信いた

します。また、20 日を過ぎても受信できなかった

方については、当方になんらかにミスが生じてい

ることが考えられますので、早急にその旨をお知

らせいただければ幸いです。そうした方について

mailto:今回のセキュリティ設定に関するご意見をkogawara79@hotmail.com
mailto:今回のセキュリティ設定に関するご意見をkogawara79@hotmail.com
mailto:今回のセキュリティ設定に関するご意見をkogawara79@hotmail.com
mailto:小河原kogawara79@hotmail.com
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は、1 月末くらいまでには再度送信させていただき

ます。 

次号からは、紙媒体での配布は行わず、電子フ

ァイルの配信のみとなります。 

 

 

 

 

日本ポパー哲学研究会 2012 年度会員総会議事録 

2012．7.7（土）

於：慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟 1 階 A 会議室 

Ⅰ．2011 年度活動報告 

・第 22 回年次研究大会開催 於：日本大学文理学部キャンパス オーバル・ホール 

 統一論題『記号論の方法とポパー』 

 自由論題：１件 

・機関紙『批判的合理主義研究』Vol.３，№.１，No.2 発行。 

 

Ⅱ．入退会者、住所変更 

・入会者 ４名・退会者 ２名 

 7/19   江川 晃 3/26 中才 敏郎 

11/10  勝屋 信昭 6/29 萩原 能久 

1/24 高村 友也・死去 １名 

4/13 村中 達矢 6/25 団藤 重光 

 

Ⅲ．運営委員の改選および会長・事務局について 

 ・運営委員案：以下の 12 名が承認された。  

井上一夫、蔭山泰之、笠松幸一、小河原誠、坂本百大、篠崎研二、嶋津格、立花希一、 

丹沢安治、冨塚嘉一、堀越比呂志、渡部直樹 

  

 ・運営委員決定後、代表・事務局案＜資料２＞を発表。 

 

Ⅳ．決算報告 

＜資料 1＞に伴い説明があり承認された。 

Ⅴ．今後の年次研究大会について 

 ・年次研究大会の開催方式及び内容に関して運営委員会を中心に検討していくこととなった。 

 ・したがって、来年度の年次研究大会に関しては開催も含めて未定。 

 

Ⅶ．その他 

 ・機関紙『批判的合理主義研究』Vol.5No.1 から、電子ファイルによる配信に完全に移行することが報

告された。 

 ・それに伴い、年会費を下げる方向で検討することとなった。 
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＜資料 1＞ 

 2011 年度会計報告(2011.4.1－2012.3.31) 

収 入 金額  支出 金額 

前期繰越金 281,597 会費振替手数料等  3,160 

会費収入 174,040 第 22 回年次大会関係(日大)  

機関誌販売収入 4,060 懇親会費 45,000 

第 22回年次大会参加費収入 1,500 ｱﾙﾊﾞｲﾄ代 10,000 

懇親会収入 45,000 大会準備費(郵送、コピー等) 5,600 

  講演会謝礼 20,000 

  機関誌作成費･郵送費等  

  第 3 巻 1 号印刷費 58,800 

  同 郵送費等 7,138 

  第 3 巻 2 号印刷費 89,250 

  同 郵送費等 8,268 

  次 期 繰 越 金 258,981 

計  506,197 計  506,197 

 以上の通り報告致します。2012 年 7月 7 日 事務局会計担当冨塚嘉一(中央大学) 

 監 事 渡部直樹(慶應義塾大学) 

 

＜資料２＞ 

会長・事務局案 

会長⇒小河原 

事務局 

組織・会計部（入退会・名簿変更窓口、会費徴収・会計管理）⇒冨塚、井上 

大会運営部（大会テーマ企画、案内、開催）⇒渡部、堀越 

機関誌編集部（原稿依頼、編集、印刷、発送）⇒小河原、立花 

ウェブ編集部（ホームページ管理）⇒蔭山 

 

 

 2012 年 10 月 

日本ポパー哲学研究会会員各位 

日本ポパー哲学研究会運営委員会 

 

 拝啓 会員の皆様方には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
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さて、去る 7 月の会員総会でもご報告いたしましたように、年次研究大会をはじめとして、今後の会の

運営について運営委員会で検討し、以下のように決定いたしました。ここに詳細をあらためてご連絡いた

します。 

今後とも、皆様の研究成果のご発展に寄与すべく、積極的な運営に努めていくつもりですので、宜しく

お願いいたします。 

敬具  

記 

１．年次研究大会について 

（1）今後統一論題を中心とした開催は基本的に行わない。小規模な会であり、会員各々の研究向上

をめざし、個人の自由論題発表を中心に開催する。議論を深めることを重視し、発表 3～40分、

質疑応答 60 分を基本的形式とする。また、より啓蒙的なセミナー開催なども今後検討の上適

宜開催する。 

（2）開催日：これまで 7 月の第 1 土曜に開催してきたが、他の学会や研究会と重なることが多くな

り、夏休み前の校務等の煩雑さもあり、大会参加が困難な会員が増えてきている。そこで、思

い切って、夏休み期間の開催に変更する。 

来年度の年次研究大会は、2013 年 8月 3 日（土）とする。 

（3）開催場所：日本大学文理学部キャンパス（予定） 

（4）発表申し込み方法：同封の「2013 年度日本ポパー哲学研究会 年次研究大会発表申込書」に必

要事項をご記入のうえ、2013 年 3月 29 日（金）までに下記の申込書送付先までお送りくださ

い。 

（5）申込書送付先： 

 郵送の場合〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45慶應義塾大学商学部堀越研究室 日本ポパー哲学

研究会運営委員会大会事務局 （お手数ですが封筒と切手は皆様でご準備ください。） 

 FAX の場合 03-5427-1276 （「日本ポパー哲学研究会運営委員会大会事務局宛」と明記してくださ

い。） 

2．機関紙『批判的合理主義研究』の発送と年会費について 

（1）来年 6 月に発行予定の機関紙『批判的合理主義研究』Vol.5No.1 から、紙媒体での発送を中止し、

電子ファイルによる配信に完全に移行する。 

（2）それに伴い、年会費を 3000 円から 2000 円に値下げする。 

以上 
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2013 年度 日本ポパー哲学研究会 年次研究大会発表申込書 

申込者氏名  所属機

関：職位 

 

予定論題  

報告の目的･趣旨等 

関連論文および報告等 

使用機器（○をお付けください） 

 

 OHP PC 用プロジェクターその他（） 

連絡先 

 

住所： 〒 

 

TEL： 携帯： FAX： 

E-mail address: 
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i 訳注 正確に表現すると、P(h-if-e│taut)となるが、同じも

のであることは明白である。 

 

批判的合理主義研究 (通巻 8号) 

2012 年 12月発行 

本誌は、『ポパーレター』（1989～2008, 

通巻 38号）を改題し、継承したものです。 

 

発行人  小河原 誠 

編集・発行 日本ポパー哲学研究会事務局機関

紙編集部 

〒252-0373 相模原市南区北里 1-15-1 

北里大学一般教育部（小河原研究室） 

℡. 042-778-9047 

Fax. 042-778-9233 

Email:kogawara79@hotmail.com 

 

入退会・名簿変更、会費徴収・会計管理に関しては、「日

本ポパー哲学研究会事務局組織・会計部」にお願

いいたします。 

〒162-8473 新宿区市谷田町 1-18 中央大学大学院国際

会計研究科冨塚研究室 1402号  

Tel.  03（3513）0415 

Fax.  03-3513-0319 

Email:h00370@tamacc.chuo-u.ac.jp 
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